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੓૊৫ͷҊ಺ߦ
σδλϧԽਪਐຊ෦ （行政のデジタル化の推進） ☎888����1

総
務
部

૯ɹ຿ɹ՝ （庶務、議会、行政改革） ☎888�����ɹ'"9888�����
ൿɹॻɹ՝ （秘書） ☎888�����ɹ'"9888�����
จॻ๏੍՝ （文書、条例規則、情報公開・個人情報保護、歴史資料） ☎888�����ɹ'"98�����8�
ਓɹࣄɹ՝ （職員の人事・給与、福利厚生、採用試験） ☎888�����ɹ'"9888����0

मηϯλʔݚ࣏ࣗ ☎888�����ɹ'"9888�����
๷҆ࡂશରࡦ՝ （地域防災計画、防災施設、国民保護） ☎888�����ɹ'"9888�����
ɹ໿ɹ՝ܖ （工事契約、物品の購入契約） ☎888�����ɹ'"9888�����
՝༺׆؅ཧ࢈ࡒ （財産の記録管理、庁舎の管理） ☎888�����ɹ'"9888����0

ઃ؅ཧࣨࢪڞެ ☎888����1
ࣨࠪݕࣄ޻ （建設工事の検査、公共事業の技術的指導） ☎888�����

企
画
財
政
部

ըௐ੔՝ا （総合計画、国際・都市間交流、公立美術大学関連） ☎888�����ɹ'"9888���88
ɹ੓ɹ՝ࡒ （財政計画、予算編成、市債、地方交付税） ☎888�����ɹ'"9888���88
ਓݮޱগɾҠॅఆॅରࡦ՝（人口減少・移住定住対策、ふるさと納税、シティプロモーション） ☎888���8�ɹ'"9888���88

Ҡॅ૬ஊീॏऱηϯλʔ ☎01�0����1101ɹ'"90�������018�
৘ใ౷ܭ՝ （地域情報化、社会保障・税番号制度） ☎888����8ɹ'"9888�����

（統計調査） ☎8���8��0ɹ'"98���8��1
ௌ՝޿ใ޿ （広報あきた、市政テレビ番組、要望） ☎888����1ɹ'"9888�����
市 ຽ ੫ ՝ （市民税・軽自動車税（種別割）・法人市民税・事業所税） ☎888�����ɹ'"9888�����
ࢿ ࢈ ੫ ՝ （固定資産税） ☎888�����ɹ'"9888����8
ೲɹ੫ɹ՝ （市税の徴収、督促） ☎888���81ɹ'"9888���8�
ಛผ଺ೲ੔ཧ՝ （市税・公課の滞納整理、債権管理に関する指導・助言） ☎888���8�ɹ'"9888���8�
஍੶ௐࠪࣨ （地籍調査） ☎88���181ɹ'"988���0�1
·ͪͮ͘Γઓུࣨ （外旭川地区のまちづくり） ☎888�����ɹ'"9888���88
౦ࣄژ຿ॴ （関係機関との連絡調整、情報収集）� ☎0��������8�1ɹ'"90��������8��

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

՝ڵৼޫ؍ （観光振興、にぎわい創出） ☎888���0�ɹ'"9888���0�
ηϦΦϯɺʹ ͗Θ͍ަྲྀؗɺ·ͪͳ͔ޫ؍Ҋ಺ॴɺՏลɾ༤࿨ࢪޫ؍ઃ

จԽৼڵ՝ （文化活動の振興、文化財の調査・保護） ☎888���0�ɹ'"9888���08
จԽ૑଄ؗɺ͋ ͖ͨܳज़ܶ৔ϛϧϋεɺچদ૔Ոॅ୐ɺ஍ଂాҨ੻

εϙʔπৼڵ՝ （生涯スポーツの推進、施設管理、スポーツ行事の開催） ☎888���11ɹ'"9888���1�
֤छମҭࢪઃ 10�ϖʔδ

ळా市ຽަྲྀϓϥβ؅ཧࣨ （プラザの管理、秋田駅東西連絡自由通路の管理） ☎88����10ɹ'"988����11
େ৿ࢁಈ෺Ԃʙ͖͋͗ΜΦϞϦϯͷ৿ʙ ☎8�8���08ɹ'"98�8���0�
ळా৓੻ྺ࢙ࢿྉؗ ☎8���18��ɹ'"98���1�18
ઍळඒज़ؗ ☎8����8�0ɹ'"98����8��
੺ΕΜ͕ڷ౔ؗ ☎8����8�1ɹ'"98����8��

ຽଏܳೳ఻ঝ ɾؗࢠۚچՈॅ୐ ☎8����0�1ɹ'"98����0��

஛࢙ྉؗࠤ ※令和7年10月1日から
☎8���0��0ɹ'"98���0��1
☎8����0��ɹ'"98����10�

۱࿌ޚอా৓ٱ ☎8���1��8
ᖒՈॅ୐ࠇچ ☎8�1�0�8�
௾ʣఉԂࢩผఛʢ೗ࢯ஛ࠤळాൡओچ ☎8�����00ɹ'"98�����1�

市
民
生
活
部

ੜ׆૯຿՝ （町内自治活動支援、住居表示、墓地、女性活躍・絆づくり） ☎888�����ɹ'"9888�����
৔ࡈ ☎8�8�1��1

市ɹຽɹ՝ （戸籍・住民票などの証明、住民異動届、印鑑登録） ☎888�����ɹ'"9888�����
อ೥ۚ՝ࠃ （国民健康保険、国民年金） ☎888����0ɹ'"9888����1

ऩೲਪਐ （ࣨ国民健康保険税の納付） ☎888�����
ಛఆ݈਍՝ （特定健康診査、特定保健指導） ☎888�����ɹ'"9888�����
ҩྍ՝ྸߴظޙ （後期高齢者医療制度） ☎888����8ɹ'"9888�����
தԝ市ຽαʔϏεηϯλʔ （市民協働・都市内地域分権の推進、市民憲章） ☎888�����ɹ'"9888����1

（地域の子育て支援、地域活動） ☎888����0
ίϛϡχςΟηϯλʔ（楢山、茨島、泉、八橋、旭北、保戸野、川尻、旭南）

౦෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （地域の子育て支援、地域活動） ☎8���10��ɹ'"98���18��
ίϛϡχςΟηϯλʔ（旭川、東、明徳、太平、下北手、桜）

੢෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸籍、住民票、国民健康保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎888�8080ɹ'"9888�8081
৽԰Ψϥε޻๪ ☎8�����01ɹ'"98�����0�
ίϛϡχςΟηϯλʔ（勝平、浜田、豊岩、下浜）

ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸籍、住民票、国民健康保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎8�8�1�1�ɹ'"98�����1�
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔผؗ ☎8�������ɹ'"98������8
ίϛϡχςΟηϯλʔ（大住、上北手、仁井田）

๺෦市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸籍、住民票、国民健康保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎8������1ɹ'"98�������
ίϛϡχςΟηϯλʔ（飯島、寺内、外旭川、将軍野、港北、下新城、上新城、飯島南、金足）
౔࡚Έͳͱྺ࢙఻ঝؗ ☎8�8�����
Լ৽৓ަྲྀηϯλʔ ☎8����8��

Տล市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸籍、住民票、国民健康保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎88�����1ɹ'"988���0�1
಺࿈བྷॴࡾݟؠ ☎88���111ɹ'"9881��00�
ίϛϡχςΟηϯλʔ（河辺岩見三内）

༤࿨市ຽαʔϏεηϯλʔ （戸籍、住民票、国民健康保険、国民年金、地域の子育て支援、地域活動）☎88����11ɹ'"988���1��
େਖ਼ࣉ࿈བྷॴ ☎88���111ɹ'"988���11�

市ຽ૬ஊηϯλʔ （市民相談、消費生活相談） ☎888�����ɹ'"9888�����
ॴࠪݕྔܭ ☎888�����

Ӻ౦αʔϏεηϯλʔ（戸籍、住民票、国民健康保険、国民年金） ☎88�����0ɹ'"988�����1
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※情報は令和7年8月現在のものです。
　法令などの改廃、機構改革などで変更される場合があります。

෱
ࢱ
保
݈
部

෱ࢱ૯຿՝ （福祉施策、市立秋田総合病院関連） ☎888�����ɹ'"9888����8
஍Ҭ෱ࢱਪਐࣨ ☎888����1
࿝ਓ෱ࢱηϯλʔɾޚॴ໺ަྲྀηϯλʔɾՏล૯߹෱ྲྀަࢱηϯλʔ 80ϖʔδ

ো͕͍෱ࢱ՝ （身体・知的・精神障がい者、福祉医療） ☎888�����ɹ'"9888�����
஍Ҭ׆ಈࢧԉηϯλʔ

௕ण෱ࢱ՝ （高齢者福祉） ☎888�����ɹ'"9888�����
ç࿝ਓ͍͍͜ͷՈ（八橋・飯島・大森山）
çՏลͮ͘߁݈ऀྸߴΓηϯλʔɾ༤࿨;Ε͍͋ϓϥβ

อޢୈҰ՝ （生活保護世帯の自立助長） ☎888�����ɹ'"9888����1
อޢୈೋ՝ （　　　　　〃　　　　　） ☎888����0ɹ'"9888����1
հޢอݥ՝ （介護保険） ☎888�����ɹ'"9888�����
ಋࣨࢦ؂ࠪ （社会福祉法人などの指導監督） ☎888�����ɹ'"9888�����
อ݈૯຿՝ （健康増進計画、医療従事者免許申請、医療機関の届出） ☎88��11�0ɹ'"988��11�1

（医療安全支援センター ��ϖʔδ ）

ळా市อ݈ॴ อ݈ηϯλʔ
อ݈༧๷՝ （各種検診、健康づくり、栄養、歯科保健） ☎88��11��ɾ11��ɾ11�8ɹ'"988��11��
؅ཧ՝߁݈ （予防接種、感染症、難病、精神保健、自殺対策） ☎88��1180ɹ'"988��11�8
Ӵੜࠪݕ՝ （食品、理美容、犬猫） ☎88��1181ɹ'"988��11�1
৯೑Ӵੜࠪݕॴ （食肉検査、食鳥検査） ☎88������ɹ'"988���1��

ࢠ
Ͳ
΋
ະ
དྷ
部

Ͳ΋૯຿՝ࢠ （次世代育成、指導監査、施設の設置認可・確認） ☎888���8�ɹ'"9888�����
Ͳ΋ҭ੒՝ࢠ （保育所などの入所、保育料などの助成、教育・保育給付） ☎888�����ɹ'"9888�����

ެཱอҭॴ
՝ࢱͲ΋෱ࢠ （児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭、子ども福祉医療、放課後児童） ☎888���8�ɹ'"9888�����

ಐؗࣇ �0ϖʔδ
Ͳ΋Ոఉηϯλʔࢠ

՝߁Ͳ΋݈ࢠ
（妊産婦・乳幼児保健、小児慢性特定疾病医療、不妊治療費助成） ☎88��11��ɹ'"988��11��
ԉ՝（子育て支援）ࢧҭͯ૬ஊࢠ ☎88�����0ɹ'"988������
　　　　　　　　（児童・家庭の総合相談、女性相談）平日 ☎8����01�ɹ'"98������0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜・祝日 ☎88������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日曜 ☎88�����0

গ೥ࢦಋηϯλʔ ☎88���8��

؀
ڥ
部

૯຿՝ڥ؀ （温暖化対策、再生可能エネルギーの普及・啓発、環境学習、自然環境保全） ☎888���0�ɹ'"9888���0�
౎市ਪਐ՝ڥ؀ （ごみの分別・収集） ☎888���0�ɹ'"9888���0�
อશ՝ڥ؀ （公害対策） ☎888���11ɹ'"9888���1�
ഇغ෺ରࡦ՝ （産業廃棄物処理業・廃棄物処理施設の許可、不法投棄） ☎888���1�ɹ'"9888���1�
૯߹ڥ؀ηϯλʔ （ごみ処理、リサイクル施設） ☎8����81�ɹ'"98�������
͝Έॲཧࢪઃݐઃ४උࣨ（ごみ処理施設建設・ごみ処理広域化） ☎888���1�ɹ'"9888���0�

࢈
ۀ
ৼ
ڵ
部

ը՝اۀ࢈ （農商工連携、6次産業化、物産・工芸品、加工研修室、市民農園） ☎888�����ɹ'"9888�����
ç৬܇ۀ࿅ηϯλʔɺதߴ೥ྸ࿑ಇऀ෱ࢱηϯλʔɺۈ࿑ऀମҭηϯλʔɺۈ࿑ऀ૯߹෱ࢱηϯλʔɺ
çϦϑϨογϡΨʔσϯɺ೶ࢁଜ஍Ҭੑ׆Խηϯλʔʮ͞ͱͽ͋ʯ

঎޻๵қৼڵ՝ （商業、融資あっせん、貿易、創業支援） ☎888�����ɹ'"9888�����
νϟϨϯδΦϑΟε͖͋ͨ ☎8����8�8ɹ'"98����8��

৽ΤωϧΪʔۀ࢈ਪਐࣨ（新エネルギー産業の振興・活用促進） ☎888�����ɹ'"9888�����
՝༺ޏ஍ཱۀا （企業誘致、雇用・労働） ☎888����1ɹ'"9888�����
೶ۀ೶ଜৼڵ՝ （生産振興、担い手、米政策） ☎888�����ɹ'"9888�����
೶஍৿ྛ੔උ՝ （農道・林道の維持管理、土地改良の指導、森林の整備、有害鳥獣） ☎888�����ɹ'"9888�����

ެઃ஍ํԷച市৔ 市৔؅ཧࣨ （市場の運営・施設管理） ☎8�������ɹ'"98����0�0
Ԃܳৼڵηϯλʔ （園芸作物の生産振興） ☎8�8�0��8ɹ'"98�8�0���

ݐ
ઃ
部

ઃ૯຿՝ݐ （市道の認定、道路占用） ☎888�����ɹ'"9888����8
ಓ࿏ݐઃ՝ （道路の新設・舗装、街路、河川・水路） ☎888�����ɹ'"9888����8
ಓ࿏ҡ࣋՝ （道路の維持管理・除排雪） ☎888����1ɹ'"9888�����
ެɹԂɹ՝ （公園の維持管理・整備） ☎888�����ɹ'"9888�����
ɹஙɹ՝ݐ （市有建築物の企画、設計） ☎888�����ɹ'"9888�����

౎
市
੔
උ
部

౎市૯຿՝ （秋操駅南地区土地区画整理事業、市街地再開発事業関連） ☎888�����ɹ'"9888�����
౎市ܭը՝ （開発許可、都市景観、屋外広告物、盛土許可） ☎888�����ɹ'"9888�����
ަ௨੓ࡦ՝ （マイタウン・バス、交通安全、駐輪場） ☎888�����ɹ'"9888�����
ಋ՝ࢦஙݐ （建築確認、建築物の維持保全、耐震改修、建設リサイクル法による届出）☎888�����ɹ'"9888�����
ॅ୐੓ࡦ՝ （市営住宅、住宅対策、空き家対策） ☎888����0ɹ'"9888����1
ळాӺ౦஍۠౔஍۠ը੔ཧࣄࣄ޻຿ॴ（区画整理事業の計画、換地、補償） ☎8�����0�ɹ'"98������1

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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ڭ
ҭ
ҕ
һ
ձ

຿局ࣄ ૯ɹ຿ɹ՝ （学校施設の建設、維持管理） ☎888��80�ɹ'"9888��80�
ֶɹࣄɹ՝ （入学・転校、就学関係補助金） ☎888��80�ɹ'"9888��80�

༤࿨ֶڅߍ৯ηϯλʔ
ҭ՝ڭߍֶ （教育課程、教育相談） ☎888��808ɹ'"9888��80�

৬һࣨڭ ☎888��80�
ॴڀݚҭڭ ☎8������0ɹ'"98������1

దਖ਼഑ஔਪਐࣨߍֶ ☎888��81�ɹ'"9888��80�
ੜֶ֔शࣨ （生涯学習の推進、社会教育事業の実施） ☎888��810ɹ'"9888��811

ௌ֮ϥΠϒϥϦʔࢹ ☎ɾ'"988������
ক܉໺ֶऀྸߴशηϯλʔ（松林館） ☎8����0��

౔࡚Έͳͱձؗ
ଠฏࣗࢁવֶशηϯλʔʮ·ΜͨΒΊʯ ☎8����1�1ɹ'"98����1��
ࣗવՊֶֶश ʢؗΞϧϰΣ಺ʣ ☎88�����0ɹ'"988�����1
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙؗ ☎8������0ɹ'"98������0

ϑΥϯςจݿ ☎ɾ'"98����1��
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙؗՏล෼ؗ ☎881�1�0�ɹ'"988������

͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ౔࡚ਤॻؗ ☎8���0���ɹ'"98�����1�
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ৽԰ਤॻؗ ☎8�8���1�ɹ'"98�8���00
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ༤࿨ਤॻؗ ☎88���8��ɹ'"988���0��

（小学校38校、中学校19校、秋田商業高等学校、御所野学院高等学校、秋田公立美術大学附属高等学院）ߍֶཱެ

ձɹܭɹ՝ （現金、有価証券、物品の出納、保管、支出負担行為の確認） ☎888�����ɹ'"9888�����

ެฏҕһձ （職員の勤務条件に関するા置の要求、職員に対する不利益処分の審査）

ؔػܾٞ 市ٞձ ૯ɹ຿ɹ՝ （議員の身分・報酬、庶務） ☎888���8�ɹ'"9888���8�
ٞɹࣄɹ՝ （議事運営、会議録、議会広報） ☎888���8�ɹ'"9888���8�

બ؅ڍཧҕһձ （のࣥ行・管理ڍ選）ɹ຿ɹ局ࣄ ☎888���8�ɹ'"9888���8�

؂ࠪҕһ ɹ຿ɹ局（市役所の事務・事業の監査）ࣄ ☎888����1ɹ'"9888�����

೶ۀҕһձ ɹ຿ɹ局（農地の権利移動・転用）ࣄ ☎888�����ɹ'"9888�����

ධՁ৹ࠪҕһձ࢈ࢿఆݻ （固定資産税課税台帳の登録価格に関する不෰の審査）

ফ
ɹ
ɹ
๷

ফ๷ຊ෦ ૯ɹ຿ɹ՝ （消防職員の組織、福利厚生） ☎8����000ɹ'"98����00�
ɹ๷ɹ՝ܯ （消防隊の配置運用、消防施設の維持管理、消防団員の組織・福利厚生） ☎8�������
ɹ՝ٸɹٹ （救急業務、応急手当の普及啓発） ☎8����01�
༧ɹ๷ɹ՝ （消防用設備などの検査、危険物施設の許認可、火災の調査） ☎8�������
ɹྩɹ՝ࢦ （119番通報などの火災・救急・災害受信および指令） ☎8�������ɹ'"98�����1�
ळాফ๷ॺ ☎8����100ɹ'"98������8

ౡग़ுॴڇ ☎8���80�1ɹ'"98���80��
উฏग़ுॴ ☎8���0���ɹ'"98���0�8�
৽԰෼ॺ ☎ɾ'"98�8��1��

౔࡚ফ๷ॺ ☎ɾ'"98���0�8�
಺ग़ுॴࣉ ☎8�8�����ɹ'"98���0118
൧ౡग़ுॴ ☎ɾ'"98����11�
外Ѵ઒ग़ுॴ ☎ɾ'"98�8�811�

৓౦ফ๷ॺ ☎ɾ'"98�����0�
໘ग़ுॴ޿ ☎8�������ɹ'"98������8

ळాೆফ๷ॺ ☎ɾ'"98������1
Տล෼ॺ ☎88����00ɹ'"988�����8
༤࿨෼ॺ ☎88������ɹ'"988�����1

্
Լ
ਫ
ಓ
ہ

૯ɹ຿ɹ՝ （物品や業務委ୗの入札・契約、事業認可、統計、広報） ☎8���8���ɹ'"98�����1�
͓٬༷ηϯλʔ （使用開始・休止などの受け付け、水道料金・下水道使用料などの徴収・相談） ☎8���8��1ɹ'"98������0
څ ഉ ਫ ՝ （給水装置・排水設備工事の受け付け、ॡ工検査） ☎8���8���ɹ'"98���8��8
ਫಓҡ࣋՝ （水道管・ポンプ場の維持管理） ☎8���8���ɹ'"98����0�0
ਫಓݐઃ՝ （水道施設の建設や更新） ☎8���8���ɹ'"98����0�0
Լਫಓ੔උ՝ （下水道施設・市設置型浄化槽の整備、下水道管の維持管理） ☎8���1���ɹ'"98���1���
ড়ɹਫɹ՝ （浄水場、配水場、ポンプ場の運転・維持管理） ☎8�����11ɹ'"98������8

ਫ࣭؅ཧ （ࣨ水道に関わる水質の検査・相談） ☎8�8�1��1ɹ'"98�8����1
Լਫಓࢪઃ՝ （下水道終末処理場・下水ポンプ場などの運転・維持管理） ☎8���1�01ɹ'"98���1�1�
ਔҪాড়ਫ৔ݐઃࣨ （仁井田浄水場等整備事業） ☎8�������ɹ'"98������8

※情報は令和7年8月現在のものです。
　法令などの改廃、機構改革などで変更される場合があります。
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　もし災害がىきたらどうしますか？
　災害発生時には「慌ててしまって何もできなかった」とか「頭では分かっていても、体が…」という話を聞きます。
　日頃から防災について考え、備えることが大切です。

Րࣄɾ11☎ٸٹ�番 110番☎࡯ܯ
࿈བྷઌͱඇৗ࣌ͷ࿈བྷํ๏ٸۓ

ױٸ
市಺ͷٸٹපӃ
　下記の医療機関では、24時間体制で急病や
けがの患者さんの受け入れに備えています。

市ཱळా૯߹පӃ（川元松丘町4-30）☎0��0�01��1�1
ळాްੜҩྍηϯλʔ（飯島西袋一丁目1-1）☎880��000
ळా੺ेࣈපӃ（上北手猿田字苗代沢222-1）☎8����000
த௨૯߹පӃ（南通みその町3-15）☎8���11��
ळాཱݝ॥ث؀ɾ೴੸਷ηϯλʔ（千秋久保田町6-10）☎8���011�
ळాେֶҩֶ෦ෟଐපӃ（広面字࿇沼44-2）☎8���1111

খࣇͷٸප΍ױٸͷड͚ೖΕ
市ཱळా૯߹පӃ　川元松丘町4-30
☎0��0�01��1�1
小児科医が診療します。
平日：24時間（8：30〜17：00は一般外来で診療）
土・日、祝日、年末年始（12月29日から1月3日）：9：30〜22：30
※上記診療時間以外は、救急外来の当番医が診察します。

࣌֐ࡂ
μΠϠϧʢ1�1ʣݴ఻༺֐ࡂ
　大災害に際し、被災地との通話が困難になった場合、災害用伝言ダ
イヤルが提供されています。

ΨΠダϯεにैってください。
をダΠϠルした1ޙ � 1

い͟とい͏ときのߦಈマχϡΞϧ

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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　近年、全国各地で洪水や土砂災害が発生し、多くの尊い命が失われています。地震と違い、大雨や台風な
どの風水害は、ある程度、事前に備えることができます。いざというときに慌てず行動できるよう、日頃か
ら備えましょう。

෩ਫ֐ʹඋ͑·͠ΐ͏

ूத߽Ӎʹཁ஫ҙʂ
　集中豪雨は、狭い地域に突発的に
降るため、その予測は困難で、中小
河川の氾濫や土砂崩れ、崖崩れなど
による大きな被害が予想されます。
崖付近や造成地、扇状地などでは気
象情報に十分注意し万全の対策を
とるようにしましょう。

　道路が冠水した状態で避難するのは大変危険ですので、上流域も含めた
雨量や河川の情報を入手し、危険を感じたときには早めに避難しましょう。

ආ೉൑அਫҐ
　国や県では、水防法に基づき市管内の9河川（雄物川、太平川、岩見
川、旭川、草生津川、新城川、猿田川、新波川、馬踏川）に、洪水時の避難
などの目安となる水位として、『避難判断水位』や『氾濫危険水位』を
定めています。
　水位情報は秋田河川国道事務所や秋田県河川砂防課のホームペー
ジでご覧になれます。

IUUQT���XXX�UIS�NMJU�HP�KQ�BLJUB�ʢՏ઒ࠃಓࣄ຿ॴʣ
IUUQT���LBTFO�QSFG�BLJUB�MH�KQʢळాݝʣ

ਫ֐ϋβʔυϚοϓ
　大雨で河川が氾濫した場合に浸水が予想される区域とその深さな
らびに避難施設などを示し、災害時
に安全に避難してもらうことを目的
として作成したマップです。
　ハザードマップは市のホームペー
ジからダウンロードできます。
� 【広報ID番号：1033802】

ආ೉ͷϙΠϯτ
洪水が発生した場合、わずかな時間で水位

が上昇し、広範囲にわたって浸水する可能性があります。万が一のと
きに避難が遅れることがないよう、避難のポイントをまとめました。

　歩行可能な浸水は約50センチ、流れが速い場合は約20センチでも
危険です。浸水する前のどのタイミングで避難を開始するのかあら
かじめ家族間で決めておきましょう。

ಓ࿏ͳͲ͕ਁਫすΔલʹආ೉͠Α͏ʂ�

　台風や大雨のときに、今後の避難判断に必要な情報を自分で確認
するよう習慣をつけましょう。
　情報はテレビやSNSなど、自分に合った方法で確認しましょう。

Տ઒৘ใ΍ؾ৅৘ใΛ֬ೝ͠Α͏ʂ1

　持ちものは最小限にまとめてリュックなどに入れ、両手は使える
ようにしましょう。長靴は動きにくく危ないので、スニーカーなど脱
げにくいものにしましょう。
　避難したときに必要なものは、「常時携行品」や「非常持出品」とし
て必要なものを準備しておきましょう（ ��ϖʔδの参考例もご
活用ください）。

ಈ͖΍す͍෰૷でɺඞཁͳ΋ͷ͚ͩΛ࣋ͬͯʂ�

　日頃から家族間で、災害時の避難ルートや避難場
所、家族が離ればなれになっている場合の連絡手段、
避難時の注意点やそれぞれの役割、家に1人でいる場
合の行動などを共有しましょう。
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警戒レベルと避難行動
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避難時の持ちもの（参考例）
　災害が起きたときに、必要なものを用意したのでは避難が遅れ
てしまいます。万が一に備え、事前に準備をしましょう。
　以下は参考例です｡状況に応じ、自分に必要なものをそろえま
しょう。

（外出時に災害が起きた場合でも困らないように､一日でも欠か
せないものは持ち歩きましょう）

●常時携行品

例） 携帯食料（あめやチョコレート）
基礎疾患の薬（最低3日分、薬の名前のメモ） 
モバイルバッテリー､ばんそうこう　など

（必要最小限のものを用意し、避難時にすぐに持ち出せるように
しましょう）

●非常持出品

例） 飲料水
非常食
懐中電灯
携帯ラジオ
乾電池
貴重品（通帳や

　　マイナンバーカードなど）
軍手
マスク　

タオル類
携帯トイレ
救急セット
ポリ袋
雨具
防災ずきん･ヘルメット　など ●救急車は正しく利用しましょう

　急を要しない軽い病気やけがなどで救急車を利用
すると、重症なかたを病院へ搬送するのが遅れてし
まうことがあります。
　緊急性のあるかたの命を救うために、救急車は正
しく利用しましょう。
　最近、119番通報で「救急車のサイレンを鳴らさ
ないで来てください」と言われるかたが非常に多く
なっています。
救急車が緊急車として走行するときは、サイレンを

止めて走ることはできませんのでご理解ください。

�Ի੠ʹΑΔ11�番௨ใ͕ࠔ೉ͳ͔ͨは
ɹ�'"9΍ܞଳి࿩ͷΠϯλʔωοτػೳ͔Β
で΋௨ใで͖·す

　音声による119番通報が困難なかたは、必要事項を記
入した緊急通報用紙をFAXで119番をダイヤルし、送信
することができます。また、緊急通報システムにより携
帯電話のインターネット機能を利用して119番通報す
ることができます。
　FAXで119番通報した際に、急病で意識、呼吸がない
場合、消防本部では図解入りの応急手当の方法をFAX
で返信しています。119番FAXの緊急通報用紙は、市
ホームページからダウンロードするか、消防本部指令
課で差し上げています。
　インターネットによる緊急通報システムを利用する
場合は事前に登録が必要ですので、消防本部指令課ま
でお問い合わせください。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1008799】

❸ொ名などがΘからない場合は、目҆となΔ目ඪ
　○○バス停から○○へ向かって○メートルなど
❹Րࡂのঢ়گをৄしく
　けが人や逃げ遅れた人がいないかなど
❺通ใऀの氏名と電話番号

ंٸٹ
かނපか事ٸ❶
❷住所（ප人などの場所）、ੈ ଳ主名などをৄしく
　※�現場がわかりにくい場合は、案内人を出してくだ
さい。

❸ප人や͚が人の数と೥ྸ、ੑ 別およͼঢ়ଶ
❹ொ名などがΘからない場合は、目҆となΔ目ඪ
　○○バス停から○○へ向かって○メートルなど
❺通ใऀの氏名と電話番号
　※�担当者の質問には落ち着いてお話しください。な
お、指令課では状態によって胸骨圧迫（心臓マッサー
ジ）や止血などの応急手当を指導します。

　火災で亡くなられた要因のうち最も多いのは逃げ遅
れです。
　住宅用火災警報器を正しく設置しておくことで、早
期に火災を知り安全に避難することが期待できます。
実際に警報器を設置していたことで、火災になる前の
段階で気づくことができた事例や、初期の段階で消し
止めた事例などが多く確認されています。
　ご自身、ご家族の命を守るため住宅用火災警報器を
設置し定期的に点検しましょう。
なお、設置から10年以上が経過する警報器は、機器の

劣化や電池切れが懸念されますので交換を推奨します。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1008811】

ফ๷ं
❶Կが೩͑ていΔか
❷場所はどこか
　�○○町○○番地　アパート名や階数、世帯主名など
詳しく
　※現場がわかりにくい場合は、案内人を出してください。

消防・救急は119番

問 ফ๷ຊ෦༧๷՝� �☎8�������

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？

࣍ͷϖʔδʹଓ͘

問 ফ๷ຊ෦ྩࢦ՝� �☎8�������
'"9� �☎8�����1�

119番のかけ方
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・�秋田中央警察署　千秋明徳町1-9
☎8���1111
・�秋田臨港警察署　土崎港西三丁目1-8

☎8���01�1
・�秋田東警察署　上北手ඦ崎字内山60-2

☎8����110

　119番は、火災や救急などを通報するための緊急電話
です。火災などのお問い合わせは、テレホンガイドで案
内していますので、こちらをご利用ください。
Րࡂ৘ใ／☎0��0�0�1�1�1

　一部のIP電話からは☎8�������へおかけください。

ऀۀࣄ ྆༻ ͍す ॴࡏ஍ ి࿩番߸
λΫγʔ᷂ࡍࠃ ● 楢山本町3-3 ☎833-5931

᷃ઍळέΞαʔϏε ● ● 千秋໼留町
2-11-1006 ☎833-0556

հޢλΫγʔ
Ϗελ ● ● 卸町二丁目

1-8
☎050-

1780-6448

հޢλΫγʔϋν ● 桜ガ丘五丁目
6-13 ☎853-9148

հޢɾ෱ࢱλΫγʔ
τϥϯεϙʔτळా ● 八橋大畑

二丁目8-11 ☎811-2381

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

※両用…ベッドといすのどちらも乗車可能
　いす…車いす専用車

　患者等搬送事業者は、①緊急性が低い入退院や通院
②病院間の転院③社会福祉施設などへの移動手段を提
供しています。
※�消防本部が認定している事業者以外にも、福祉タク
シーなどの搬送事業者があります。
　救急車を呼ぶほどではないが、৸たきりのかたや車
いすのかたの移動手段がないなどの場合には患者等搬
送事業者をご利用ください。消防本部では、利用者の安
全と利便を確保するため、事業者のうち、一定の要件を
満たす事業者を認定して
います。認定を受けた事業
者の搬送用自動車には、応
急手当や搬送法の講習を
修了した乗務員が乗車し、
応急手当に必要な資機材
を積載しています。
をཁすΔ場ٸۓ。まͤん͑ߦとಉ༷のॲஔはंٸٹ�˞
合は119番へ通ใしてください。
ऀۀࣄ౳ൖૹऀױ

・�秋田県警察本部　山王四丁目1-5
県民安全相談センター（警察安全相談）
☎8����110または̅�110
性犯ࡑ被害相談電話
☎01�0�0�8�110または̅810�
やまびこ電話（少年相談）　☎8���1�1�
犯ࡑ被害者支援室　　　　☎8���1111
・��（公社）秋田被害者支援センター　旭北栄町1-5

☎01�0����8010（平日10：00〜16：00）
・�秋田地方検察庁被害者ホットライン
山王ࣣ丁目1-2
☎8�������（平日9：00〜17：00）

　災害時に身を守る場所として、みなさんの近くの学
校、グラウンド、公園といった公共施設が、指定緊急避
難場所・指定避難所になっています。
　家族で一度、自宅近くの指定緊急避難場所・指定避難
所を確認しておきましょう。市ホームページでもご覧
いただけます。 【広報ID番号：1021451・1019811】

໊শ ٸۓఆࢦ
ආ೉৔ॴ

ఆࢦ
ආ೉ॴ ॴࡏ஍

ۚ଍஍۠ίϛηϯ ○ ○ 金足小泉字上前

ۚ଍੢খֶߍ ○ ○ 金足大清水字大清水台

ۚ଍೶ߍߴۀ ○ ○ 金足追分字海老穴

ߍ଍౦খֶۚچ ○ ○ 金足片田字待入

Լ৽৓஍۠ίϛηϯ ○ ○ 下新城笠岡字ԃ場

Լ৽৓খֶߍ ○ ○ 下新城笠岡字佐戸反

৔ٕڝେֶ཮্ཱݝ ○ − 下新城中野字街道端西

ळా๺தֶߍ ○ ○ 下新城中野字街道端西

Լ৽৓ަྲྀηϯλʔ ○ ○ 下新城中野字前谷地

্৽৓஍۠ίϛηϯ ○ ○ 上新城五十丁字小林

ߍ৽৓খ্ֶچ ○ ○ 上新城五十丁字大村屋敷

൧ౡதֶߍ ○ ○ 飯島字田尻ԃ越

火災の情報はテレϗンガイドで

民間の患者等ൖૹ事業

ࣄ は11�番（防൜の心がけ）ނࣄ݅・

市内の警࡯ॺ

犯罪の被害にૺわれたかたや
そのご家族の相談窓口

問 ๷҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����

災害時の指定緊急避難場所・指定避難所
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໊শ ٸۓఆࢦ
ආ೉৔ॴ

ఆࢦ
ආ೉ॴ ॴࡏ஍

൧ౡ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 飯島松根東町

൧ౡೆখֶߍ ○ ○ 飯島西袋一丁目

൧ౡখֶߍ ○ ○ 飯島鼠田二丁目

ळాߴۀ޻౳ઐ໳ֶߍ ○ ○ 飯島文京町

൧ౡೆ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 飯島字南場掛

൧ౡ੢෦֗۠ެԂ ○ − 飯島川端三丁目

൧ౡࠄஸୈ࢛ࣇಐ༡
Ԃ஍ʢদ෩ஂ஍ʣ ○ − 飯島穀丁

൧ౡਆࣾ֗۠ެԂ ○ − 飯島松根西町

൧ౡಓ౦Ұஸ໨ୈҰ
ಐ༡Ԃ஍ࣇ ○ − 飯島道東一丁目

๺஍۠ίϛηϯߓ ○ ○ 土崎港北三丁目

ޫপۙྡެԂ ○ − 土崎港相染町字沼端

๺෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 土崎港西五丁目

઒ொ֗۠ެԂݹ
ʢ౔࡚市ຽάϥ΢ϯυʣ ○ − 土崎港西四丁目

౔࡚খֶߍ ○ ○ 土崎港中央三丁目

ฏୈೋ֗۠ެԂۏ ○ − 土崎港中央四丁目

౔࡚ೆখֶߍ ○ ○ 土崎港東一丁目

ळాதԝߍߴ ○ ○ 土崎港南三丁目

౔࡚Ӻ౦ୈެ۠֗ࡾԂ ○ − 土崎港北二丁目

౔࡚தֶߍ ○ ○ 土崎港北一丁目

ߍ๺খֶߓ ○ ○ 土崎港北四丁目

外Ѵ઒খֶߍ ○ ○ 外旭川字ֿノ目

外Ѵ઒தֶߍ ○ ○ 外旭川字ֿノ目

外Ѵ઒஍۠ίϛηϯ ○ ○ 外旭川字四ඦ刈

લ୩஍ۙྡެԂ ○ − 外旭川字前谷地

外Ѵ઒஍Ҭӡಈ޿৔ ○ − 外旭川八഼田一丁目

ক܉໺தֶߍ ○ ○ 将軍野南一丁目

ߍਗ਼ਫখֶߴ ○ ○ 将軍野南一丁目

ক܉໺஍۠ίϛηϯ ○ ○ 将軍野南四丁目

੨গ೥ަྲྀηϯλʔ − ○ 寺内神屋敷

੟ྶঁࢠ୹ظେֶ − ○ 寺内高野

಺஍۠ίϛηϯࣉ ○ ○ 寺内神屋敷

ಐอҭӃࣇߨԸײ
άϥ΢ϯυ ○ − 寺内神屋敷

ߍ಺খֶࣉ ○ ○ 寺内堂ノ沢二丁目

ઘ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 泉北一丁目

ઘதֶߍ ○ ○ 泉北二丁目

ઘখֶߍ ○ ○ 泉中央六丁目

ळૢۙྡެԂ ○ − 泉中央六丁目

ฏ࿨ެԂ ○ − 泉字五庵山

อށ໺஍۠ίϛηϯ ○ ○ 保戸野中町

੟ԂֶԂ୹ظେֶ − ○ 保戸野すわ町

อށ໺খֶߍ ○ ○ 保戸野すわ町

ळాߍߴۀ޻ ○ ○ 保戸野金砂町

ळాେֶෟଐখֶߍ − ○ 保戸野原の町

ळాେֶෟଐதֶߍ ○ ○ 保戸野原の町

ळాݝεϙʔπՊֶηϯλʔ − ○ 八橋運動公園

ീڮ཮্ٕڝ৔ ○ − 八橋運動公園

໊শ ٸۓఆࢦ
ආ೉৔ॴ

ఆࢦ
ආ೉ॴ ॴࡏ஍

ମҭཱؗݝ − ○ 八橋運動公園

ീࣜߗڮ໺ٿ৔ ○ − 八橋運動公園

ീٕٿڮ৔ ○ − 八橋運動公園

ീڮୈٕٿ�৔ɾ݈ ৔޿߁ ○ − 八橋運動公園

ീڮӡಈެԂ ○ − 八橋運動公園

ീڮ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 八橋本町五丁目

市ཱମҭؗୈ�றं৔ ○ − 八橋本町六丁目

ീุڮ஍ެԂ ○ − 八橋本町六丁目

ീڮখֶߍ ○ ○ 八橋大沼町

தԝ市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 山王一丁目

ԦୈҰ֗۠ެԂࢁ ○ − 山王三丁目

ߍԦதֶࢁ ○ ○ 山王三丁目

Ѵ๺খֶߍ ○ ○ 山王三丁目

ळాࣇݝಐձؗ − ○ 山王中島町

૯ࣾਆࣾ֗۠ެԂ ○ − 川尻総社町

઒৲஍۠ίϛηϯ ○ ○ 川尻みよし町

઒৲খֶߍ ○ ○ 川尻みよし町

Ѵೆ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 旭南一丁目

Ѵೆখֶߍ ○ ○ 旭南一丁目

Ѵ๺஍۠ίϛηϯ ○ ○ 大町四丁目

ҵౡଟ໨తӡಈ޿৔ ○ − 茨島一丁目

ळాϞʔλʔεΫʔϧ ○ − 茨島四丁目

ҵౡମҭؗ ○ ○ 茨島一丁目

ҵౡ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 茨島一丁目

ౡӡಈެԂڇ ○ − 牛島東一丁目

ߍౡখֶڇ ○ ○ 牛島東六丁目

ೆ෦市ຽαʔϏεη
ϯλʔผؗ ○ ○ 牛島東六丁目

ઍळެԂ ○ − 千秋公園

໌ಙখֶߍ ○ ○ 千秋公園

ळా๺ߍߴ ○ ○ 千秋中島町

ळాྩ࿨ߍߴ − ○ 千秋໼留町

ʹ͗Θ͍ަྲྀؗ"6 − ○ 中通一丁目

த௨খֶߍ ○ ○ 中通五丁目

ஙࢁখֶߍ ○ ○ 楢山古川新町

৓ೆதֶߍ ○ ○ 楢山城南町

ೂࢁ྘஍ ○ − 楢山南中町

ೂࢁ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 楢山南中町

੟ྶֶԂߍߴ ○ − 南通みその町

ळాೆதֶߍ ○ ○ 南通宮田

఺ୈҰ֗۠ެԂڌ ○ − 東通仲町

ळా市ຽަྲྀϓϥβ ○ ○ 東通仲町

౦খֶߍ ○ ○ 東通二丁目

ळాେֶ໺ٿ৔ ○ − 手形学園町

ळా౦தֶߍ ○ ○ 手形休下町

Ѵ઒஍۠ίϛηϯ ○ ○ 手形字࠽ノ浜

Ѵ઒খֶߍ ○ ○ 手形字࠽ノ浜

ळాߍߴ ○ ○ 手形字中台

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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໊শ ٸۓఆࢦ
ආ೉৔ॴ

ఆࢦ
ආ೉ॴ ॴࡏ஍

ळాେֶ ○ ○ 手形住吉町

໌ಙ஍۠ίϛηϯ˞ ○ ○ 手形住吉町

ߍ໘খֶ޿ ○ ○ 広面字蟹沢

౦෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 広面字釣瓶町

౦஍۠ίϛηϯ ○ ○ 広面字鬼頭

৓౦தֶߍ ○ ○ 広面字鍋沼

ԣ৿஍Ҭӡಈ޿৔ ○ − 横森三丁目

Ψٰୈೋ֗۠ެԂࡩ ○ − 桜ガ丘三丁目

ߍதֶࡩ ○ ○ 桜台一丁目

୆தԝެԂࡩ ○ − 桜台二丁目

஍۠ίϛηϯࡩ ○ ○ 桜台一丁目

ߍখֶࡩ ○ ○ 桜四丁目

େฏ୆΋Έͷ໦ެԂ ○ − 大平台一丁目

Ұͭ৿ެԂ
ίϛϡχςΟମҭؗ ○ ○ 下北手桜字蛭沢

ϊʔεΞδΞେֶ ○ − 下北手桜字守沢

ߍߴࡩ໌ ○ ○ 下北手桜字守沢

ߍԼ๺खதֶچ ○ ○ 下北手松崎字走り崎

ߍԼ๺खখֶچ ○ ○ 下北手松崎字谷崎

Լ๺ख஍۠ίϛηϯ ○ ○ 下北手柳館字前田面

্๺खখֶߍ ○ ○ 上北手猿田字館ノ下

্๺ख஍۠ίϛηϯ ○ ○ 上北手猿田字苗代沢

ळాݝΏͱΓੜ׆૑
଄ηϯλʔʢ༡ֶࣷʣ − ○ 上北手荒巻字堺切

೔ຊ੺ेࣈ౦๺ޢ؃େֶ ○ ○ 上北手猿田字苗代沢

ळా͖ΒΓࢧԉֶߍ ○ ○ 南ケ丘一丁目

ߍ୩খֶࢁچ ○ ○ 太平山谷字中山谷

ߍଠฏখֶچ ○ ○ 太平目長崎字上目長崎

ଠฏ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 太平目長崎字沼田

େॅ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 大住南二丁目

େॅখֶߍ ○ ○ 仁井田字西潟敷

ߍ໺৔தֶޚ ○ ○ 仁井田字中新田

ਔҪాখֶߍ ○ ○ 仁井田本町四丁目

ਔҪా஍۠ίϛηϯ ○ ○ 仁井田本町四丁目

ळాೆߍߴ ○ ○ 仁井田緑町

ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 御野場一丁目

ߍॴ໺ֶӃதֶޚ ○ ○ 御所野地蔵田四丁目

ߍߴॴ໺ֶӃޚ ○ ○ 御所野地蔵田四丁目

ߍॴ໺খֶޚ ○ ○ 御所野元町五丁目

ळాݝதԝ஍۠
࿝ਓ෱ࢱ૯߹ΤϦΞ ○ ○ 御所野下堤五丁目

࢛πখ԰খֶߍ ○ ○ 四ツ小屋字街道東

ळా঎ߍߴۀ ○ ○ 新屋勝平台

ळాެཱඒज़େֶ
ෟଐߴ౳ֶӃ ○ ○ 新屋大川町

ळాެཱඒज़େֶ ○ ○ 新屋大川町

ळా੢தֶߍ ○ ○ 新屋大川町

੢෦市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 新屋扇町

উฏதֶߍ ○ ○ 新屋北浜町

໊শ ٸۓఆࢦ
ආ೉৔ॴ

ఆࢦ
ආ೉ॴ ॴࡏ஍

উฏ市ຽάϥ΢ϯυ ○ − 新屋豊町

ߍԉֶࢧా܀ − ○ 新屋栗田町

೔৽খֶߍ ○ ○ 新屋栗田町

উฏ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 新屋松美ガ丘東町

উฏখֶߍ ○ ○ 新屋松美ガ丘北町

দඒϲٰୈެ۠֗ࡾԂ ○ − 新屋松美ガ丘南町

৽԰দඒொ྘ಓʢউฏ
೔٢ਆࣾྡ઀޿৔ʣ ○ − 新屋松美町

৽԰ߍߴ ○ ○ 豊岩石田坂字鎌塚

๛ؠ஍۠ίϛηϯ ○ ○ 豊岩豊巻字内縄尻

ߍதֶؠ๛چ ○ ○ 豊岩豊巻字内縄尻

๛ؠখֶߍ ○ − 豊岩豊巻字内縄尻

େ৿ࢁ࿝ਓͱࢠͲ΋ͷՈ ○ ○ 浜田字出小屋

඿ాখֶߍ ○ − 浜田字自在山

Լ඿Ӌ઒༡Ԃ஍ ○ − 下浜羽川字二十町

Լ඿஍۠ίϛηϯ ○ ○ 下浜羽川字下野

Լ඿খֶߍ ○ ○ 下浜羽川字水垂

ߍԼ඿தֶچ ○ ○ 下浜羽川字水垂

Լ඿ஂۀ޻஍྘஍ ○ − 下浜羽川字下山

Լ඿௕඿ެຽؗෑ஍ ○ − 下浜長浜字荒郷屋

Լ඿ീా஍Ҭӡಈ޿৔ ○ − 下浜八田字餅田

ߍ಺খֶࡾݟؠچ ○ − 河辺岩見字鍛治屋敷

౦ੜ׆վળηϯλʔ − ○ 河辺岩見字東

ळా૿߁݈ݝਐަྲྀ
ηϯλʔϢϑΥʔϨ ○ ○ 河辺三内字丸舞

Տลऀྸߴ
Γηϯλʔͮ͘߁݈ ○ ○ 河辺三内字丸舞

ᔹެຽؗࢠ࠭ − ○ 河辺三内字高畑

಺೶ଜूམηϯλʔࡾ্ − ○ 河辺三内字三内段

ߍ಺খֶࡾݟؠ ○ ○ 河辺三内字外川原

ߍ಺தֶࡾݟؠ ○ ○ 河辺三内字外川原

Տลࡾݟؠ಺஍۠
ίϛηϯ ○ ○ 河辺三内字外川原

ߍ੺ฏখֶچ ○ ○ 河辺赤平字小曽根

Տลখֶߍ ○ ○ 河辺和田字岡村

࿨ాӺલறं৔ ○ − 河辺和田字上中野

Տลମҭؗ ○ ○ 河辺和田字上中野

Տล市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 河辺和田字北条ケ崎

Տล૯߹෱ྲྀަࢱηϯλʔ ○ ○ 河辺北野田高屋字上前
田表

Տลதֶߍ ○ ○ 河辺北野田高屋字雷谷地

ߍౡখֶށ ○ ○ 河辺戸島字本町

Տลށౡ໺ٿ৔ ○ − 河辺戸島字上野

༤࿨Ֆͷ৿໺ٿ৔ ○ − 雄和石田字蟹沢

༤࿨খֶߍ ○ ○ 雄和石田字蟹沢

༤࿨தֶߍ ○ ○ 雄和石田字蟹沢

ळాͳ·は͛
೶ڠۀಉ૊߹
༤࿨ࢧళ

○ − 雄和石田字中大部

༤࿨ೆମҭؗ ○ ○ 雄和神ケ村字陳笠

஛ͷՖެԂ ○ − 雄和新波字清水木※明徳地区コミセンは、大規模改修工事のため、令和8年2月頃ま
で休館
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ආ೉৔ॴ

ఆࢦ
ආ೉ॴ ॴࡏ஍

༤࿨৽೾໺ٿ৔ ○ − 雄和新波字寺沢

ߍখֶࣉେਖ਼چ ○ ○ 雄和新波字寺沢

༤࿨ूװجམηϯλʔ ○ ○ 雄和新波字樋口

ळాͳ·は͛
೶ڠۀಉ૊߹
େਖ਼ࡐࢿࣉ૔ݿ

○ − 雄和新波字本屋敷

ळాཱݝதԝެԂ ○ − 雄和椿川

༤࿨αΠΫϦϯά
λʔϛφϧ ○ ○ 雄和椿川字奥椿岱

ߍ઒ఴখֶچ ○ ○ 雄和椿川字長者屋敷

௕ऀ΍·૳ ○ ○ 雄和椿川字長者屋敷

ߍถ઒খֶށچ ○ − 雄和戸賀沢字金山沢

༤࿨;Ε͍͋ϓϥβෑ஍ ○ − 雄和妙法字上大部

༤࿨市ຽαʔϏεηϯλʔ ○ ○ 雄和妙法字上大部

༤࿨ମҭؗ ○ ○ 雄和妙法字上大部

ळాݝ೶ݧࢼۀ৔ ○ ○ 雄和相川字源八沢

໊শ ॴࡏ஍
ീڮӡಈެԂ 八橋運動公園

૯ࣾਆࣾ֗۠ެԂ 川尻総社町

ळాΧϯτϦʔΫϥϒίʔε಺ɺΫ
ϥϒલறं৔ 新屋字砂奴寄

ӡస࿅श৔چ৔಺޿඿ӡಈ޲ 新屋字砂奴寄

ळా঎ߍߴۀάϥ΢ϯυ
ʢαοΧʔ৔ɺࣜߗ໺ٿ৔ɺ཮্ٕڝ৔ʣ新屋勝平台

εςʔγϣϯෑ஍ࡂ౔ަ௨লळా๷ࠃ 新屋町字天秤野

উฏখֶߍάϥ΢ϯυ 新屋松美ガ丘北町

উฏதֶߍάϥ΢ϯυ 新屋北浜町

দඒϲٰୈެ۠֗ࡾԂ 新屋松美ガ丘南町

৽԰দඒொ྘ಓʢউฏ೔٢ਆࣾྡ઀޿৔ʣ新屋松美町
άϥ΢ϯυߍԉֶࢧా܀ 新屋栗田町

೔৽খֶߍάϥ΢ϯυ 新屋栗田町

େ৿ެࢁԂ 浜田字大森山

඿ాখֶߍάϥ΢ϯυ 浜田字自在山

΋͠΋͠ϐοτळా市は·ͳす޿৔ 浜田字滝ノ元

ּদපӃෑ஍ 浜田字藍ノ原

௕඿஍۠ӡಈެԂ 下浜長浜字藤木台・兜
森

Լ඿چήʔτϘʔϧ৔ 下浜羽川字横長根

Լ඿খֶߍάϥ΢ϯυ 下浜羽川字水垂

Լ඿ஂۀ޻஍྘஍ 下浜羽川字下山

Ӌ઒ؠ৓஍۠पลྛࢁ 下浜羽川字岩城

৽԰ߍߴάϥ΢ϯυ
ʢ໺ٿ৔ɾ཮্ٕڝ৔ʣ 豊岩石田坂字鎌塚

άϥ΢ϯυΰϧϑ৔ࠜܡ 下浜桂根字大台

चྛุ�ࣉ஍றं৔ 下浜羽川字寺ノ下

ീ഼ਆࣾڥ಺ 下浜羽川字家ノ腰

ίεϞࣜגػ޻ձࣾळా޻৔ෑ஍ 下浜羽川字五郎池

Լ඿௕඿ެຽؗෑ஍ 下浜長浜字荒郷屋

ळాೆߍߴ཮্ٕڝ৔ 仁井田緑町

໊শ ॴࡏ஍
άϦʔϯεςʔδ൧ౡ 飯島緑丘町

๺෦市ຽαʔϏεηϯλʔ 土崎港西五丁目

νϟϨϯδΦϑΟε͖͋ͨچ 土崎港西三丁目

ϏϨοδϋ΢ε౔࡚ 土崎港西二丁目

έΞϋ΢ε౔࡚ 土崎港中央三丁目

୐૯߹έΞηϯλʔࡏ೦පӃهཛྷेޒ 土崎港中央一丁目

ߍ๺খֶߓ 土崎港北四丁目

౔࡚੟ॻΩϦετڭձάϩʔϦΞνϟϖϧ 土崎港中央六丁目

౔࡚தֶߍ 土崎港北一丁目

౔࡚Ϛϯγϣϯ 土崎港中央六丁目

౔࡚খֶߍ 土崎港中央三丁目

౔࡚පӃհޢ࿝ਓอ݈ࢪઃͳ͗͞ 土崎港中央四丁目

ϢφΠςουܭըࣜגձࣾ 寺内蛭根三丁目

ձࣾδʔϯζΤϜγʔσΟ෺ྲྀࣜג
౩ɾ޻৔౩ 土崎港相染町字浜ナシ山

指定緊急避難場所（津波）【施設】

　津波警報などが発表されたとき、津波の浸水想定区
域の住民などが一時的に避難するための津波避難場
所・避難ビルを市が指定しています。
　高台にある学校のグラウンドや公園、原則3階以上の
鉄筋コンクリート造（RC）などの新耐震設計基準に適
合する建物などです。

指定緊急避難場所（津波）【場所】
【広報ID番号：1001666、1001667】

໊শ ॴࡏ஍
ळా྘ϲٰපӃୈೋɺୈࡾறं৔ 飯島字堀川

൧ౡ࿝ਓ͍͍͜ͷՈෑ஍ 飯島字堀川

൧ౡ੢෦֗۠ެԂ 飯島川端三丁目

൧ౡখֶߍߍఉɾάϥ΢ϯυ 飯島鼠田二丁目

൧ౡࠄஸୈ࢛ࣇಐ༡Ԃ஍ʢদ෩ஂ஍ʣ飯島穀丁
Ӣ঵ӃྶԂ͓Αͼྛࢁ 飯島穀丁

൧ౡ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔෑ஍ 飯島松根東町

൧ౡਆࣾ֗۠ެԂ 飯島松根西町

൧ౡಓ౦Ұஸ໨ୈҰࣇಐ༡Ԃ஍ 飯島道東一丁目

ळాߴۀ޻౳ઐ໳ֶߍάϥ΢ϯυ 飯島文京町

ฏୈೋ֗۠ެԂۏ 土崎港中央四丁目

౔࡚ೆখֶߍάϥ΢ϯυ 土崎港東一丁目

ΠΦϯ౔࡚ߓళෑ஍ 土崎港南二丁目

ळాதԝߍߴ໺ٿ৔ɾϥάϏʔ৔ 土崎港南三丁目

ক܉໺தֶߍάϥ΢ϯυ 将軍野南一丁目

άϥ΢ϯυߍਗ਼ਫখֶߴ 将軍野南一丁目

ਗ਼ਫެԂߴ 寺内大畑

಺஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔෑ஍ࣉ 寺内神屋敷

ಐอҭӃάϥ΢ϯυࣇߨԸײ 寺内神屋敷

ळాݝ੨গ೥ަྲྀηϯλʔறं৔ 寺内神屋敷

άϥ΢ϯυߍ಺খֶࣉ 寺内堂ノ沢二丁目

問 ๷҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����

津波発生時の指定緊急避難場所（津波）

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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໊শ ॴࡏ஍
ळాݝ৬һߓ๺৽ொެࣷ 港北新町

ळాݝӦ౔࡚ॅߓ୐ 土崎港相染町字中谷地

ϗςϧϧʔτΠϯळా౔࡚ 土崎港西二丁目

ळా市ཱମҭؗ 八橋本町六丁目

ळాݝ+"Ϗϧ 八橋南二丁目

ळాݝ੺े݂ࣈӷηϯλʔ 川尻町字大川反

ࣾࢧձࣾϢΞςοΫळాࣜג 川尻町字大川反

઒৲খֶߍ 川尻みよし町

઒৲市Ӧॅ୐ 川尻上野町

͞Θ΍್͔ࡩ番ؗ 卸町一丁目

େॅখֶߍ 仁井田字西潟敷

ळాެཱඒज़େֶ 新屋大川町

ळా੢தֶߍ 新屋大川町

੢෦市ຽαʔϏεηϯλʔ 新屋扇町

ౡਗ਼ਫொ市Ӧॅ୐ڇ 牛島西四丁目

ఱવԹઘϗςϧ͜·ཱͪମறं৔ 卸町一丁目

υδϟʔε৯඼ؗ԰্றं৔ 川尻大川町

ϑΥϨετώϧζࢁԦ 山王沼田町

ळాࣇݝಐձؗ 山王中島町

ീڮখֶߍ 八橋大沼町

ീڮ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ 八橋本町五丁目

ԦϓϨεϏϧࢁ 山王六丁目

　町内会や事業所、各種団体などを対象に、もしもの場
合に役立つ心肺蘇生法（自動体外式除細動器［AED］の
取り扱いを含む）の講習会を、随時開催しています。申
し込み、問い合わせは最寄りの消防署へどうぞ。
ϗーϜϖーδňԠٸ手౰ීߨٴश受ߨ申し込みについてŉ

【広報ID番号：1029567】
・秋田消防署　　☎8����100
・新屋分署　　　☎8�8��1��
・土崎消防署　　☎8���0�8�
・寺内出張所　　☎8�8�����
・城東消防署　　☎8�����0�
・広面出張所　　☎8�������
・秋田南消防署　☎8������1
・河辺分署　　　☎88����00
・雄和分署　　　☎88������

　日頃から防災に関する知識の普及や地域の災害危険
箇所の把握、防災訓練などを行い、地震や火災などの際
に地域や町内でいち早く救出、救護、消火などの活動を
行う自主防災組織の結成や活動を支援しています。市
内の759町内（令和7年3月31日現在）で組織が結成され
ています。組織づくりの方法や防災学習会などの際は、
防災安全対策課へお気軽にご相談ください。

　河川の氾濫による浸水想定区域を掲載した「秋田市
水害ハザードマップ」と最大クラスの津波による津波
災害警戒区域を掲載した「秋田市津波ハザードマップ」
は、必要なかたへ防災安全対策課や、市民サービスセン
ターなどで差し上げています。
　市ホームページの防災コーナーでは、これらのハ
ザードマップや「秋田市地域防災計画」、指定緊急避難
場所、指定避難所の一覧表などそのほかの防災情報を
ご覧いただけます。このような資料を活用し、もしもの
ときに備えましょう。

【広報ID番号：1001548】
応急手当普及講習

問 ๷҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����

自主防災組織

問 ๷҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����

防災情報

　「防災ネットあきた」は、事前に登録し
ているかたに、各種の気象警報や、災害
時の避難情報、災害情報などを電子メー
ルで提供するシステムです。登録は無
料。右のコードを読み取るか、以下のE
メールアドレスを直接入力して空メールを送信し、登
録してください。
bousai.akita-city@raiden2.ktaiwork.jp

【広報ID番号：1009827】

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

問 ๷҆ࡂશରࡦ՝� �☎888�����

防災ネットあきた
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○�住民異動届、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取り下げ
は、本人確認をしています

　虚偽の届出を防ぐために、窓口に来たかたの本人確認をしています。マイナンバーカードや運転免許証など官公署
が発行する証明書で顔写真が付いているものを、窓口でお見せください。証明書をお持ちでないかたも届出はできま
すが、後日、届出があったことを郵便で通知します。

・市民課������������������������������������☎888�����
・西部市民サービスセンター��������������☎8����00�
・南部市民サービスセンター（別館除く）��☎8�8�1�1�
・北部市民サービスセンター��������������☎8�����8�
・河辺市民サービスセンター��������������☎88���1�1
・雄和市民サービスセンター��������������☎88������
・駅東サービスセンター�������������������☎88�����0
・（河辺）岩見三内連絡所�������������������☎88���111
・（雄和）大正寺連絡所���������������������☎88���111

秋田市に転入したとき、市外へ転出するとき、市内で
転居したときは、住民異動の届出をしてください。
なお、本人、本人と同一世帯のかた、法定代理人のど
なたでもないかたが届出するときは、委任状が必要
です。

ड෇࣌ؒ 平日8：30〜17：15�
（駅東サービスセンターは平日9：00〜17：15）

ಧग़ ಧग़ؒظ ಧग़ʹඞཁͳ΋ͷ

సೖಧ
他の市区町村から
秋田市へ住所を
移したとき

転入した日から14日以内
・転出証明書
・届出人の本人確認書類
・マイナンバーカード（お持ちのかた）

సग़ಧ
秋田市から他の
市区町村へ住所を
移すとき

転出する前（転出する住所
を確かめてから届出して
ください）

・届出人の本人確認書類
※国外へ転出する場合
・マイナンバーカード（お持ちのかた）

సډಧ 秋田市内で住所を
移したとき

引っ越しをしてから14日
以内

・届出人の本人確認書類
・マイナンバーカード（お持ちのかた）

※転出届は電子申請で！
　マイナンバーカードをお持ちのかたは、スマートフォンで転出の届出ができます。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。� 【広報ID番号：1027252】

転入・転出など

受付窓口（平日のみ）

※届出人の所在地とは、住所地または一時滞在地
　市営斎場がありますので、死亡届の際に火葬の手続きをしてください。なお、亡くなったかたの住所が市外にある場合は有料です。
　斎場については、 ��ϖʔδもご覧ください。

出生や死亡などの際は、手続きに必要なものを確認して、すみやかに届出するようにしましょう。

・市民課������������������������������������☎888�����
・西部市民サービスセンター��������������☎8����00�
・南部市民サービスセンター（別館除く）���☎8�8�1�1�
・北部市民サービスセンター��������������☎8�����8�
・河辺市民サービスセンター��������������☎88���1�1

・雄和市民サービスセンター��������������☎88������
・駅東サービスセンター�������������������☎88�����0
・（河辺）岩見三内連絡所�������������������☎88���111
・（雄和）大正寺連絡所���������������������☎88���111

ಧग़ ಧग़ؒظ ಧग़ਓ ಧग़ʹඞཁͳ΋ͷ ಧग़ͷड෇৔ॴ

ग़ੜಧ 生まれた日から14日以内
（生まれた日を含む）

父・母、同居者、出産に立ち会っ
た医師、助産師の順

①出生証明書1通
②母子健康手帳
③届出人の印鑑（任意）

出生地、子の本籍地また
は届出人の所在地※の市
町村役場

๢ಧࢮ
死亡の事実を知った日か
ら7日以内（事実を知った
日を含む）

同居の親族、同居していない親
族、同居者、家主、地主、家屋か土
地の管理人等・後見人等の順

①死亡診断書1通
②届出人の印鑑（任意）

死亡地、死亡者の本籍地
または届出人の所在地※

の市町村役場

戸籍

受付窓口
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※届出人の所在地とは、住所地または一時滞在地

ಧग़ ಧग़ਓ ಧग़ʹඞཁͳ΋ͷ ಧग़ͷड෇৔ॴ

ࠗҽಧ 婚姻する夫婦

①婚姻届書
・婚姻届書には18歳以上の証人2人が必要
②届出人の印鑑（任意）
③国民健康保険の加入者は資格確認書

本籍地または届出人の所在地※の
市町村役場

స੶ಧ 戸籍筆頭者および配偶者 ①転籍届書
②届出人の印鑑（任意）

届出人の所在地※、新・旧いずれか
の本籍地の市町村役場

・�このほか入籍届、離婚届、養子ԑ組届、養子離ԑ届、認知届、失᪨届などがあります。
・戸籍の届出の相談は平日に市民課、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部市民
サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービスセンターへお願いしま
す。
・死亡診断書や婚姻届書など、戸籍の届出の際に提出していただいた書類は届出後、返却したりコピーしたりするこ
とができません。控えが必要なかたは、窓口に提出する前にコピーなどをしておいてください。

छྨ ಺༰ ख਺ྉ
੶౽ຊʣށॻʢ໌ূ߲ࣄ੶શ෦ށ
আ੶ɾվ੡ށݪ੶౽ຊ

戸籍（除籍・改製原戸籍）に記載された事項の全部を写
したもの

戸籍1通450円（コンビニ交付350円）
除籍・改製原1通750円

੶ঞຊʣށॻʢ໌ূ߲ࣄਓݸ੶ށ
আ੶ɾվ੡ށݪ੶ঞຊ

戸籍（除籍・改製原戸籍）のうちで、必要部分だけを写し
たもの

戸籍1通450円（コンビニ交付350円）
除籍・改製原1通750円

੶ͷෟථށ 本籍を有するかたの住所地を記載したもの 1通300円

डཧূ໌ॻ 各種届出・申出の受理を証明したもの 1通350円（上質紙1,400円）

ॅຽථͷੈଳશһʢҰ෦ʣͷࣸ͠ 住民票に記載された世帯全員（一部の人）を写したもの 1通300円（コンビニ交付200円）

ॅຽථ໌ূ߲ࣄࡌهॻ 住民票に記載された事項の証明 1通300円（コンビニ交付200円）

ҹؑొ࿥ূ໌ॻ 登録している印鑑の写しを証明したもの
（印鑑登録証をお持ちください） 1通300円（コンビニ交付200円）

਎෼ূ໌ॻ 成年被後見人等・破産宣告の有無などを証明したもの
（本人以外は委任状が必要） 1通300円

ͦͷ΄͔ͷॾূ໌ 独身証明書など 1件300円

ઃࢪ ฏ೔ʢ࣌ؒ外ʣ ೔ٳ
市໾ॴ 24時間

੢෦市ຽαʔϏεηϯλʔ
17：15〜21：30 8：30〜21：30

๺෦市ຽαʔϏεηϯλʔ
Տล市ຽαʔϏεηϯλʔ

時間外は受領していません 8：30〜17：15
༤࿨市ຽαʔϏεηϯλʔ
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔ

時間外は受領していません
Ӻ౦αʔϏεηϯλʔ

　時間外および休日（土・日、祝日）における戸籍の届出は市役所など、以下の施設で受領のみ行っています。受領した
届書は、後日（平日）に内容の審査を行い、不備がある場合は確認などのため担当職員より電話連絡いたします。内容
によっては再度来庁していただく場合もあります。
੶ͷಧग़ʢग़ੜಧɺࠗށ ҽಧ�ͳͲʣ

࣌ؒ֎おΑͼٳ೔の窓口

戸籍・ॅ 民ථなどの各種ূ໌ॻ� 問 市ຽ՝� �☎888�����
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　市民課／西部市民サービスセンター／南部市民サービスセンター（別館除く）／北部市民サービスセンター／河辺
市民サービスセンター／雄和市民サービスセンター／駅東サービスセンター／岩見三内連絡所／大正寺連絡所

受付場所

　個人情報の保護と不正請求防止のため、窓口に来たかたの本人確認をしています。マイナンバーカードや運転免許
証など、官公署が発行する証明書で顔写真が付いているものを窓口でお見せください。証明書をお持ちでないかた
は、お問い合わせください。

本人確認

　本人以外のかたが請求するとき、委任状が必要な場合がありますのでお問い合わせください。

委任状

ॅຽථͷࣸ͠
ॻʢ౽ຊɾঞຊʣ໌ূ߲ࣄਓݸ੶શ෦ɾށ
੶ͷෟථށ
਎෼ূ໌ॻ
ಠ਎ূ໌ॻɹͳͲ

ϚΠφϯόーカーυとΫϨ
δοトカーυをར༻してε
ϚートフΥϯで੥ٻできます
ʲ޿ใ*%番号：10�0�4�ʳ

ॻʢ౽ຊɾঞຊʣ໌ূ߲ࣄਓݸ੶શ෦ɾށ
ॅຽථͷࣸ͠ɹͳͲ

༣ศでも੥ٻできます
ʲ޿ใ*%番号：10040��ʳ

ॅຽථͷࣸ͠
ॅຽථ໌ূ߲ࣄࡌهॻ
ҹؑొ࿥ূ໌ॻ
ॻʢ౽ຊɾঞຊʣ໌ূ߲ࣄਓݸ੶શ෦ɾށ
ॴಘɾ՝੫ূ໌ॻʢ࠷৽೥౓෼ͷΈʣ

ϚΠφϯόーカーυをར༻し
てίϯϏニでऔಘできます
ʲ޿ใ*%番号：101�910ʳ

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。

←
スマートフォンによる
請求はこちらから

オンラインなどでも取得・請求できます

　全国どこの市区町村窓口でも住民票の写し（本籍地
の記載を除く）がとれます。

ަ෇ਃ੥で͖Δ͔ͨ
　本人または同一世帯のかた

ަ෇ਃ੥ʹඞཁͳ΋ͷ
　公的機関が発行した証明書で顔写真が付いているも
の（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）

ަ෇ख਺ྉ
　300円

ަ෇࣌ؒ
　平日9：00〜17：00

問 市ຽ՝� �☎888�����

住民票の写しの広域交付
　本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書などを請
求（広域交付）できます。

੥ٻで͖Δ͔ͨ
　本人およびその配偶者、父母・祖父母などの直系尊
属、子・孫などの直系卑属

औಘで͖Δূ໌ॻ
　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、除籍全部事項証明
書（除籍謄本）、改製原戸籍謄本

ຊਓ֬ೝॻྨʹ͍ͭͯ
　マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き
本人確認書類

Ҭަ෇ͷର৅ͱͳΒͳ͍΋ͷ޿
　�委任状や郵送による請求
第三者請求、司法書士などからの職務上請求
戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍

戸籍証明書の広域交付
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ొ࿥֨ࢿ
　満15歳以上で秋田市に住民登録をしているかた

ҹؑొ࿥ূަ෇ख਺ྉ
　300円

・市民課������������������������������������☎888�����
・西部市民サービスセンター��������������☎8����00�
・南部市民サービスセンター（別館除く）����☎8�8�1�1�
・北部市民サービスセンター��������������☎8�����8�
・河辺市民サービスセンター��������������☎88���1�1
・雄和市民サービスセンター��������������☎88������
・駅東サービスセンター�������������������☎88�����0
・（河辺）岩見三内連絡所�������������������☎88���111
・（雄和）大正寺連絡所���������������������☎88���111

印鑑登録

受付窓口（平日のみ）

ຊਓ͕ਃ੥すΔͱ͖
①登録する印鑑
②�登録する本人であることを証明できるもの（マイナ
ンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の
資格確認書など）をお持ちください。
※�窓口で本人の確認ができないと、その日は登録できま
せん。後日、本人あてに照会文書を郵送しますので、
14日以内に照会回答書を持って登録してください。

୅ཧਓ͕ਃ੥すΔͱ͖
　やむを得ない理由で本人が来ることができない場合
は、代理人（秋田市に住民登録している15歳以上のかた
に限る）が申請できます。このとき、①登録する印鑑②
本人自筆の代理人選任届（用紙は受付窓口にあります）
③代理人の本人確認ができる官公署発行の写真付き証
明書（マイナンバーカード、運転免許証など）をお持ち
ください。なお、申請の日には登録できません。詳しく
はお問い合わせください。

手続きの方法

　一辺が8mm以上25mm未満の正方形に収まるもの
で、印影がはっきりしたものに限ります。磨滅した印鑑
やゴム印は登録できません。また、1つの印鑑を複数の
人で登録することはできません。

登録できる印鑑

　再度、印鑑登録をしていただくことになります。窓口
で申請してください。

登録した印鑑や印鑑登録証をなくしたとき

　マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性
を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
੓手続きにϚΠφϯόーがඞཁになりますߦ
　法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の行
政手続きでマイナンバーが必要です。
ϚΠφϯόー（個人番号）カーυをごར༻ください
　申請すると、初回は無料でマイナンバーカードの交
付を受けることができます。マイナンバーカードは本
人確認が1枚で済むほか、確定申告のオンライン申請や
行政手続きのオンライン申請にも利用できます。

マイナンバーカード

問 ৘ใ౷ܭ՝� �☎888���8�

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）

　本人確認の証明書として利用できるマイナンバー
カードを交付しています。

ਃ੥ํ๏
①市民課の申請サポートを利用する
　運転免許証または健康保険の資格確認書をお持ちに
なり、ご本人が市民課へお越しください。無料の写真撮
影と申請手続きのサポートを行います。
②郵送による申請
③�インターネットによる申請（スマートフォン、パソコンから）
④まちなかの証明写真機からの申請
　②〜④の詳細は マイナンバーカード　申請 検索 でご覧
ください（マイナンバーカード総合サイト）。
　カードの交付準備ができ次第、交付通知書を送付し
ますので、同封の案内をご覧の上、指定の窓口でお受け
取りください。

ަ෇ख਺ྉ
　初回のみ無料　再交付は800円

問 市ຽ՝� �☎888���1�

マイナンバーカード（個人番号カード）
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　公的個人認証サービスによる「電子証明書」を発行し
ています。
　電子証明書はマイナポータルでの各種手続きや証明
書のコンビニ交付などで本人確認に使用します。

ड෇૭ޱ
　市民課、西部市民サービスセンター、南部市民サービ
スセンター（別館除く）、北部市民サービスセンター、河
辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、
駅東サービスセンター

ਃ੥ʹඞཁͳ΋ͷ
　マイナンバーカード

ख਺ྉ
　マイナンバーカードの再交付と同時申請の場合は以
下の手数料がかかります。
　署名用電子証明書　　　　200円
　利用者証明用電子証明書　200円
　※�署名用、利用者証明用電子証明書を同時に交付す
る場合はあわせて200円

　市への申請や届出の一部を、インターネットを利用
して行うことができます。

ਃ੥ɾಧग़αʔϏεͷϗʔϜϖʔδࢠి
【広報ID番号：1002695】

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

問 市ຽ՝� �☎888���1�

電子証明書 スマート申請

LGBTQのかたの思いを尊重し、自分らしく、いきいき
と生活できるよう応援するため、婚姻に準じた関係として
「秋田市パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。

ର৅ͷ͔ͨ
　お一人またはお二人がLGBTQのかたで以下の条件
を満たすお二人が対象です。
①成年に達していること
②お二人のうちどちらかが市内に住所があること
③配偶者がいないこと
④�宣誓する相手以外のパートナーシップ関係にないこと
⑤�民法に規定する婚姻をすることができない続柄にな
いこと

ਃ੥ʹ͍ͭͯ
　宣誓の手続きの流れや制度について
詳しくは、生活総務課にご相談いただく
か市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1033990】

秋田市パートナーシップ宣誓制度
問 ੜ׆૯຿՝� �☎888����0
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૬ஊͷछྨ ૬ஊͷ಺༰ɾઐ໳Ո ૬ஊ೔ɾ࣌ ؒ
市ຽ૬ஊ 職員が各種相談窓口を紹介します。 平日�8：30〜17：15

๏཯૬ஊ
ʢ༧໿੍ʣ

金銭、借家、借地、契約、離婚、遺言・相続、交通事故、労災事故、
損害賠償などの相談にห࢜ޢが応じます（1人30分）。

第1・2・3・4木曜�9：00〜12：00

偶数月の第1木曜は13：30〜16：30もあり

࢘๏ॻ࢜૬ஊ
ʢ༧໿੍ʣ

登記、相続、借金、成年後見制度などの相談に࢘๏書࢜が応じ
ます（1人30分）。 第2・4火曜�9：00〜12：00、13：00〜16：00

֤छ೥ ɾۚ
ࣾձอݥ౳૬ஊ
ʢ༧໿੍ʣ

各種年金、健康保険、雇用保険、労働・労務などの相談に社会
保ݥ࿑຿࢜が応じます（1人30分）。 第2金曜�13：00〜16：00

ެূਓɾҨݴ૬ஊ
ʢ༧໿੍ʣ

遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、相談に公証人が
応じます（1人30分）。 第3火曜�9：00〜12：00

੫຿૬ஊ
ʢ༧໿੍ʣ

贈与税、相続税、所得税など、税務全般の相談に੫ཧ࢜が応じ
ます（1人30分）。 第3火曜�13：00〜16：00

੓ॻ࢜૬ஊߦ
ʢ༧໿੍ʣ

遺産分割協議書、遺言書、内容証明などの文案や許認可申請、
外国人の在留資格申請の相談にߦ੓書࢜が応じます（1人30
分）。

第1金曜�13：00〜16：00

੓૬ஊߦ 国の制度や手続きなど、行政活動全般に対する苦情や要望な
どにߦ੓૬ஊҕһが応じます（1人30分）。

第2水曜�13：00〜16：00
（予約不要・当日受付）

ਓݖɾࠔΓ͝ͱ
૬ஊ

いじめ、虐待、プライバシー、差別問題などの相談に人ݖ༴ޢ
ҕһが応じます（1人30分）。

第2木曜�13：00〜16：00
（予約不要・当日受付）

市ຽ҆શ૬ஊ DV・ストーカー被害などの相談に৬һ（0࡯ܯ#）が応じます。 事前に市民相談センターへお問い合わせください。

※行政相談と人権・困りごと相談の受け付けは、終了時間の30分前までです。
※相談日程などは、「広報あきた」の第3金曜発行号でお知らせします。

　みなさんが抱えるさまざまな悩みを解決するための相談窓口を紹介しています。

相談窓口を紹介します� 問 市ຽ૬ஊηϯλʔ૬ஊ୲౰� �☎888�����ʢ市໾ॴ1֊ʣ

市民相談センターの無料相談

1�0ͷϖʔδʹଓ͘
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●

●

●

スマホなどの操作に自信がないかたは、事業者が指定する解約方法を自
力ですることができるかも事前によく確かめましょうŇ
電話がつながりにくかったりŊ返信がなかなか来ない場合もありますŇ解
約の期日までに事業者に連絡がつかない不安がある場合はŊ電話やメー
ルの発信ཤ歴など連絡した証拠を残しŊ事業者が指定する手段で解約
を申し出ようとしたことをŊ証明できるようにしておきましょうŇ
困ったときはŊお住まいの自治体のফඅੜ׆ηϯλʔなどにご相談くだ
さい	消費者ホットライン188
Ň

定期購入の場合Ŋ解約方法が電話だけの場合やアプリでの手続きなどを
指定される場合がありますŇ購入する際はŊ解約条件や方法Ŋ事業者の
連絡先Ŋ定期購入かどうかなどをよく確認しましょうŇネット通販にはク
ーリングŋオフ制度はありませんŇ
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通信販売や訪問販売、電話勧誘などにより契約した商品やサービスに関するトラブル、多重債務などの相談に応じています。
डɹ෇ 月〜金曜（年末年始・祝日を除く）の8：30〜17：00

૬ஊ ಺༰ ૬ஊ೔ ɾ࣌໰͍߹Θͤઌ
Ͳ΋Ոఉ૬ஊࢠ 子育てや家庭に関する相談に応じます。 月〜金曜、9：00〜17：00�子育て相談支援課（市保健所2階）�☎827-6017

土曜・祝日、9：00〜17：00�子育て相談支援課（アルヴェ5階）�☎887-5339

ঁੑͷ೰Έ૬ஊ DVなど女性が抱える悩みの相談に応じます。 月〜金曜、9：00〜17：00�子育て相談支援課（市保健所2階）�☎827-6348
土曜・祝日、9：00〜17：00�子育て相談支援課（アルヴェ5階）�☎887-5698

ҭͯαʔϏεͷࢠ
૯߹૬ஊ

子育てナビゲーターが、保育所などの入所申請や、各種
子育て支援サービスの利用に関する相談に応じます。 月〜金曜、9：00〜17：00�子育て相談支援課（アルヴェ5階）�☎887-5340

ҭࣇ૬ஊ ��ϖʔδ参照 子ども健康課�☎883-1174・1175
Ոఉڭҭ૬ஊ
͙ΓʔΜɾ͑ ͜ʔ

乳幼児から高校生までのしつけ、ことば、情緒、社
会性などの心配事の相談に応じます。

月〜金曜、9：00〜17：00�子育て相談支援課（市保健所2階）�☎827-6413
土曜・祝日、9：00〜17：00�子育て相談支援課（アルヴェ5階）�☎887-5337

গ೥૬ஊ
Θ͔͘͞૬ஊి࿩ 少年の悩みや心配事をお気軽にご相談ください。 子育て相談支援課内少年指導センター（アルヴェ5階）平日、9：00〜12：00（月曜は10：00〜）、13：00〜16：00�☎884-3868
ϠϯάέΞϥʔ૬ஊ ヤングケアラーに関する相談に応じます 月〜金曜、9：00〜17：00　子育て相談支援課（市保健所2階）�☎827-6037

बֶ૬ஊ 特別な支援を必要とする子どもの就学に関わる
電話・面談による相談に応じます。 月〜金曜、9：00〜16：30�秋田市教育研究所�☎865-2530

͍͡Ί΍ෆొߍͳ
ͲʹؔすΔ૬ஊ

いじめ・不登校などに悩む児童生徒および保護者
を対象とする電話などによる相談に応じます。 月〜金曜、9：00〜16：30�秋田市教育研究所�☎866-2255

ҭશൠڭ৬һ΍ڭ
ʹؔすΔ૬ஊ

教育に関することで悩んでいる児童生徒・保護者および
教職員を対象とする電話などによる相談に応じます。 月〜金曜、9：00〜16：30�秋田市教育研究所�☎866-4153

͜͜Ζͷ૬ஊ 精神科医、臨床心理士、保健師などがこころの健
康相談に応じます。

保健師などの電話相談　平日8：30〜17：00
健康管理課�☎883-1180（精神科医と臨床心理士の相談は予約制）

͜͜Ζͷి࿩૬ஊ
ストレスによる心身の不調、職場・学校・家庭の人
間関係、心の病や社会復帰への不安など心の健康
全般についての相談に応じます。

月〜金曜、9：00〜16：00　土・日、祝日10：00〜16：00
県精神保健福祉センター�☎831-3939（相談電話）

ͻ͖͜΋Γͷ૬ஊ 18歳以上のひきこもり状態にある、ご本人やご家族な
どの相談に応じます。面接相談は、事前予約が必要です。

月〜金曜、10：00〜16：00�県ひきこもり相談支援センター
☎831-2525

૬ஊ߁݈ ��ϖʔδ参照 保健予防課�☎883-1176・1177・1178

ੜࢧ׆ԉ૬ஊ 家計が苦しい、働く場所が見つからないなど、生活にお困り
のかたの相談窓口です。ひきこもりの相談にも応じます。

月〜金曜、8：30〜17：15
福祉総務課生活支援担当�☎888-5659

հޢ૬ஊ ��ϖʔδ参照 各地域包括支援センターへ
;Ε͍͋෱ࢱ૬ஊ
ηϯλʔ 日常生活の心配事や法律の相談に応じます。 月〜金曜、9：00〜16：00�秋田市社会福祉協議会

☎863-6006�※月に一度無料法律相談を開設（要予約）

ੜֶ֔श૬ஊ 生涯学習室、各市民サービスセンター、各地区の
生涯学習奨励員が対応します。 生涯学習室�☎888-5810

૑ۀ૬ஊ 事業を行っているかた、事業を始めようと考えて
いるかたのための面談による無料相談窓口です。 チャレンジオフィスあきた�☎827-5868

૬ஊ༺ޏ 101ϖʔδ参照 ハローワーク秋田�☎864-4111
ハローワークプラザアトリオン（アトリオン3階）�☎836-7820

࿑ಇ૬ஊ 解雇、賃金、ハラスメントなどの相談窓口です。 秋田労働基準監督署�☎865-3671
ग़Ք͗૬ஊ 出稼ぎ手帳の発行。 月〜金曜、8：30〜17：15�企業立地雇用課�☎888-5734

݁ࠗ૬ஊ 独身男女の出会いを支援。 月〜金曜、10：00〜19：00�土・日、祝日9：00〜18：00
あきた結婚支援センター�フリーダイヤル�0800-800-0413

Ֆͱ྘ͷ૬ஊ 花や樹木を育てる際の相談に応じます。 花と緑の相談所（一つ森公園コミュニティ体育館内）�☎831-0087
4月1日から10月31日まで、火・金曜（祝日定休）9：00〜16：30

消費生活相談に応じます� 問 ळా市ফඅੜ׆ηϯλʔʢ市ຽ૬ஊηϯλʔʣ� �☎888����8ʢ市໾ॴ1֊ʣ

市民相談センターのほかにもこのような相談窓口があります。お気軽に各窓口へどうぞ
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　市では、ごみを「家庭ごみ」「資ݯԽ෺」「粗大ごみ」「ਫۜ含༗ごみ」の4つに分け、収集しています。出されている家
庭ごみには、リサイクル可能な資源が含まれていることがあります。きちんと分別して、ごみの減量にご協力くださ
い。ごみ集積所の場所は町内会長か近所の人におたずねください。
　ごみ集積所には収集日の�：00ʙ�：00に出してください。収集日前日や収集後には、絶対に出さないでください。
なお、秋田市以外の地域から排出されたごみは出せません。

छྨ ͝Έͷ಺༰ ग़͠ํ ஫ҙすΔ఺ ऩूճ਺

Ո
ఉ
͝
Έ

・ੜ͝Έʢਫ෼ΛΑ͘੾Δʣ
・৯༻༉ʢϘϩ෍ͳͲʹ͠Έ͜·ͤΔʣ
・໦ࡐʢ1ล1�DNҎԼɺ௕͞�0DNҎԼʣ
・ҥྨɹ・͓ࢴΉ ʢͭԚ෺Λআͯ͠ڈʣ
޻ʢࣸਅɺ಺ଆ͕ΞϧϛՃࢴੜで͖ͳ͍࠶・
ͷࢴύοΫͳͲʣ
・ΰϜɾϏχʔϧ੡඼ɹ��・ϓϥενοΫ༰ث
・ϓϥενοΫ੡඼ɹɹ・ൃ๐ενϩʔϧ
・ൽֵ੡඼ɹɹɹɹɹɹ・ಃ࣓ͣ͘ث
・Ψϥεͣ͘ͳͲ

家庭ごみ用指定袋に入れて。
ただし、以下のごみは資源化
物用袋で出すことができま
す（それぞれ混ぜないこと）
・おむつ
・刈草、落葉、雑草
また、剪定枝は50cm以下に
して束ねてそのまま出すこ
とができます（袋に入れず1
世帯1回2束まで）

・�ガラスくず、竹串など危険なものは
ボロ布などに包んでなるべく袋の中
央に入れる
・生ごみを出す際は、できるだけ水切
りをする
・白色発泡トレーはスーパーなどの店
頭回収に協力する

週2回

ࢿ
ݯ
化
෺

ۚଐྨ
ʢۚଐૉࡐͷׂ߹͕͓͓ΉͶ�0ˋҎ্ͷ΋ͷʣ資源化物用指定袋に入れて

・家電品の電池は外す
・とがったものや刃物などはボロ布など
に包んでなるべく袋の中央に入れる

月1回

ۭ͖ͼΜ 袋には入れず直接回収箱へ ・キャップは「家庭ごみ」へ
・中を軽くすすぐ

月2回

ΨεɾεϓϨʔ؈ 空きびんと同じ回収箱へ ・完全に使い切ってから、穴を開けずに
؈͖ۭ 資源化物用指定袋に入れて ・中を軽くすすぐ

஑ిסΈࡁ༺࢖ 透明の小袋に入れて空き缶の
入った資源化物用指定袋へ

・�ボタン型、充電式電池は販売店など
の回収協力店へ

ϖοτϘτϧ��ʢ 資源化物用指定袋に入れて ・キャップは「家庭ごみ」へ
・中を軽くすすぐ

ྨࢴݹ
・৽ฉɾνϥγ Έ͕ࡶɾࢽࡶ・
・ஈϘʔϧ ύοΫࢴ・

それぞれの種類ごとに分け
て紙ひもでしばる

・粘着テープで束ねない
・写真、防水加工紙、内側にアルミ加工
された紙パックなどは「家庭ごみ」へ

ՈిܕΈখࡁ༺࢖ 拠点回収
（ ��ϖʔδをご覧ください）・小型家電の電池は外す

ૈେ͝Έ 戸別の有料収集（ ��ϖʔδをご覧ください）

ਫؚۜ༗͝Έ
؅ޫܬ・ ・ਫۜମԹܭɺԹ౓ܭ
・ਫ݂ۜѹܭ

それぞれ分けて購入時の箱
や容器などに入れてから透
明な袋に入れて、回収箱の
横に出す（空きびんの回収
箱の中には入れない）

・割れたものはボロ布などに包んでか
ら袋で密閉して「ワレ」と書いて
・LED電球や白熱電球、グロー球は「家
庭ごみ」へ
・目盛部分が銀色以外（赤・青など）の
体温計・温度計は「家庭ごみ」へ

月2回

දهͷϘτϧͷΈʣ

ごみの出し方

問 �౎市ਪਐ՝ڥ؀ �☎888���08

ごみの分け方と出し方

࣍ͷϖʔδʹଓ͘

※ごみの分け方と出し方は令和7年4月現在のものです。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。�
【広報ID番号：1006211】
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͝Έऩूʹ͍ͭͯ
　�環境都市推進課�業務担当　☎888���0�
͝Έͷ෼ผɾग़͠ํʹ͍ͭͯ

　�環境都市推進課�ごみ減量推進担当　☎888���08

　分別の徹底によるごみの減量と収集作業事故防止の
ため、ごみ袋を指定しています。ごみを出す際は、表の
とおり秋田市指定ごみ
袋を使い分けてくださ
い。サイズは、家庭ごみ
用（10・20・30・45リット
ル）、資源化物用（20・30・
45・70・90リットル）。

家庭ごみ用
指定袋

資源化物用
指定袋

Ոఉ͝Έ ۚଐྨ ؈͖ۭ ϖοτϘτϧ
Ոఉ͝Έ༻ࢦఆା
ʢԫ৭ͷାʹࠇจࣈʣ ○ × × ×

ఆାࢦ༺Խ෺ݯࢿ
ʢಁ໌ͷାʹ྘จࣈʣ × ○ ○ ○

Ұ࣌ଟྔ͝Έ 引っ越し、庭木・芝、草の刈り込み、大掃除
などで一時的に多量に出たごみ

自己処理が原則です。処理料金は10kgごとに117円です。市の施設に
自己搬入するか、一般廃棄物収集運搬業の許可業者に依頼してくだ
さい（業者は紹介しますが、別途収集料金がかかります）。
※�自己搬入する場合は、事前に総合環境センター（秋田市河辺豊成）

☎839-4816へご連絡ください。
෺غҰൠഇܥۀࣄ 商店、会社、飲食店などの事業活動に伴っ

て出た一般廃棄物

　下表のごみは市で収集しません。町内にある集積所には出せませんので、各自で正しく処理してください。

問い合わせ
問 �౎市ਪਐ՝ڥ؀ �☎888���0�

指定ごみ袋

集めないごみ
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●清掃管理業務 ●設備管理業務
●警備保安業務 ●廃棄物処理業務
●管理代行業務 ●生前整理業務
●遺品整理業務
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◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

෺غഇۀ࢈ 事業活動に伴う産業廃棄物（廃プラス
チック類や建設業で生じる木くずなど）

排出者が収集運搬許可業者へ委ୗまたは秋田中央保健所（☎855-
5173）の許可を受けて、秋田県総合環境保全センター（☎892-3045）
へ直接搬入、または民間の処分場へ直接搬入してください。民間の処
分場は、（一社）秋田県産業資源循環協会（☎863-7107）へお問い合わ
せください。

ͳ΋ͷݥة
ॲཧで͖ͳ͍΋ͷ

タイヤ、タイヤホイール、廃油、農機具、消
火器、バイク（原付含む）、プロパンガスボ
ンベ、バッテリー、ペンキ、薬品、農薬など

専門業者に相談するか、販売店などの回収協力店に依頼してくださ
い。

ྨࢴݹ 新聞・チラシ、雑誌・雑がみ、段ボール、紙
パック

◦古紙回収日に集積所へ出してください
◦集団回収で回収している地区もあります
◦古紙取扱業者に依頼する方法もあります

Ոి�඼໨ テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、
冷蔵庫・冷凍庫、エアコン

家電リサイクル法の対象品となりますので、次のページをご覧くだ
さい。

ύιίϯ ノートパソコン、デスクトップパソコン、
パソコン用ディスプレイなど

メーカーによるリサイクルが行われています。製造メーカーまたは
（一社）パソコン3R推進協会（☎03-5282-7685）へお問い合わせくだ
さい。

総合環ڥセンターで受け入れないごみ

ʢۚ݊γʔϧʣऔѻॴは市಺໿��0͔ॴࢴূ
　金券シールは、ローソン秋田市役所店、西部市民サー
ビスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、
北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセン
ター、雄和市民サービスセンターのほか、スーパー・コ
ンビニ・ホームセンターなどで購入できます。

ʢۚ݊γʔϧʣは�छྨࢴূ
　金券シールは、100円・200円・500円・1,000円の4種
類を用意しています。処理手数料ごとに組み合わせて
お使いください。

ૈେ͝ΈͷΦϯϥΠϯਃ͠ࠐΈ
　24時間の申し込みができるほか、手数料をオンライ
ン決済（クレジット払い）で支払うことができます。詳
しくは市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1035706】

❶�あらかじめ、たて・よこ・高さを計ってから電話でお
申し込みください。ご協力をお願いします。
◦粗大ごみ受付専用電話番号　☎8����00�
受け付けは月曜から金曜までの9：00〜16：00（祝日、
年末年始を除く）。
休み明けの平日は電話が非常に混み合います。おか
け間違いのないようご注意ください。

➡
 電話で受付担当の案内にしたがい、粗大ごみの品目
（大きさなど）、個数、住所（アパート名、室番号含む）、
氏名、電話番号をお伝えください。

➡
⁠受付担当から収集日、品目の手数料などをお知らせ
します。

➡
⁡「粗大ごみ用証紙取扱所」で受付担当者から提示され
た金額の証紙（金券シール）を購入し粗大ごみの見や
すいところへ貼り、収集日の9：00までに玄関または
集合住宅などの指定された場所に出してください。
収集時に立ち会う必要はあ
りませんが、証紙を確認で
きないときは収集しない場
合があります。

ૈେごみの出し方
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　市では、ごみの減量や資源のリサイクルを図るとと
もに地域のコミュニティづくりの推進につながるよ
う、資源集団回収を推進しています。

঑ྭ ʢۚྩ࿨�೥ʣ
　子ども会や町内会、婦人会などで資源の集団回収を
行うと、1回につき200円（同一月に2回以上実施して
も上限200円）、空きびんは1本当たり1.05円、空き缶は
1kg当たり1.5円、新聞、段ボール、紙パックは1kg当た
り2円、雑誌・雑がみは1kg当たり4円の奨励金を交付し
ます。
※�奨励金の単価および対象品目は変更になる可能性が
あります。

ର৅඼໨
　空きびん、空き缶、古紙（新聞、雑誌・雑がみ、段ボー
ル、紙パック）

๏ํࢪ࣮
　各団体で品目ごとに分別して、市に登録している業
者に回収を依頼してください。実施日や回収品目を事
前に回収業者と相談して実施してください。

ମͷొ࿥ஂࢪ࣮
　奨励金の交付を受けるには、事前に実施団体の登録
が必要です。環境都市推進課へご連絡ください。

　使用済み小型家電に含まれるレアメタルなどの「有
用金属」を回収・リサイクルするため、市では、使用済み
小型家電の回収をしています。

ճऩϘοΫεઃஔ৔ॴ
　市役所1階、各市民サービスセンター（中央市民サー
ビスセンターを除く）、駅東サービスセンター、岩見三
内・大正寺の各連絡所、下新城交流センター、下北手・太
平・上新城・金足の各地区コミュニティセンター、きら
らとしょかん（明徳館・土崎図書館・新屋図書館）、いと
く、グランマート、ジェイ・マルエー、スーパーセンター
アマノ、ナイス（フォンテAKITA店を除く）、イオンスタ
イル（茨島・広面）、マックスバリュ、コープあきた各店

＊令和7年4月1日現在
　詳細は、市ホームページをご確認ください。

【広報ID番号：1006172】

ର৅ͱͳΔࡁ༺࢖ΈখܕՈి
　回収ボックスの投入口（たて15cm×よこ30cm×奥行
30cm）に入る家電製品が対象です。

͝஫ҙ͍ͩ͘͞
・�ボックスに投入した小型家電は、取り出すことがで
きません。
・�携帯電話などの個人情報は、消去してからボックス
に投入してください。
・電池は取り除いてからボックスに投入してください。
・�小型充電式電池が製品と一体の場合など、電池が取
り外せない小型家電は、無理に取り外そうとせずそ
のままボックスに入れてください。
・家電リサイクル対象品目は対象外です。
・事業で使用した小型家電は投入できません。
・�使用済み小型家電は、ボックスに投入していただく
ことが望ましいですが、これまでどおりの分別区分
でごみ集積所に出すこともできます。

　家電リサイクル法の施行により、市では洗濯機・衣類
乾燥機、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫の収集はして
いません。
　ෆ༻になった場合は、খചళなどに「リαΠΫル料
金」と「収集料金」をࢧ෷い、引きऔってもらいます。

ಉ͡඼໨Λങ͍ସ͑Δ৔߹
　新しい商品を買う小売店が引き取ります。
※料金は引き取り先にお問い合わせください。

ഇ͍͚ͨͩ͠غ৔߹
　その商品を買った小売店が引き取ります。
※料金は引き取り先にお問い合わせください。

ങ͓ͬͨళ͕ԕ͍ɺطʹͳ͍ɺΘ͔Βͳ͍৔߹ͳͲ
　（一社）秋田サスティナ協会　☎8�����00

ࣗ͝෼で࣋ͪࠐΈすΔ৔߹
事前に品目を確認し、最寄りの郵便局で家電リサイク

ル券を購入し、次の指定引取場所へ搬入してください。
・�㈱阪東商店　向浜一丁目3-11
・�日本通運㈱秋田指定引取場所
土崎港穀保町130番地38

　リサイクル料金や手続が不明な場合は、次の家電リ
サイクル券センターにお問い合わせください。

☎01�0��1���0（9：00〜18：00。日・祝休）
'"90����0�����1

廃棄物の不法投棄は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000
万円（法人の場合は3億円）以下の罰金となります。
※�不法投棄を発見したときは、廃棄物対策課へお知ら
せください。

家電リサイクル

問 �౎市ਪਐ՝ڥ؀ �☎888���0�

小型家電リサイクル

問 ഇغ෺ରࡦ՝� �☎888���1�

ごみの不法投棄は犯罪です

問 �౎市ਪਐ՝ڥ؀ �☎888���08

資源集団回収
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市ホームページ【広報ID番号：1005919】

ड෇૭ޱ
秋田市൛ω΢Ϙラ（子ども݈߁՝内ʪ市保݈所ʫ）
　そのほか、次の窓口でも受け付けています。
　�・市民課　・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所　・大正寺連絡所

ω΢Ϙϥ໘ஊ
　母子保健コーディネーターが妊婦さんと面談し、心
配事に応じるほか、母子保健サービスの紹介をします。
　秋田市版ネウボラで妊娠届を提出したかたはその場
で面談いたします。ネウボラ以外で妊娠届を提出した
かた、転入された妊婦さんは妊娠中に母子健康手帳を
お持ちの上、秋田市版ネウボラへお越しください。

೛්ͷͨΊͷࢧԉڅ෇
・妊婦支援給付金（1回目）
　�妊娠届出時、ネウボラ窓口でご案内します。
・妊婦支援給付金（2回目）
　�出生後、こんにちは赤ちゃん訪問時にご案内します。
　令和7年4月1日以降、何らかの理由（流産、死産、人工
妊娠中絶など）で妊娠が継続できなかったかたや、お子
さんを出産後に亡くされたかたも1回目、2回目の給付
対象です。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1037286】

฼߁݈ࢠखாΛ্ࠩ͛͠·す
　左記の窓口に妊娠届を提出してください。「母子健康
手帳」と「妊産婦健康診査受診票」を差し上げます。この
手帳は、妊娠期から母と子の健康を記録するもので、予
防接種や健診などに必要です。大切に保管しておきま
しょう。

೛߁්݈࢈਍ࠪ
　妊婦一般健診（16回）、妊婦歯科健診（1回）、子宮頸が
ん検査・クラミジア検査、産後1カ月健診、母乳育児相談
（1回）を受けることができます（妊婦さんの状態によ
り、自己負担がある場合があります）。また、多胎妊娠の
かたへは妊婦一般健診受診票（6回分）が追加交付され
ます。

೛්๚໰
　ご希望に応じて妊婦さんの家庭を訪問し、妊娠中の
健康面の相談に応じます。訪問を希望するかたは、電話
で子ども健康課へお申し込みください。

　子ども健康課では、妊娠届出の際に各種サービス紹
介や心配事の相談に応じています。

ड෇૭ޱ
　�・市民課　・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所　・大正寺連絡所

ग़ੜಧͷͱ͖ʹ฼߁݈ࢠखாผ࡭Λ্ࠩ͛͠·す
　赤ちゃんが生まれたら、14日以内に出生の届出をし
てください。秋田市で行う「乳幼児健康診査」と「予防接
種」の受け方を説明した「母子健康手帳別冊」を差し上
げますので「母子健康手帳別冊交付券」を提出してくだ
さい。この別冊は、転入したかたや出生届を他市町村に
出したかたにも差し上げます。
※�2,500g未満で生まれた場合は、「低体重児出生届」を
子ども健康課へ出してください。用紙は市内の分娩
取扱医療機関、市ホームページにあります。

【広報ID番号：1005937】

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

出産� 問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

妊娠がわかったら

赤ちゃんが生まれたら

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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　子育てについてのさまざまな教室を開催していま
す。日程は広報あきたや市ホームページでお知らせし
ます。
【広報ID番号：1005918、1005927、1041501、1040147】

　毎月1回、市保健センターで行っています（予約制）。
育児や食生活、歯のお手入れなどの相談に、保健師・栄
養士・歯科衛生士が応じます。相談日は広報あきたや市
ホームページでお知らせします。�

【広報ID番号：1005933】

　助産師や保健師が生後4カ月前までの赤ちゃんがい
る家庭を訪問して、お母さんと赤ちゃんの健康や育児
の相談に応じたり、子育てに関する情報を知らせたり
します。詳しくは妊娠届や出生届をしたときにお渡し
するチラシをご覧ください。産後早めの訪問を希望す
るかたは、電話で子ども健康課へご連絡ください。

【広報ID番号：1005932】 　各市民サービスセンター内にあります。

ར༻࣌ؒ 9：00〜17：00�
（12：00〜13：00は清掃作業などのため、ひ
ろばの利用を休止します）

೔ؗٳ 年末年始（12月29日から1月3日）�
※河辺・雄和は土・日、祝日も。

・中央市民サービスセンター（山王一丁目1-1）�
☎888�����
・東部市民サービスセンター（広面字釣瓶町13-3）�

☎8���108�
・�西部市民サービスセンター（新屋扇町13-34）�

☎8����00�
・南部市民サービスセンター（御野場一丁目5-1）�

☎8�8�1�1�
・北部市民サービスセンター（土崎港西五丁目3-1）�

☎8�����8�
・河辺市民サービスセンター（河辺和田字北条ケ崎38-2）

☎88���1��
・雄和市民サービスセンター（雄和妙法字上大部48-1）�

☎88�����0

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

こんにちは赤ちゃん訪問
（産婦・新生児・乳児への訪問指導）

　赤ちゃんが未熟児で生まれて入院した場合の医療費
とミルク代を助成します。赤ちゃんの医療保険の資格
情報が確認できる書類と福祉医療費受給者証を取得
後、子ども健康課に申請が必要です。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。

【広報ID番号：1005914】

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

未熟児養育医療

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��ɾ11��

育児相談

　3歳児健診以降から就学前のお子さんが対象です。
　お子さんへの関わり方などの発達相談に臨床心理士
が応じます。各月2〜3回、予約制。日程は子ども健康課
にお問い合わせください。

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

発達相談（面接相談・電話相談）

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��ɾ11��

子育てについての教室

子育て交流ひろば

お子さんの成長を確認するため、乳幼児健康診査を受
けましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1005861】

ೕظࣇ
1カ月児・4カ月児・7カ月児・10カ月児健診があります。
個別通知はありません。市ホームページに掲載され

ている医療機関で受診します。

༮ظࣇ
　1歳6カ月児（1歳7カ月になる月）と3歳児（3歳6カ月
になる月）に小児科と歯科の健診があります。そのほ
か、2歳児には歯科健診があります。対象となる前月に
個別通知でお知らせします。

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

乳幼児健康診査◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。
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　秋田市に住民票があり、保育所（園）や幼稚園などに
入所（園）していない、就学前のお子さんを育てている
ご家庭に、複数の子育て支援サービスが受けられる
クーポン券を交付します（年度内1回交付、交付年度の3
月31日まで使用可）。

ҭͯαϙʔτΫʔϙϯ݊ࢠ
　保育所（園）や幼稚園などに入所（園）していない就
学前のお子さん一人につき1セット（22枚綴

つづ

り）のクー
ポン券と大森山動物園年間パスポート引換券1枚を交
付します。クーポン券は親子で出かける遠足プラン、保
育施設などの一時預かりプラン、絵本引き換えプラン
（市指定40冊）、写真プラン（写真館などで記念写真を撮
影）、公共施設利用プラン（大森山動物園、ザ・ブーン、新
屋ガラス工房が対象）、病児保育を利用できる病児預か
りプラン、子育てタクシーを利用できるプランの7つか
ら、お好きなプランに使用できます。

ਃ੥ʹඞཁͳ΋ͷʢҎԼͷ྆ํ͕ඞཁですʣ
・�お子さんのマイナンバーカード、資格確認書、福祉医
療費受給者証など
・�保護者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免
許証など）
ਃ੥૭ޱ
子育て相談支援課（アルヴェ5階）、子ども育成課、西部
市民サービスセンター、南部市民サービスセンター（別
館除く）、北部市民サービスセンター、河辺市民サービ
スセンター、雄和市民サービスセンター、公立保育所（5
か所）

ଟੈࢠଳαϙʔτΫʔϙϯ݊
　保育所（園）や幼稚園などに入所（園）していない就学
前の第3子以降のお子さんとそのお子さんを含めた3人
以上のお子さんを育てているご家庭に、15,000円分の
クーポン券を交付します。クーポン券は子育てサポー
トクーポン券同様7つのプランから、お好きなプランに
使用できます。

ਃ੥ʹඞཁͳ΋ͷʢҎԼͷ྆ํ͕ඞཁですʣ
・�世帯のお子さん全員のマイナンバーカード、資格確
認書、福祉医療費受給者証など
・�保護者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免
許証など）
ਃ੥૭ޱ
子育て相談支援課（アルヴェ5階）、子ども育成課

　1歳〜5歳のお子さんは、むし歯予防のため、フッ化物
塗布を受けましょう。
　誕生月の前月に塗布受診券を郵送します。受診する
ときは、塗布受診券と母子健康手帳を忘れずにお持ち
ください。協力歯科医療機関へ予約をしてからの受診
をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。 【広報ID番号：1005928】

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

フッ化物塗布

＊�乳幼児の予防接種について、詳しくは母子健康手帳
別冊をご覧ください。

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��11��

定期の予防接種

　お子さんの入院、通院費を助成します。詳しくは
8�ϖʔδをご覧ください。

問 �՝ࢱͲ΋෱ࢠ �☎888����1

お子さんの医療費

　身体に障がいがあって手術などを必要とする18歳未
満のかたに、生活の能力を得るために必要な医療費を
給付します。詳しくは ��ϖʔδをご覧ください。

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����

自立支援医療（育成医療）

　高校生年代（18歳到達後、最初の年度末）までのお子
さんを養育しているかたは児童手当を受けることがで
きます。認定されると、申請した月の翌月分から支給さ
れます。

ड෇૭ޱʢฏ೔ͷΈʣ
　子ども福祉課、市民課、西部市民サービスセンター、
南部市民サービスセンター（別館除く）、北部市民サー
ビスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民
サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内連
絡所、大正寺連絡所
　公務員（独立行政法人を除く）のかたは職場へ申請し
てください。

ख౰ͷֹ݄
・0歳〜3歳未満／15,000円
・3歳〜高校生年代まで／10,000円
・第3子以降／30,000円

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

問 �՝ࢱͲ΋෱ࢠ �☎888���8�

児童手当

問 �ԉ՝ࢧҭͯ૬ஊࢠ �☎88�����0

在宅子育てサポート事業

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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　保護者が病気や冠婚葬祭などのため一時的にお子さ
んの世話ができないときに、秋田赤十字乳児院、感恩講
児童保育院、聖園天使園、秋田わかばハイムでお預かり
します。

ର৅ࣇಐ �1カ月健診後から小学3年生まで（2歳未満児
は秋田赤十字乳児院のみ）。利用料は所得に
応じます。

小学生のお子さんがいるかたで仕事上の理由で帰宅が
恒常的に遅くなる場合、お子さんの生活指導をします。
・秋田婦人ホーム、秋田聖徳会若草ハイムで実施。
・�所得に応じた利用料となっています（市民税非課税
のひとり親家庭は無料）。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　「子ども・子育て支援新制度」により、幼稚園や保育所
などの利用にあたって、教育・保育の必要性や保育の必
要量に応じた『教育・保育給付認定』を受ける必要があ
ります。

「教育・保育給付認定」の区分
۠෼ ର৅ͱͳΔࢠͲ΋ ར༻で͖Δࢪઃɾۀࣄ

1߸ೝఆ 満3歳以上の就学前の子ども
で教育のみを希望するもの

認定こども園、幼稚園
（※）

�߸ೝఆ
満3歳以上で保護者の労
働や疾病などにより、保
育を必要とする子ども

認定こども園、保育所

�߸ೝఆ
満3歳未満で保護者の労
働や疾病などにより、保
育を必要とする子ども

認定こども園、保育所
小規模保育事業
事業所内保育事業

問 �՝ࢱͲ΋෱ࢠ �☎888����0

トワイライトステイ事業

問 �ԉ՝ࢧҭͯ૬ஊࢠ �☎8����01�

ショートステイ事業

保育所・幼稚園に入るとき
問 �Ͳ΋ҭ੒՝ࢠ �☎888�����

※�新制度に移行しない幼稚園に入園する場合は、教育・保育給付
認定を受ける必要はありません。【幼稚園（新制度未移行）】参照

施設の一覧は市ホームページをご覧ください。
【広報ID番号：1015920】

　就労などのため家庭で保育できない保護者に代わっ
て預かり、養護・教育を行う市が認可した施設で、市が
利用調整します。

認可保育所（利用対象2号・3号）

　幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の子
育て支援も行う施設です。保育部分（保育所機能）を利
用する場合は市が利用調整を行い、教育部分（幼稚園機
能）を利用する場合は各施設へ直接申し込みます。

認定こども園（利用対象1～3号）

　満3歳未満児を対象とした定員19人以下の小規模な
環境で保育を行う施設で、市が利用調整を行います。

小規模保育事業（利用対象3号）

事業所の保育施設で従業員の子どもと地域の子ども
（満3歳未満児）を一緒に保育する施設で、地域枠の利用
については市が利用調整を行います。

事業所内保育事業（利用対象3号）

Ұ࣌༬͔Γ
　保護者がパート就労や病気、看護などで一時的に家
庭で保育できなくなった場合、お子さんを保育所など
でお預かりします。

問 �Ͳ΋ҭ੒՝ࢠ �☎888�����

こんなとき、お子さんを一時的に預かります
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施設の一覧は市ホームページをご覧ください。
【広報ID番号：1005872】

　3歳から5歳までの教育を希望する児童に教育を行う
施設で、利用の申し込み先は各施設ですが、市の教育・
保育給付認定が必要な施設です。

幼稚園（新制度）（利用対象1号）

　3歳から5歳までの教育を希望する児童に教育を行う
施設で、利用の際に市の教育・保育給付認定を必要とし
ない施設です。利用については各施設へ直接お問い合
わせください。

幼稚園（新制度未移行）

　事業所の保育施設で、従業員の子どもや地域の子ど
もを一緒に保育する施設です。地域枠の利用について
は、各施設へ直接お問い合わせください。

企業主導型保育事業

　新制度に参入しない保育施設で、利用の際に教育・保
育給付認定を必要としない施設です。利用については
各施設へ直接お問い合わせください。

認可外保育施設

　保育所（園）、認定こども園、幼稚園などに通園するお
子さんの保育料などの一部または全額を助成します。
　詳しくはお問い合わせください。

問 �Ͳ΋ҭ੒՝ࢠ �☎888�����

保育料および副食費を助成します

बֶ݈࣌߁਍அ
　4月2日から翌年4月1日までに6歳になるお子さんが
対象です。入学前に就学時健康診断を受けていただく
ため、「就学時健康診断票」を9月に郵送します。病気な
どで就学が難しいお子さんの保護者は早めにご相談く
ださい。

小・中学校に入るとき

問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

小学校に入るとき

　入学する中学校を指定した「入学期日および学校指
定書」を12月に郵送します。指定した学校に入学できな
い特別な事情がある場合は、指定学校を変更する申し
立てをすることができますので、詳しくはご相談くだ
さい。

問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

中学校に入るとき

市಺でֶ۠ߍ外ʹॅॴ͕มΘΔͱ͖
　「転居届」の手続きをすると、「転学通知書」が交付さ
れます。これを在学中の学校に提出し、転校手続きをす
ると「在学証明書」と「教科書給与証明書」が渡されます
ので、これらの書類を新しい学校に提出し、転校手続き
をしてください。

ଞͷ市ொଜʹॅॴ͕มΘΔͱ͖
　「転出届」の手続きをすると交付される「転学通知書」
を在学中の学校に提出し、転校手続きをすると「在学証
明書」と「教科書給与証明書」が渡されます。これらを他
の市町村に転入したときに指定される新しい学校に提
出し、転校手続きをしてください。

問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

転校の手続き

࣍ͷϖʔδʹଓ͘

පࣇɾපࣇޙอҭ
　病気中または病気の回復期で集団保育が困難なお子
さんが、保護者の就労などの理由により家庭で保育で
きない場合、病院や保育所などでお預かりします。
・�病児保育　市立秋田総合病院病児保育園「あすな
ろ」、中通総合病院病児保育室、ビーンズ保育園
・�病後児保育　あおぞら幼保連携型認定こども園、幼
保連携型認定こども園ナーサリーふじ

　市内には60の放課後児童クラブ（学童保育）があり
ます。日中家庭に保護者がいない児童を、お預かりしま
す。土曜もお預かりしています。申し込みや問い合わせ
は各放課後児童クラブへどうぞ。クラブ一覧は市ホー
ムページからご覧ください。

【広報ID番号：1021327】

問 �՝ࢱͲ΋෱ࢠ �☎888�����

放課後児童クラブ

ೖֶす΂ֶ͖ߍͷࢦఆ
　就学時健康診断を受けた後、入学すべき学校を指定
した「入学期日および学校指定書」を郵送します。指定
した学校に入学できない特別な事情がある場合は、指
定学校を変更する申し立てをすることができますの
で、詳しくはご相談ください。
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�ҭͯަྲྀࣨʣ／☎88�����0ࢠԉ՝ʢࢧҭͯ૬ஊࢠ
ʢ市อ݈ॴ�֊ʣ／☎8����01���

ҭͯφϏήʔλʔ／☎88�����0ࢠ
�／Ͳ΋Ոఉ૬ஊࢠ
☎8����01�ʢฏ೔�ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ
☎88������ʢ౔ ɾ༵ॕ ೔�ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ
ঁੑͷ೰Έ૬ஊ／�
☎8������8ʢฏ೔�ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ
☎88�����8ʢ౔ ɾ༵ॕ ೔�ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ
ϠϯάέΞϥʔࢧԉ૬ஊి࿩／�
☎8����0��ʢฏ೔�ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ
Ոఉڭҭ૬ஊh ͙ΓʔΜɾ͑ ͜ʔ ／ɦ�
☎8�����1�ʢฏ೔�ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ
☎88������ʢ౔ ɾ༵ॕ ೔�ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ

　アルヴェ5階の子育て交流室と市保健所の2拠点で子
育て支援を実施しています。
　子育て交流室では、大型遊具や授乳室などを備え、子
どもが自由に遊べ、保護者同士が交流できる場を提供す
るとともに、子育てナビゲーターが子育てに関する情報
提供や相談も行っています。会員間での子どもの預かり
について調整する「ファミリー・サポート・センター」の
事務局もあります。
　また、市保健所内では、子育てに関する悩み、夫婦関
係、DV（ドメスティックバイオレンス）などの問題解決
をサポートする相談窓口を開設しているほか、要保護・
要支援児童等の通告先として、児童虐待の早期発見・早
期対応および未然防止を図るとともに、養育に困難を
抱える家庭を支援します。
　このほかに、子育て交流室には、青少年の健全育成を
図るため、少年指導委員の巡回指導などを実施する少
年指導センターを設置しています。

◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　市内38か所にある児童館・児童センター・児童室は
子どもたちがいつでも無料で利用できる地域の遊び場
です。児童厚生員が、遊びの指導をとおして、子どもた
ちの健全育成を図っています。利用時間は、月〜金曜が
13：30〜18：30、土曜や夏休みなどは8：30〜18：30。施
設一覧は市ホームページからご覧ください。

【広報ID番号：1005882】

問 �՝ࢱͲ΋෱ࢠ �☎888�����

児童館・児童センター・児童室

子どもと女性の相談

　保育所のお迎えに間に合わないときやリフレッシュ
したいときなど、お子さんを預かってほしいとき、協力
会員としてお子さんを預かってくれるかたと調整し、
預かりを行います。ご利用には会員登録が必要となり
ますので、お問い合わせください。

問 ☎88������

ファミリー・サポート・センター

খɾதֶߍबֶԉॿ੍౓
　経済的な理由により、お子さんの小・中学校への就学
にお困りの世帯に対して、学用品費や給食費など学校
教育にかかる費用の一部を援助します。通学先の小・中
学校または学事課へお問い合わせください。

ԕڑ཭௨ֶඅิॿ੍ۚ౓
　公共交通機関を利用して市立小・中学校に通うお子
さんの保護者を対象に、通学に必要な経費の一部を補
助します。
　補助の対象となるのは、自宅から学校までの片道距
離が、原則として小学校4km以上、中学校6km以上のと
きです。なお、小学校は片道距離が4km未満でも対象と
なることがあります。通学先の小・中学校または学事課
へお問い合わせください。

問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

保護者の負担を軽くする補助金・援助制度
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ひとり親家庭のために
問 �՝ࢱͲ΋෱ࢠ �☎888����0

ର৅ࣇಐ ֹڅࢧ
1ਓࢠ 月額46,690円〜11,010円

�ਓҎ্ࢠ 1人につき11,030円〜5,520円を加算

　18歳到達後の最初の年度末まで（中度以上の障がい
のある場合は20歳未満）のお子さんを養育しているひ
とり親家庭や、お子さんの父親または母親が重い障が
いのある家庭などに児童扶養手当を支給します。
※所得制限あり

児童扶養手当

　ひとり親家庭・寡婦のかたの経済的自立とお子さん
の福祉のために、修学資金や就学支度資金などをお貸
しします。
・修学資金や就学支度資金など12種類の資金
・利率は、資金の種類によって年1.0％または無利子
・連帯保証人（原則、市内在住）が必要な場合があります
・�貸付申請額や償還期間などは、母子・父子自立支援員
と相談の上、決定していただきます

母子父子寡婦福祉資金をお貸しします

　市内に住所があり、20歳未満のお子さんを養育して
いるひとり親家庭のかたが対象です。

෇ۚڅ࿅ଅਐ܇ۀ౳৬ߴ
　ひとり親家庭の親が、専門学校や大学などの養成機
関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、毎
月一定額の給付金を支給します。
※所得制限あり

ର৅֨ࢿ �看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理
学療法士、作業療法士など

ؒظڅࢧ 上限48月
ֹڅࢧ �市民税課税世帯　70,500円、�

最終学年は110,500円�
市民税非課税世帯　100,000円、�
最終学年は140,000円

෇ۚڅ࿅܇ҭڭԉࢧཱࣗ
　ひとり親家庭の親が、就職やキャリアアップのため
に教育訓練講座を受講した場合に受講料の一部を助成
します。

ର৅࠲ߨ 厚生労働大臣指定教育訓練講座
ֹڅࢧ �受講修了後、受講経費の6割を給付�

※�上限あり。雇用保険法による一般教育訓練
給付等の支給がある場合は差額支給。

ۀࣄԉࢧ֨߹ݧࢼఔ౓ೝఆۀଔߍ౳ֶߴ
　ひとり親家庭の親および子どもが対象講座を受講し
た場合の受講費用の一部を助成します。

ର৅࠲ߨ �高卒認定試験の合格を目標とする講座（通信
制講座を含む）

ֹڅࢧ �①受講開始時給付金　受講経費の4割�
②受講終了時給付金　受講経費の5割から①
　の給付額を差し引いた額
③合格時給付金　受講経費の1割�
※上限あり

　各事業ごとにこのほかに要件があります。詳しくは
お問い合わせください。
　いずれも事前相談が必要で、修学や受講することに
より自立が効果的に図られると認められる場合のみ、
対象となります。また、当該給付金を過去に受給したこ
とがあるかたは、利用できません。

資格取得を支援します

8�ϖʔδをご覧ください。

福祉医療制度
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　未就学児が児童発達支援などを利用した際の利用料
を無償にします。
※所得制限あり

　未就学児が児童発達支援などを利用した際の利用料
を助成します。
※所得制限あり

ॿ੒ֹ
　利用料の1/2を助成します。

　障害児通所支援を利用できる児童は以下のとおりで
す。詳しくはお問い合わせください。
・身体に障がいのある児童
・�知的障がいのある児童または精神に障がいのある児
童および治療方法が確立していない疾病、そのほか
の特殊な疾病に罹

り

患
かん

している児童
※�ただし、医学的診断名または障害者手帳を有するこ
とは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を
損なうおそれのある児童を含みます。

ಛผࣇಐැཆख౰
8�ϖʔδをご覧ください。

োࣇ֐෱ࢱख౰
8�ϖʔδをご覧ください。

ळాࢠݝͲ΋ɾঁ ɾੑোऀ֐૬ஊηϯλʔ
秋田市手形住吉町3-6 ☎8�����00
ळాཱݝҩྍྍҭηϯλʔ
秋田市南ケ丘一丁目1-2 ☎8�����01
ळా市ڭҭڀݚॴʢबֶ૬ஊి࿩ʣ
秋田市茨島一丁目4-71 ☎8������0
ळాݝ૯߹ڭҭηϯλʔ
潟上市天王追分西29-76 ☎8�����1�

　身体に障がいがあって手術などを必要とする18歳未
満のかたに、生活の能力を得るために必要な医療費を
給付します（所得制限があります）。
　原則として医療費の1割を負担していただきますが、
世帯の所得に応じて自己負担の上限額を設定していま
す。

ର৅ͱͳΔো͕͍
・肢体不自由　・視覚障がい
・聴覚・平衡機能障がい
・音声・言語・そしゃく機能障がい
・�内部障がい（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小
腸および肝臓機能障がいを除く内臓障がいは先天性
のものに限ります）
→�内部障がいは手術を伴う場合のみが対象です。た
だし、じん臓機能障がいに対する人工透析療法、じ
ん移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対す
る中心静脈栄養法、肝臓移植術後の抗免疫療法に
伴う医療は対象になります。

　市立小・中学校の特別支援学級などに在学している
子どもの保護者を対象に、学用品費、給食費、通学費な
ど、学校教育にかかる費用の一部を世帯の所得に応じ
て援助します。詳しくは、通学先の小・中学校または学
事課へお問い合わせください。

　障がいのある子どもたちが、一人一人に応じた指導
や支援を受けることができるよう、適切な学びの場な
どに関する相談を受け付けています。詳しくはお問い
合わせください。

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����

障がい児通所施設利用料無償化事業

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����

障がい児すこやか療育支援事業

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����

障害児通所支援

問 ळా市ڭҭڀݚॴ� �☎8������0

障がいのある子どもの教育

問 �՝ࣄҭҕһձֶڭ �☎888��80�

特別支援教育就学奨励費

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����

自立支援医療（育成医療）

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����

障がい児のための公的給付金

障がいのある子どものために 障がいのある子どもの相談機関に
は、次のようなところがあります
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・軽自動車
ਃࠂͷ৔ॴ 秋田県軽自動車協会
໰͍߹Θͤ 軽自動車検査協会　☎0�0��81��18��

・125cc超250cc以下のバイク・250cc超のバイク
ਃࠂͷ৔ॴ 秋田運輸支局　☎0�0����0��01�

ೲΊΔ͔ͨ
　1月1日現在、秋田市に住んでいるかた。前年中の所得
などに応じて納めていただきます。

ೲΊํ
①直接みなさんが金融機関などで納める普通徴収
②�勤務先で給料からの引き落としにより納める特別徴収
③公的年金からの引き落としにより納める特別徴収

੫ֹͷํࢉܭ๏
・均等割額…�3,000円。ほかに県民税1,800円（水と緑の

森づくり税800円を含む）および森林環境
税1,000円（国税）が加わります。

・所得割額…�所得の額に応じて負担していただくもの
で、次のように計算されます。
課税標準額×税率−税額控除額
※税率…市民税6％、県民税4％

問 市ຽ੫՝� �☎888�����

個人の市民税

ೲΊΔ͔ͨ
　市内に事務所や事業所がある法人など。規模や収益
に応じて納めていただきます。

੫ֹͷํࢉܭ๏
・均等割額…�資本金などの額と従業者数に応じて6万

円から360万円までの9段階です。
・法人税割額…法人税額（国税）×税率（8.4％）

問 市ຽ੫՝� �☎888�����

法人の市民税

ೲΊΔ͔ͨ
毎年4月1日現在、バイクや軽自動車をお持ちのかた。

購入、廃車、譲渡したときは、お早めに申告してください。

ਃࠂͷ৔ॴͱඞཁͳ΋ͷ
・125cc以下のバイク・小型特殊自動車
ਃࠂͷ৔ॴ �市民税課、河辺市民サービスセンター、

雄和市民サービスセンター
ਃࠂʹඞཁͳ΋ͷ

　○登録…購入：販売証明書
　　　　　譲受：譲渡証明書（または廃車証明書）
　　　　　転入：廃車証明書
　　※�対象車両の車名、車台番号、排気量、型式認定番

号を確認します。
　○廃車…ナンバープレート、標識交付証明書
　○名義変更…登録と廃車に必要なもの

問 市ຽ੫՝� �☎888�����

軽自動車税（種別割）

ೲΊΔ͔ͨ
　土地、家屋、償却資産（事業者が所有する事業用資産）
を1月1日現在、秋田市に所有しているかた

౔஍ɾՈ԰Ձ֨౳ॎཡா฽ͷॎཡ
　4月1日から第1期納期限までの平日、資産税課で縦覧
できます。

੫ֹͷํࢉܭ๏
　税額は土地、家屋や償却資産の課税標準額の合計に
税率をかけて算出します。税率は、1.6％です。

໔੫఺
　所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計が次の
額に満たないときは、固定資産税は課税されません。
①土地30万円②家屋20万円③償却資産150万円

ॅ୐༻஍ʹ͍ͭͯͷಛྫ
　課税標準額は、①小規模住宅用地（200㎡まで）は価格の6分の
1、②一般住宅用地（200㎡を超える部分）は価格の3分の1です。

৽ஙॅ୐ͷֹݮાஔ
新築された一般住宅は新築後3年度分（3階建以上の中

高層耐火住宅などは5年度分）、長期優良住宅は新築後5
年度分（3階建以上の中高層耐火住宅などは7年度分）、住
居として用いられている部分の床面積が120㎡までのも
のはその全部が、120㎡を超えるものは120㎡分に相当
する部分の税額が2分の1に減額されます（ただし、居住
用床面積が50㎡以上280㎡以下の建物に限ります）。

問 �੫՝࢈ࢿ �☎888�����ʢ౔஍ʣɹɹ
☎888�����ʢՈ԰ʣɹɹ
☎888���80ʢঈ࢈ࢿ٫ʣ

固定資産税

市੫のೲ੫カϨϯダー
੫ۚͷछྨ શظ ظ1 ظ� ظ� ظ�

市ɾݝຽ੫
ී௨௃ऩ − 6月 8月 10月 1月
ಛผ௃ऩʢڅ༩ʣ 6月から翌年5月までの毎月（年12回）
ಛผ௃ऩʢ೥ۚʣ 4月から翌年2月までの年金支給月（年6回）

੫࢈ࢿఆݻ − 5月 7月 12月 2月
ܰࣗಈं੫ʢछผׂʣ 5月 − − − −
߁ຽ݈ࠃ
อݥ੫

ී௨௃ऩ 7月から翌年3月までの毎月（年9回）
ಛผ௃ऩʢ೥ۚʣ 4月から翌年2月までの年金支給月（年6回）

問 ೲ੫՝ɹɹ� �☎888���81
�อ೥ۚ՝ࠃ �☎888�����

税金は期限までに納めましょう

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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छྨ खଓ͖ʹඞཁͳ΋ͷ ख਺ྉ
ॴಘɾ՝੫ূ໌

・�本人が来る場合�
本人確認ができ
るもの�
（運転免許証など）

・�同一世帯の親族が来
る場合�
来るかたの本人確認
ができるもの�
（運転免許証など）

・�本人から委任を受けたかたが来る
場合
　①委任状
　②来るかたの本人確認ができるもの
　　（運転免許証など） 1件

300円

納
税
証
明

市ݝຽ੫
੫ݥอ߁ຽ݈ࠃ
ܰࣗಈं੫ʢछผׂʣʢंݕ༻Ҏ外ͷ΋ͷʣ
市੫ʹະೲ͕ͳ͍ূ ʢ໌ݸਓʣ
๏ਓ市ຽ੫
ॴ੫ۀࣄ
市੫ʹະೲ͕ͳ͍ূ ʢ໌๏ਓʣ

①法人名がூ刻された印鑑
②来るかたの本人確認ができるもの�
（運転免許証など）

・法人の印鑑を持ち出しできない場合
　①委任状
　②来るかたの本人確認ができるもの
　　（運転免許証など）๏ਓ౳ॴࡏ஍ূ໌

ܰࣗಈं੫ʢछผׂʣೲ੫ূ ʢ໌ंݕ༻ʣ登録から2カ月以内のかたは、車検証（電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」）をお持ちください 無料

໰͍߹Θͤʗ市ຽ੫՝ɹ☎888�����
　証明書発行窓口⾣市民税課、市民課（注）、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部

市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービス
センター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所

市税に関する証明とӾཡ

※1カ月以内に納めた市税の納税証明を請求する場合は、領収書をお持ちください。
注…市民課では所得・課税証明書、市県民税・軽自動車税（種別割）の納税証明書のみ交付します。

໰͍߹Θͤʗ࢈ࢿ੫՝ɹ☎888���80
　証明書発行窓口⾣資産税課、市民課（注）、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部

市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービス
センター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所

छྨ खଓ͖ʹඞཁͳ΋ͷ ख਺ྉ
੫ͷೲ੫ূ໌࢈ࢿఆݻ

・�本人が来る場合�
本人確認ができるもの
（運転免許証など）

・�同一世帯の親族が来る
場合�
来るかたの本人確認が
できるもの�
（運転免許証など）

・�本人から委任を受けた
かたが来る場合
　①委任状
　②来るかたの本人確認
ができるもの�
（運転免許証など）

1件300円
（ධ価証明と公課証明は、土
地・家屋それぞれ1枚目5件
まで300円、2枚目以降1枚に
つき100円）
（閲覧は無料です）

՝੫ূ໌
評
価
証
明

౔஍
Ո԰
ঈ࢈ࢿ٫

ެ՝ূ໌
ͦͷ΄͔ॾূ໌
Ӿཡ
ॅ୐༻Ո԰ূ໌ 上記②のみ 1件1,200円

※法人の場合は、窓口に来るかたの本人確認ができるもの（運転免許証など）と、法人名入りの印鑑または委任状が必要です。
※所有者以外でも、その資産に何か特定の利害、権利があれば、委任状がなくても申請できます。ただし関係の確認ができる書類が必要です。
※駅東サービスセンター、岩見三内・大正寺連絡所では、住宅用家屋証明は発行できません。
注…市民課では固定資産税の納税証明書のみ交付します。

◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

༣ศ੥ٻ
　市税関係の証明書は郵便でも請求できます。下記の
書類などを封書で各担当課（市民税課・資産税課）へお
送りください。
❶請求書／便せんなどに、住所、氏名、日中の連絡先、必
要な証明書などを明記したもの
❷本人確認ができる公的機関発行の書類の写し（運転
免許証などのコピー）
❸�定額小為替／手数料として必要な金額分（Ώうちょ
銀行、郵便局で取り扱っています）
❹返信用封౵／Ѽ先を記入し、切手をషったもの

❺委任状／代理請求の場合に限り必要
※請求書、委任状の様式は市ホームページからダウン
ロードできます。
・市民税課� 【広報ID番号：1012057】
・資産税課� 【広報ID番号：1012093】

ΦϯϥΠϯ੥ٻ
　マイナンバーカードをお持ちのかたは、オンライン
で所得・課税証明書、固定資産ධ価・公課証明書、資産無
証明書、固定資産名寄帳݉課税（補充）台帳の写しの請
求ができます。
　操作手順は市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1030845】

窓口にདྷられないかたは༣便・オンラインでも請求できます
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　国民年金には20歳以上60歳未満の国民全員が加入します。老後を迎えたときや万一の事故のときなどに、年金を
支給して生活の安定を図る制度です。

೥ۚͷ͘͠Έͯݐ֊�

自営業者
など

第1号
被保険者

国民年金
（基礎年金）

第2号
被保険者

第3号
被保険者

国民年金基金 厚生年金

会社員、公務員の
配偶者など

会社員、公務員
など

被保険者は3種類!
第1号被保険者 第3号被保険者第2号被保険者

自営業・農業などのかたとその配偶者、
学生、フリーターなど（第２号・第３号被
保険者に該当しない人）

会社員、公務員など、厚生
年金の加入者（自動的に国
民年金の加入者にもなり
ます）

第２号被保険者の被扶養配
偶者（被保険者の職場へ届出
が必要です）

国民年金にはみんなが加入� 問 �୲౰֨ࢿอ೥ۚࠃอ೥ۚ՝ࠃ �☎888�����

・�60歳以上65歳未満のかた
（受給権のないかたは70歳まで）
・60歳未満の老齢（退職）年金の受給権者
・海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
※�20歳から60歳までの40年間のすべての期間を納付
したかたや基礎年金をすでに受給しているかたは対
象外です。

希望すれば加入できるかた

・令和7年4月から令和8年3月　17,510円（月額）
・令和8年4月から令和9年3月　17,920円（月額）
・付加保険料　400円（月額）
　付加保険料とは、将来老齢基礎年金に上乗せした付
加年金を受給するためのものです。
　任意で付加保険料を納めることが可能です。付加保
険料の納付は、申し込んだ月からが対象になります。前
納制度・口座振替早割制度を利用すると、保険料が割引
されます。

令和7年度の第1号被保険者の保険料

ड෇૭ޱʢฏ೔ͷΈʣ
　国保年金課、西部市民サービスセンター、南部市民
サービスセンター（別館除く）、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセ
ンター、駅東サービスセンター、岩見三内連絡所、大正
寺連絡所
※�届出には、本人確認書類とマイナンバー確認書類が
必要です。マイナンバーが分からない場合は、年金手
帳など基礎年金番号が分かるものをご用意くださ
い。

国民年金の届出

͜Μͳͱ͖ ಧग़ͷͱ͖ʹඞཁͳ΋ͷ
഑ऀۮͷැཆでͳ͘ͳͬͨ
ͱ ʢ͖ऩೖ ɾ૿཭ࠗʣʢຊਓ͕
ްੜ೥ۚɺࡁڞ૊߹ʹՃೖ͠
ͨͱ͖Λআ͘ʣ

本人確認書類、マイナンバー確
認書類、資格喪失証明書

഑ް͕ऀۮੜ೥ ɾۚࡁڞ૊߹
Λ୤ୀͨ͠ͱ͖

本人確認書類、マイナンバー確
認書類、資格喪失証明書

のかたऀݥୈ�号ඃ保、ࡏݱ

͜Μͳͱ͖ ಧग़ͷͱ͖ʹඞཁͳ΋ͷ

ްੜ೥ۚΛ୤ୀͨ͠ͱ͖ 本人確認書類、マイナンバー確
認書類、資格喪失証明書

೥ۚखாΛฆࣦͨ͠ͱ͖ 本人確認書類、マイナンバー確
認書類

೚ҙՃೖすΔͱ͖

本人確認書類、マイナンバー確
認書類、通帳
※�任意加入の場合のみ、保険料
は口座振替となるため、銀行
届け印が必要です。

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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　免除の申請をして承認された期間は、老齢基礎年金
を受けるための受給資格期間に算入されます。

ड෇૭ޱʢฏ೔ͷΈʣ
　国保年金課、西部市民サービスセンター、南部市民
サービスセンター（別館除く）、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセ
ンター、駅東サービスセンター、岩見三内連絡所、大正
寺連絡所

໔আͷछྨ
・法定免除／対象…①生活保護法による生活扶助を受

けているかた
　　　　　　　　　②障害基礎年金または障害厚生年

金・共済年金（1・2級）の受給権者
・産前産後期間の免除／産前産後の一定期間の国民年
金保険料が全額免除されます。妊娠85日（4カ月）以上
の出産が対象となり、死産、流産、早産されたかたを
含みます。
・�申請免除（全額・半額・3/4・1/4）／所得の減少や失業
などで国民年金保険料の納付が難しいとき、申請に
よって納付が免除される制度です。本人と配偶者、世
帯主の所得が審査されます。

ೲ෇༛༧੍౓
　学生以外の50歳未満のかたが対象です。本人と配偶
者の所得が審査されます。

ਃ੥ͷܧଓ
　全額免除、納付猶予の申請時に、翌年度以降も申請を
希望して承認されたかたは、翌年度以降の申請は不要
です。申請があったものとみなし、所得などを審査しま
す。ただし失業などの理由で離職票などを添付して申
請したかたや、所得の確認ができなかったかたは対象
外です。

ֶੜೲ෇ಛྫ੍౓
　学生のかたで、本人の前年中の所得が一定額以下の
場合に申請して承認されると、学生期間の保険料納付
が猶予されます。

　自営業などのかたのために基礎年金に上乗せした年
金を受け取るための公的年金制度です。

Ճೖで͖Δ͔ͨ
　20歳以上60歳未満の自営業者など国民年金第1号被
保険者（免除者・農業者年金加入者を除く）、60歳以上
65歳未満の国民年金任意加入者および在外邦人任意加
入者。

೥ۚͷڅ෇
　加入年齢や加入口数によって年金額が決まります。
受け取る年金は、ご自分の将来設計に合わせて組み立
てることができます。

ֻۚ
　選択する給付の型や口数、加入時の年齢などによっ
て決まります。また、掛金は全額、社会保険料控除の対
象となり、所得税や住民税が軽減されます。

問 શࠃࠃຽ೥ۚۚج� �☎01�0�����1��

国民年金基金 保険料の免除など
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　国民年金から受給できる基礎年金は次のとおりで
す。ただし、複数の基礎年金を受給できる資格があって
も、受給できるのは一つだけです。

ର৅ऀ
　国民年金に任意加入していなかった次の①または②
の期間に、障がいを負った病気やけがの初診日があり、
現在、障害基礎年金の1級または2級相当のかた。ただ
し、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを
受給できるかたを除きます。
①�昭和61年3月以前の任意加入対象であった厚生年金
加入者などの配偶者の期間
②�平成3年3月以前の任意加入対象であった学生などの
期間

　第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかた
が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じく
していた遺族に支給されます。付加保険料を3年以上納
めていたときは8,500円加算されます。

　第1号被保険者としての保険料納付期間（免除期間を
含む）が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡く
なったとき、婚姻関係が10年以上ある妻に、60歳から
65歳になるまでの間支給されます。

　国民年金の加入者が亡くなったとき、そのかたによ
り生計を維持されていた子のある配偶者、または子に
支給されます。支給期間は子が18歳（障がいのあるかた
は20歳）に達する年度末までです。

ड֨ࢿڅ
　死亡日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上
（保険料免除・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む）
保険料を納めていること、または死亡日の前々月まで
の直近の1年間に保険料の未納がないこと。

ର৅ऀ
　傷病の初診日が国民年金加入中や20歳前、または老
齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満の間
にあり、病気やけがで障がいの状態になったかた。

ड֨ࢿڅ
　初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上
（保険料免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む）保険
料を納めていること、または初診日の前々月までの1年
間に保険料の未納がないこと。ただし、20歳前の年金制
度に加入していない期間に初診日がある場合は、所得
制限があります。

　老齢基礎年金は、保険料を納めた期間（保険料免除・
納付猶予・学生納付特例期間を含む）が10年以上あるか
たが65歳になったときに受けられる年金です。

　申請免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間
がある場合は、定額の保険料を納めた場合よりも老齢
基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。そこで、
申請免除などを承認された過去の期間についてさかの
ぼって納める（追納）ことにより、その期間に通常どお
り保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を
受け取ることができます。追納は10年前までできます。
3年度目以降は、当時の保険料に加算額が付きます。
保険料の納付については、秋田年金事務所へお問い合

わせください。☎8�������ʢ୅දʣʢࣗಈԻ੠Ҋ಺ᶄˠᶄʣ

申請免除・納付猶予・学生納付特例が承
認された期間は追納をおすすめします

国民年金から受けられる給付

老齢基礎年金

障害基礎年金

遺族基礎年金

寡婦年金

死亡一時金

特別障害給付金

　年金生活者支援給付金は基礎年金受給者を対象とし
て、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要と
しているかたに対し、年金に上乗せして支給するもの
です。

໰͍߹Θͤ
　秋田年金事務所　お客様相談室

☎8�������ʢ୅දʣʢࣗಈԻ੠ʣ

�໰͍߹Θ ɾͤ૬ஊ༧໿
ʪ͝૬ஊʹはࣄલ༧໿͕ศརですʫ
　ねんきんダイヤル

☎0��0�0��11��
　「窓口相談」の予約電話

☎0��0�0���8�0
お手元に基礎年金番号、照会番号またはマイナン

バーが分かるものをご用意ください。

年金生活者支援給付金
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　職場の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入しているかた、生活保護を受けているかた以外は、必ず国民健康
保険に加入しなければいけません。

　他の市区町村から転入して国民健康保険に加入する
ときや、他の健康保険へ加入して国民健康保険を脱退
するときなどは、届出が必要です。

ͷखଓ͖ʹ͓͍ͯϚΠφϯݥอ߁ຽ݈ࠃ
όʔʢݸਓ番߸ʣ͕ ඞཁͱͳΓ·す

　国民健康保険の手続きにおいて、各届出書などにマ
イナンバーの記載が必要になります。マイナンバーの
記載を行う手続きでは、本人確認とマイナンバーの確
認の実施が義務付けられています。

ຊਓ֬ೝʹඞཁͳॻྨ
・本人が手続きする場合
マイナンバーカードで番号確認と本人確認ができます。
　マイナンバーカードをお持ちでないかたは、
・番号確認書類（通知カード、マイナンバーが記載さ
れた住民票など）
・本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）
・代理人が手続きする場合
委任状（法定代理人の場合は、その資格を証明する書類）
世帯主のマイナンバーが確認できる番号確認書類の
いずれか1点
・代理人の本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）
※通知カードは券面に記載されている住所、氏名など
が住民票と一致しているものに限ります。

ड෇૭ޱ（平日のみ）
・国保年金課
・市民課（戸籍・住民票の異動を伴う場合のみ）
・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所
・大正寺連絡所

อʹಧग़͕ඞཁͳͱ͖ࠃ ಧग़ʹඞཁͳ΋ͷ

国
保
に
加
入
す
る

他の市区町村から転入し
たかたがいるとき 世帯の国保加入者の資格確認書

他の健康保険をやめたか
たがいるとき
注

これまで加入していた健康保険
の資格喪失証明書
お持ちのかたは各種医療費受給
者証

子どもが生まれたとき
世帯主の資格確認書または資格
情報のお知らせ、世帯主の口座
番号が分かるもの

国
保
を
脱
退
す
る

他の市区町村へ転出する
かたがいるとき 世帯の国保加入者の資格確認書

他の健康保険に入ったか
たがいるとき

世帯の国保加入者の資格確認
書、社会保険の資格確認書また
は資格情報のお知らせ（国保を
脱退するかた全員分）、お持ちの
かたは各種医療費受給者証

死亡したかたがいるとき

世帯の国保加入者の資格確認
書、葬祭を行ったかたの口座番号
が分かるもの、葬祭を行ったかた
の氏名と葬祭日が確認できるも
の

そ
の
ほ
か

資格確認書または資格情
報のお知らせをなくした
り、破損したとき

破損した資格確認書または資格
情報のお知らせ

修学のため、他の市区町
村に住むかたがいるとき

世帯の国保加入者の資格確認
書、在学証明書（申請年度に発行
されたもの）

倒産・解雇などにより離
職したかたがいるとき

離職したかたの雇用保険受給資
格者証または雇用保険受給資格
通知

注…後期高齢者医療制度に加入したかたの扶養家族が国保に加
入するときは届出が必要です。これまで加入していた健康保
険の資格喪失証明書をお持ちください。

※届出が遅れると、さかのぼって課税されたり、国保で負担した医
療費を返していただいたりします。早めに届出をしてください。

Ұ෦ಧग़は૭ޱͷ΄ ʮ͔ळా市εϚʔτਃ
੥ʯΛར༻͠ɺύιίϯ΍εϚʔτϑΥϯ͔
ΒΦϯϥΠϯで͜͏ߦͱ͕で͖·す

【広報ID番号：1002695】

खଓ͖ʹΑͬͯɺϚΠφϯόʔ͓Αͼຊਓ
֬ೝʹՃ͑ҎԼͷ΋ͷ͕ඞཁです

届出は14日以内に

問 �୲౰֨ࢿอ೥ۚࠃอ೥ۚ՝ࠃ �☎888�����
�෇୲౰ɹɹɹɹڅ �☎888����0
ො՝୲౰ɹɹɹɹ� �☎888�����
ऩೲਪਐࣨɹɹɹ� �☎888�����

加入、୤ୀなどの届出
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　世帯の1カ月の医療費の一部負担金が、自己負担限度
額を超えた場合に申請すると、超えた分が高額療養費
として支給されます。
限度額適用認定証（70歳未満のかた）は、事前に交付

申請し、入院時に医療機関へ提示すると、窓口で支払う
額が自己負担限度額までとなります。交付申請には国民
健康保険に加入していることが分かるもの（資格確認
書、マイナ保険証、被保険者証）と本人確認書類（ �8
ϖʔδ本人確認に必要な書類参照）をお持ちください。
　認定証の交付申請など一部の手続きは「秋田市ス
マート申請」を利用し、パソコンやスマートフォンから
オンラインで行うことができます。

【広報ID番号：1002695】
・高額療養費の手続き／国民健康保険に加入している
ことが分かるもの（資格確認書、マイナ保険証、被保
険者証）、世帯主名義の預金通帳ほか本人確認書類
（ �8ϖʔδ本人確認に必要な書類参照）をお持ち
になり、左記の窓口で手続きをしてください（領収書
が必要な場合もあります）。
　なお、一度に高額の医療費を支払うのが困難なかた
には、高額療養費分を無利子で融資する制度もありま
す（融資制度は国保年金課でのみ受け付け）。
※初めて高額療養費の融資手続きをされるかたは、事
前に給付担当までお問い合わせください。

৘ใͷ͓஌Β֨ࢿ ʢͤϚΠφอূݥͷར༻ొ࿥Λ͞Ε
͍ͯΔ͔ͨʣ·ͨはࠃຽ݈߁อ֬֨ࢿݥೝॻʢϚΠφอ
ͷར༻ొ࿥Λ͞Ε͍ͯͳ͍͔ͨʣূݥ

満70歳の誕生日の翌月（1日生まれのかたは、その月）
からは、一部負担金の割合と発効期日が記載されます。
該当するかたには、記載されたものをお送りします。

70歳〜74歳のかた

　入院したとき、食事にかかる費用の一部を国保が負
担します。自己負担は下表のとおりです。

入院時食事代の自己負担額（1食につき）
・70歳未満のかた
市ຽ੫՝੫ੈଳ 510円

市ຽ੫
ඇ՝੫ੈଳ

લ1�Χ݄ͷ
ೖӃ೔਺

�0೔໨·で 240円

�1೔໨͔Β 190円

市ຽ੫՝੫ੈଳ 510円

市ຽ੫
ඇ՝੫ੈଳ

۠෼ᶘ લ1�Χ݄ͷ
ೖӃ೔਺

�0೔໨·で 240円

�1೔໨͔Β 190円

۠෼ᶗ 110円

・70歳以上のかた

※市民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定
証」を医療機関へ提示する必要があります。

◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

国民健康保険の対象者に交付されるもの

ड෇૭ޱ（平日のみ）
・国保年金課
・西部市民サービスセンター
・南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター
・岩見三内連絡所
・大正寺連絡所

国保から受けられる給付
問 �෇୲౰څอ೥ۚ՝ࠃ �☎888����0

ະबֶࣇ Ұൠͷ͔ͨ
ೖӃɾ外དྷ 2割 3割

未就学児、ひとり親家庭、障がい児・者は 8�ϖʔδ
・70歳〜74歳のかた

՝੫ඪ४ֹ͕1��ສԁҎ্で͔ͭɺ
೥ऩ͕୯਎で�8�ສԁҎ ʢ্˞ʣɺ�ਓ

Ҏ্で��0ສԁҎ্ͷ͔ͨ

Ҏ外هࠨ
ͷ͔ͨ

ೖӃɾ外དྷ 3割 2割

後期高齢者医療制度は 8�ϖʔδ
※国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたと70歳
以上のかたとの年収の合計が520万円未満の場合は、2割。

　病気やけがで医療機関にかかったときの自己負担は
下表のとおりとなります（福祉医療費受給者証をお持
ちのかたは 8�ϖʔδをご覧ください）。

医療費の自己負担割合
・70歳未満のかた

医療費

　加害者からのけがなどで医療機関にかかり、国保の
給付を受ける時は国保への届出（傷病届）が必要です。
国保では届出を受けたあと、加害者へ給付分の損害賠
償請求を行います。

交通事故などの届出

高額療養費

入院時の食事療養費

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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解雇、倒産、病気、出産などのやむを得ない理由により
離職し、雇用保険を受給するかた（離職日翌日において
65歳以上のかたを除く）が対象の軽減制度があります。
申請が必要です。

　災害・病気・失業などで生活が著しく困難な場合は、
申請により税額を減免できる場合があります。

　「医療分」「支援分」「介護分（40歳〜64歳）」それぞれ
の「所得割額」「均等割額」「平等割額」の合計額が税額と
なります。
・所得割額…加入者の所得に応じて計算
・均等割額…加入者の人数によって計算
・平等割額…1世帯いくらと計算
　具体的な税率・税額や課税限度額および減額制度な
どは、市ホームページなどでお知らせします。

　新年度分について7月上旬に送付します。

　国民健康保険税は世帯主に納税義務があります。そ
のため、世帯主ご本人が加入していない場合であって
も、同じ世帯の国民健康保険に加入しているかたの納
税通知書は世帯主に送付しています。

　市で実施している大腸がん、胃がん、子宮頸がん、前立腺がん、乳がんの検診を受ける費用は無料です。なお、医療機
関で実施している人間ドックを受けるとき、その受診料の一部を助成する制度もあります。

検診や人間ドックの費用を助成

　はり・きゅう・マッサージ、コルセットなどを医師が認めたときは、申請により、その治療費や治療用補装具の費用
の一部を下表のとおり支給します。

ະबֶࣇ Ұൠͷ͔ͨ
Ҏ্ͷ͔ͨࡀ�0

�ׂෛ୲ͷ͔ͨ �ׂෛ୲ͷ͔ͨ
߹ׂڅࢧ 8割 7割 7割 8割

※柔道整復による骨折やねんざの治療は、自己負担分の支払いで受けることができます。

ਃ੥ʹඞཁͳ΋ͷ �国民健康保険に加入していることが分かるもの（資格確認書、マイナ保険証、被保険者証）、領収
書、診断書、世帯主名義の預金通帳ほか本人確認書類（ �8ϖʔδ本人確認に必要な書類参照）

療養費の支給

　出産したときは、世帯主の申請により50万円を支給
します（産科医療補償制度の登録分娩機関以外での出
産は48万8千円）。世帯主名義の預金通帳などをお持ち
になり、申請してください。出産一時金直接支払いの申
請をすると、出産時に高額な費用を準備せずに済みま
す。希望するかたは、分娩機関で手続きしてください。

出産育児一時金

　亡くなったときは、申請により、葬祭を行ったかたへ
5万円を支給します。葬祭を行ったかたの氏名と葬祭日
が確認できるもの、葬祭を行ったかたの口座番号が分
かるものなどをお持ちになり、国保の脱退手続き時に
併せて申請してください。

葬祭費

　55歳以上75歳未満で国民健康保険税に未納がない
かたは、はり・きゅう・マッサージを市指定の治療院な
どで受療するときに使える20枚綴

つづ

りの受療券（1日1
回、1枚につき800円を助成）を申請できます。年度内に
40枚が限度です。ただし、はり・きゅうなどの療養費支
給期間は利用できません。
※�料金は治療院によって異なりますので、利用前にご確認ください。

ਃ੥ʹඞཁͳ΋ͷ �国民健康保険に加入していることが
分かるもの（資格確認書、マイナ保険
証、被保険者証）ほか本人確認書類
（ �8ϖʔδ本人確認に必要な書類参照）

　後期高齢者医療制度のかたは ��ϖʔδ

はり・きゅう・マッサージの受療費の助成

国民健康保険税の課税
問 �อ೥ۚ՝ො՝୲౰ࠃ �☎888�����

納めるかた

納税通知書

税額の計算

減免制度

失業に伴う軽減
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○納付の相談はこちらへ
　災害などにより納付が困難になった場合は、分割
納付や減免制度などがありますので、お早めにご相
談ください。
໰͍߹Θͤ／�国保年金課収納推進室収納担当

☎888�����

　年に一度、秋田市国民健康保険に加入している40歳
以上のかたは、特定健康診査を自己負担なしで受診で
きます。また、健診の結果に応じて、保健指導で食生活
や運動などのアドバイスが受けられます。
　後期高齢者医療制度に加入のかたも、特定健康診査
と同様の健康診査を受診することができます。
　受診方法など詳しくは、受診券と同封の「健診のお知
らせ」や市ホームページなどでお知らせします。
　国民健康保険、後期高齢者医療制度以外のかたは、お
勤め先などの担当者へご確認ください。

出産予定の（出産した）国民健康保険の加入者のかた
を対象に、産前産後の一定期間分の所得割額と均等割
額を軽減する制度があります。妊娠85日（4カ月）以上の
出産（死産などを含む）が対象です。届出が必要です。

産前産後期間の軽減

　「納付書払い」「口座振替」「年金からの引き落とし（※
条件あり）」のいずれかにより納付することができま
す。「納付書払い」「口座振替」のかたは7月から3月まで
の9回、「年金からの引き落とし」のかたは年金支払日ご
との6回の納付となります。

国民健康保険税の納付

問 �อ೥ۚ՝ऩೲਪਐࣨ؅ཧ୲౰ࠃ �☎888�����

納付方法

　世帯主の公的年金（遺族年金などの非課税年金を含
む）から国保税が引き落としされます（特別徴収）。年金
の受給額が年額18万円未満の場合や、介護保険料と合
わせた1回当たりの特別徴収の金額が年金受給額の2分
の1を超える場合などは除きます。
※�特別徴収の対象となるかたであっても、本人からの
申し出により口座振替による納付を選択することが
できます。その場合、7月から翌年3月までの各納期の
末日に指定口座から引き落としになります。

国保に加入している世帯員全員
（世帯主を含む）が65歳～73歳の場合

問 �อ೥ۚ՝ො՝୲౰ࠃ �☎888�����

・�口座振替にすると、納期のたびに銀行などに出向い
て納める手間が省けます。
・�納期限を忘れて督促や延滞金の請求を受けることが
なくなります。
ৼସͷखଓ͖࠲ޱ
　預貯金口座のある市内の金融機関または国保年金課
の窓口へ、納税通知書、預貯金通帳とその通帳の印鑑を
お持ちになり、お申し込みください。
※�一部の金融機関は、秋田市Web口座振替受付サービ
スから申し込むことができます。
※�口座振替で納付している世帯の一部の国保加入者
が、後期高齢者医療制度に移行するなど異動があっ
た場合でも、同じ世帯の国民健康保険税は、特に申し
出がない限り、引き続き同じ口座から引き落としに
なります。

問 �อ೥ۚ՝ऩೲਪਐࣨ؅ཧ୲౰ࠃ �☎888�����

納付は口座振替が便利です

特定健康診査・特定保健指導
問 ಛఆ݈਍՝� �☎888�����
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຿ۀ ՝໊ ి࿩番߸
ҩ຿ɹༀ຿ɹ໔ڐʢҩྍैࣄ ɾऀӫཆ ɾ࢜ௐཧࢣͳͲʣ 保健総務課 ☎883-1170
֤छݕ਍ɹ݈ͮ͘߁ΓɹӫཆɹࣃՊอ݈ 保健予防課 ☎883-1176・1177・1178
༧๷઀छ 健康管理課 ☎883-1179
છ঱ɹ೉පײ 〃 ☎827-5250
ਫ਼ਆอ݈ɹࣗࡴରࡦ 〃 ☎883-1180
৯඼ɹཧඒ༰ 衛生検査課 ☎883-1181
ɹೣݘ 〃 ☎883-1182

　胃がん検診（胃部X線、内視鏡）、胸部検診（結核・肺が
ん）、前立腺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮
頸がん検診、骨粗しょう症検診、おとなの歯科健診、後
期高齢者歯科健診を実施しています。詳しくは、健診ガ
イドや市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1005381】

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

※休日・夜間の緊急連絡先☎863-2222（秋田市役所警備員室）

生活習慣病予防と健康づくり

秋田市保健所（場所は 30ページ参照）

問 อ݈༧๷՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

検診を受けましょう

　自身の健康・健診・医療の記録など
を記入できる「健康手帳」を差し上げ
ます。

ର৅
　40歳以上で希望するかた

ަ෇૭ޱ
　保健予防課、介護保険課、国保年金
課、特定健診課、後期高齢医療課、東部市民サービスセ
ンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービス
センター（別館除く）、北部市民サービスセンター、河辺
市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅
東サービスセンター。保健師による地域での健康教育・
相談時にも差し上げます。

問 อ݈༧๷՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

健康手帳の交付

※詳しくはお問い合わせください。

΢Οοάʢ͔ͭΒʣ 上限25,000円

ೕ๪ิਖ਼۩ 上限20,000円

　がん治療の影響によりウィッグおよび乳房補正具を
購入したかたを対象に、購入費用を助成する事業を実
施しています。

ॿ੒ֹۚ

問 อ݈༧๷՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

がん患者支援

献血にご協力を
パーΫΔ͏΀݂ݙ ☎8������1
（定休日　火・土曜、年末年始）
川尻町字大川反233-186
（県赤十字血液センター内）

ड෇࣌ؒ
・全血献血／�9：00〜12：00（成分献血は11：00まで）

13：00〜16：00（成分献血は15：00まで）

アトリΦϯ݂ݙルーϜ ☎8����811
（定休日　アトリオン休館日、年末年始）
中通二丁目3-8（アトリオン1階）

ड෇࣌ؒ
◦全血献血／�10：00〜13：00（成分献血は12：00まで）

14：00〜17：00（成分献血は16：00まで）

アプリでいつでも༧໿Մ能ʂ
登録方法など
詳しくは右の
コードから
市ホームページへ
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　医療に関する相談や苦情に応じます。原則、電話相談
で、面談を希望する場合は予約が必要です。

૬ஊ೔ 平日　9：00〜12：00、13：00〜16：00

問 ☎88��1���

医療安全支援センター（保健総務課内）

　妊娠を希望する女性およびその配偶者ならびに抗体
価が低い妊婦の配偶者を対象に、風しん抗体検査およ
び予防接種にかかる費用を助成します。
　助成方法などは、健康管理課へお問い合わせいただ
くか市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1018099】

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��11��

成人の風しん抗体検査・予防接種

　精神疾患に関することや心の健康づくり全般につい
て相談に応じます。

૬ஊ೔ �月〜金曜（祝日、年末年始を除く）
8：30〜17：00
（来所相談は予約が必要です）

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��1180

保健師などによる「こころの相談」

　心の問題をかかえているご本人のお話を聴き、ご本
人が問題解決できるようにサポートします。

૬ஊ೔ �水曜（祝日、年末年始を除く）
13：15〜17：00（予約制）

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��1180

臨床心理士による「こころのケア相談」

　医療的な観点から、心の問題をかかえている本人や
関係者などの相談に応じます（原則、通院していないか
たが対象です）。

૬ஊ೔ �第1・3木曜（祝日、年末年始を除く）
13：30〜16：00（予約制）

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��1180

精神科医による「精神保健福祉相談」

　健康について保健師、栄養士、歯科衛生士が相談に応
じます（現在治療中のかたはかかりつけの医療機関お
よび歯科医院へご相談ください）。

૬ஊ೔ �月〜金曜（祝日、年末年始を除く）
9：00〜16：30

問 อ݈༧๷՝� �☎88��11��ɾ11��ɾ11�8

健康相談

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��11��

65歳以上のかたのインフルエンザ
定期予防接種

　65歳以上のかたがインフルエンザの予防接種を受け
るとき、接種費用の一部を公費で負担します。自己負担
額、実施時期などは広報あきたでお知らせします。

ରɹ৅ �①接種日に満65歳以上のかた
②�接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん
臓・呼吸機能や免疫機能に身体障害者手帳
1級相当の障がいのあるかた

࣍ͷϖʔδʹଓ͘

　対象となるかたが高齢者の肺炎球菌感染症の予防接
種を受けるとき、接種費用の一部を公費で負担します。
　対象となるかたには、個別にはがきでお知らせして
います。

ରɹ৅ �今までこのワクチンを接種したことがなく、
次の①か②に該当するかた
①�接種日に65歳のかた（65歳の誕生日の前
日から66歳の誕生日の前日まで）

���　　　　②�接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん
臓・呼吸機能や免疫機能に身体障害者手帳
1級相当の障がいのあるかた

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��11��

高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種
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　対象となるかたが帯状疱疹の予防接種を受けると
き、接種費用の一部を公費で負担します。対象となるか
たには、個別にはがきでお知らせしています。

ରɹ৅ �次の①か②に該当するかた�
①�各年度ごとに年度末の3月31日までに、
65・70・75・80・85・90・95・100歳以上と
なるかた（101歳以上は令和7年度のみ）

���　　　　②�接種日に60歳以上65歳未満で、免疫機能
に身体障害者手帳1級相当の障がいのあ
るかた

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��11��

高齢者用帯状疱疹ワクチン定期予防接種

　65歳以上のかたが新型コロナウイルス感染症の予防
接種を受けるとき、接種費用の一部を公費で負担しま
す。自己負担額、実施時期などは広報あきたでお知らせ
します。

ରɹ৅ �①接種日に満65歳以上のかた�
②�接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん
臓・呼吸機能や免疫機能に身体障害者手帳
1級相当の障がいのあるかた

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��11��

65歳以上のかたの新型コロナウイ
ルス感染症定期予防接種

　匿名でHIV検査と相談ができます。検査は無料。電話
で予約してください。
　検査結果は1時間程度で医師がお知らせします。希望
するかたは同時に性感染症抗体検査（性器クラミジア・
梅毒）を受けることができます。

೔ࢪ࣮ ʢ࣌༧໿੍ʣ �第2水曜　午前�
第3木曜　午後�
第4月曜　夜間�
※�日程が変わる場合がありますので
電話や市ホームページでご確認く
ださい。�【広報ID番号：1005570】

ձɹ৔ �市保健所�
※�保健師による電話相談は随時行っています。

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎8������0

HIV検査・相談

　肝炎ウイルス検査（B型、C型）を無料で受けることが
できます。今までに肝炎ウイルス検査を受けたことが
ないかたが対象です。電話で予約してください。

อ݈ॴでͷࠪݕ
೔࣌ࢪ࣮ �第2水曜　14：00〜15：00�

※�日程が変わる場合がありますので電話で
ご確認ください。

ձɹ৔ 市保健所

ҩྍؔػでͷࠪݕ
　市内82か所の医療機関で検査を受けることができま
す。受診券を発行しますので、健康管理課へお申し込み
ください。

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎8������0

肝炎ウイルス検査

　食肉検査、食鳥検査を行います。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

� Տลਆ಺ࣈಊࡔ���� �問 ☎88������

秋田市食肉衛生検査所
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　核家族化が進んだ今、実際に家族だけで介護を行う
ことが難しくなっています。介護を社会全体で支え、利
用者が必要とするサービスを安心して受けられる仕組
みが「介護保険制度」です。

ୈ1߸ඃอऀݥ
以্のかたࡀ��
෇Λड͚ΒΕΔ͔ͨڅ

　�介護が必要と認定されたかた（どんな病気やけがが
原因で介護が必要になったのかは問いません）

ୈ�߸ඃอऀݥ
のかた（医療保険に加入しているかた）ࡀʙ�4ࡀ40
෇Λड͚ΒΕΔ͔ͨڅ

　�介護保険の対象となる特定疾病が原因で、介護が必
要であると認定されたかた

ਃ੥ड෇૭ޱ
　介護保険課、西部市民サービスセンター、南部市民
サービスセンター（別館除く）、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセ
ンター、駅東サービスセンター
　介護サービスを受けるためには、上記の窓口に要介
護認定を申請する必要があります。認定されると要介
護区分に応じたサービスの利用ができます。
　申請は法令で定められた地域包括支援センター、居
宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこ
ともできます。申請があると、調査員（市職員など）がご
自宅などを訪問し、心身の状態を調査します。その結果
と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家
で構成する介護認定審査会で審査・判定します。サービ
スの種類や利用方法については、ケアマネジャーにお
問い合わせください。
ਃ੥すΔͱ͖はʜ

・�65歳以上のかたは介護保険被保険者証とマイナン
バーカード（コピーでも可）をお持ちください。
・�40歳〜64歳の第2号被保険者のかたは、マイナン
バーカード（コピーでも可）と、特定疾患を確認でき
る書類の写しをお持ちください。
・�主治医を記入する欄がありますので、医師の氏名と
所属医療機関の名称をご確認の上、お越しください。

予防と安心のための制度です
問 հޢอݥ՝� �☎888�����

被保険者

ͷ͔ͨࡀ��ʙࡀ�0
Ճೖ͍ͯ͠Δ͔ͨʹݥอ߁ຽ݈ࠃ
介護保険分を国民健康保険税に合わせて納めていただ
きます。詳しくは、 �0ϖʔδの「国民健康保険税の
課税」をご覧ください。
Ճೖ͍ͯ͠Δձࣾһ΍ެ຿һͳͲʹݥอ߁Ҏ外ͷ݈ݥอ߁ຽ݈ࠃ
それぞれの健康保険料と介護保険分の保険料を合わせ
て、毎月の給与から差し引かれます。

Ҏ্ͷ͔ͨࡀ��
　保険料は所得などに応じて13段階の区分に分けられ
ます。年金額が年額18万円以上のかたは年金から引き
落とし、それ以外のかたは納付書や口座振替などで納
めていただきます（年度途中に65歳になったかた、転入
されたかたなど、一時的に納付書で納めていただく場
合があります）。
　保険料の納入通知書は、6月末ころにお送りします。

問 հޢอݥ՝อݥྉ୲౰� �☎888�����

介護保険料と納め方

介護保険サービスを利用するには

問 հޢอݥ՝ೝఆ୲౰� �☎888�����

要介護認定の申請を
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ീڮ஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ڠࣾ

八橋南一丁目8-2
☎883-1465

八橋（八橋字イサノ
を除く）、高陽、山王、
大町、旭北、千秋（千
秋久保田町を除く）

઒ݩ஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ڠࣾ

旭南一丁目8-12
☎853-5968

旭南、川元、川尻、
茨島、卸町

ઘ஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
Ϧϯσϯό΢Ϝ

泉菅野二丁目17-11
☎896-5960 泉、保戸野

த௨஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
βɾαϩϯ޾

中通六丁目4-27
☎827-3323 中通、南通、楢山

౦௨஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ͻͩ·Γ

東通仲町4-1
秋田拠点センター
アルヴェ5階
☎884-1405

手形、手形山、東通、
千秋久保田町

Ѵ઒஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
༑༡

旭川南町8-28
☎838-1011

旭川、新藤田、濁川、
添川、山内、仁別、
柳田、太平、下北手

໘஍Ҭแׅ޿
ԉηϯλʔࢧ
ͷԂࡩ

広面字高田328-1
B号
☎853-7240

広面、横森、桜、
桜ガ丘、桜台、
大平台、蛇野

Տล஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ڠࣾ

河辺北野田高屋字上
前田表66-1
☎882-5565

河辺

　高齢者のサービス利用のお問い合わせは、長寿福祉
課または市内各地域包括支援センターへどうぞ。
　各種サービスをまとめた冊子も差し上げています。
・「高齢者のためのくらしのしおり」
・「秋田市暮らしに役立つサービス」（民間サービスなど）

　高齢者のみなさんを介護・福祉・保健・医療など、さま
ざまな面から総合的に支えます。
རΛकΓ·すݖͷऀྸߴ

　お金の管理や契約の不安などの相談に応じます。ま
た、虐待の早期発見と防止に努めます。
෱ࢱαʔϏεͷਃ੥Λ͓ख఻͍͠·す
஍Ҭ͙ΔΈでऀྸߴΛࢧԉ͠·す

　「地域と自分のために何かやりたい」という団体を支
援し、高齢者を含めた地域の支え合いによる生活支援
サービスづくりを進めます。

ର৅ͱαʔϏε
以্でʜࡀ��
ͳ͔ͨ߁݈

　生活機能（自立して生活するために必要な能力）の維
持・向上に関するアドバイスなどをします。
ཁࢧԉೝఆऀ
ੜػ׆ೳͷ௿Լ͕ΈΒΕΔ͔ ʢͨ૯߹ۀࣄର৅ऀʣ
生活機能の向上などを目的とした介護予防事業や介護

予防・生活支援サービスを利用できるよう支援します。

高齢者福祉
問 ௕ण෱ࢱ՝� �☎888����8

地域包括支援センター

Ͳͳͨで΋
　介護や福祉、保健、医療に関することなど、高齢者の
ことならどんな相談にも応じます。「どこに相談するの
か分からない」という悩みもどうぞ。

高ྸऀのご家଒、ۙ 所のかたでも૬ஊできます
例えば…○認知症の親の徘

はいかい

徊がひどくて困っている。
　　　　○�近所のひとり暮らしの高齢者が、閉じこも

りがちで買いものにも行けないようだ。
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୲౰ͷ஍Ҭแׅ
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উฏ஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
γϯγΞ

新屋朝日町12-1
☎883-3055

勝平、
新屋（雄物川北側）

৽԰஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
Τϯσόʔ

新屋大川町18-7
☎888-8761

新屋（雄物川南側）、
浜田、下浜、豊岩

ౡ஍Ҭแׅڇ
ԉηϯλʔࢧ
ೆणԂ

牛島東三丁目9-1
☎838-0304

牛島、大住（大住南
二・三丁目を除く）、
山手台、上北手、南ケ
丘

ॴ໺஍Ҭแׅޚ
ԉηϯλʔࢧ
͚΍͖

御所野下堤五丁目
1-5
☎838-6382

仁井田、御野場、
四ツ小屋、御所野、
大住南二・三丁目

༤࿨஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
྘ਫԓ

雄和石田字苗代沢
25-1
☎881-3511

雄和

಺஍Ҭแׅࣉ
ԉηϯλʔࢧ
णޫԂ

寺内後城6-41
☎853-6300

寺内、土崎港南、
将軍野南、
八橋字イサノ

外Ѵ઒஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ίωΫτ

外旭川字ֿノ目
814-5
☎869-7755

将軍野東、将軍野、
外旭川

౔࡚஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
Ӭ֮ொ

土崎港中央一丁目
17-32
☎846-6471

土崎港東・中央・
西・相染町・古川町

൧ౡ஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
ۚणԂ

土崎港北ࣣ丁目
5-66
☎853-5820

土崎港北、港北、飯島
（+R奥羽本線東側）

Լ৽৓஍Ҭแׅ
ԉηϯλʔࢧ
χίχί

飯島川端三丁目
1-48
☎800-7075

飯島（+R奥羽本線西
側）、飯島字寄進田、
下新城、上新城、金足

ઃ໊ࢪ ॴࡏ஍ ి࿩番߸
ޫๆԓ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 添川字໼坂16-1 ☎868-1444

ೆणԂ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ

上北手猿田字後谷地
108-3 ☎829-0991

ઍळԓ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 外旭川字神田592 ☎869-7800

দणձ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 浜田字陳ϲ原35-31 ☎828-7630

Ԃָࡾ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 飯島字堀川84-20 ☎857-3101

౔࡚
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ

土崎港中央四丁目
4-26 ☎845-4123

Ԃָ޾
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 上新城中字片野4 ☎870-2226

৽੒Ԃ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 浜田字元中村280-9 ☎828-0022

ೆ௨
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 中通六丁目14-18 ☎837-2502

ͷԂࡩ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ 下北手ས平字登館8 ☎839-5977

;ΕѪͷཬ
ԉηϯλʔࢧޢ୐հࡏ

豊岩小山字中山
216-27 ☎888-8202

　在宅介護支援センターが地域の身近な相談窓口とし
て、高齢者からの相談に応じています。

在宅介護支援センター
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　要支援認定者および総合事業対象者で、心身の状況
により通所型介護予防事業への参加が困難なかたなど
が対象です。介護予防のため、保健師などが訪問して必
要な相談、指導などを実施します。

ར༻ճ਺ 利用者それぞれの状態により決定します
ར༻ྉ 無料

˙�おおむねࡀ��以্のͻとり฻らしのかたな
どがར༻できます。

　高齢、障がい、病気などのため調理が困難なかたへ食
事を配達し、安否確認を行います。

ར༻ճ਺ 1日1回で、1週間に3回まで
ར༻ྉ �配食サービスの事業者やメニューにより異

なります

　ひとり暮らしの高齢者などに緊急事態が発生した場
合、ボタンを押すだけで関係機関や協力員に救助を求
めることができる装置をお貸しします。なお、申し込み
の際は原則協力員が必要となります。

ར༻ऀෛ୲ֹ �本人の介護保険料の段階により異なり
ます

　要支援認定者および総合事業対象者のからだの機能
を改善するための短期集中型（約3カ月）の介護予防教
室です。

ར༻ճ਺ �1週間に1回または2週間に1回（利用者の状
態によります）

ར༻ྉ �介護予防プログラムにより異なります。
1回230円〜260円

ઃࢪࢪ࣮ �デイサービスセンターなど

通所型介護予防事業

訪問型介護予防事業

配食サービス（食の自立支援事業）

緊急通報システムをお貸しします

˙�հޢ保ݥのཁࢧԉೝ定ऀおよͼ૯合事業ର
৅ऀがར༻できます。

　生活機能の向上などを目的に、訪問型サービスや通
所型サービスを提供します。

ର৅ऀ
・要支援認定者
・生活機能の低下がみられるかた（事業対象者）
・�市が補助する団体などによるサービス事業を利用し
ていたかたで、要介護となったあとも引き続き同様
のサービスの利用を希望するかた

ର৅ऀͷܾఆํ๏ۀࣄ
　基本チェックリスト（生活機能に関する質問票）の結
果に基づき判定します。
質問項目…�階段を手すりや壁をつたわずに昇ってい

ますか？週に1回以上外出していますか？
など

サービス・活動事業
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　満65歳以上のかたは、高齢
者コインバス専用のICカード
「シニアアキカ」を使用するこ
とで、市内の路線バス（リムジ
ンバス、高速バスを除く）とマ
イタウン・バスを100円で乗車できます。
　シニアアキカは、市の窓口で「引換証」を受け取って
から、秋田中央交通の窓口で交付の手続きをしてくだ
さい。
引換証の手続き（市の窓口）
　長寿福祉課、西部・南部（別館除く）・北部・河辺・雄和
の各市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩
見三内・大正寺の各連絡所

ඞཁͳ΋ͷ 身分を証明するもの
シニアアキカの手続き（中央交通の窓口）
　秋田駅東口・長崎屋の各バス案内所、秋田・臨海の各
営業所

ඞཁͳ΋ͷ 引換証、身分を証明するもの

　敬老会を主催する地区社会福祉協議会に開催費用を
補助します。

　後期高齢者医療の被保険者のかたに、はり・きゅう・
マッサージを市指定の治療院などで使用できる15枚綴

つづ

りの受療券（1日1回、1枚につき800円を助成）を交付し
ます。

ਃ੥ʹඞཁͳ΋ͷ 後期高齢者医療保険に加入している
ことが分かる書類

ਃ੥૭ޱʢฏ೔ͷΈʣ 長寿福祉課、西部・南部（別館除
く）・北部・河辺・雄和の各市民サー
ビスセンター、駅東サービスセン
ター、岩見三内・大正寺の各連絡所

※国民健康保険のかたは �0ϖʔδをご覧ください。

社会参加・生きがいづくりを応援

問 ௕ण෱ࢱ՝� �☎888�����

高齢者コインバス（シニアアキカ）

　満65歳以上で要介護認定を受けていないかたが、介
護施設などで行うボランティア活動に対してポイント
を付与し、年間最大5千円を交付します。

問 ळా市ࣾձ෱ٞڠࢱձ� �☎8�������

介護支援ボランティア制度

高齢者の生きがいと健康保持、社会奉仕、地域交流な
どの活動を自主的に行っている単位老人クラブ（おおむ
ね30人以上）と秋田市老人クラブ連合会に補助します。

問 ௕ण෱ࢱ՝� �☎888�����

老人クラブなどへの補助

問 ௕ण෱ࢱ՝� �☎888�����

敬老会への補助

問 ௕ण෱ࢱ՝� �☎888�����

はり・きゅう・マッサージの受療費の助成
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　子どもから高齢者まで誰もがふれあえる施設で、多
目的ホール、プレイルーム、会議室が無料で利用できま
す。プレイルーム以外は予約が必要です。また、各種交
流事業を開催しているほか、健康相談も受け付けてい
ます。

　高齢者の気軽な集いの場として無料で利用できま
す。また、介護予防の健康教室「いきいきサロン」も開催
しています。
・�八橋老人いこいの家
八橋本町一丁目4-3　☎8����0��
・�飯島老人いこいの家
飯島字堀川84-191　☎8�������
・�大森山老人と子どもの家
浜田字出小屋333-1　☎8�8�1��1
・�雄和ふれあいプラザ
雄和妙法字上大部77-1　☎88���0�1

　高齢者の介護予防や健康づくりの場として無料で利
用できます。ただし、ユフォーレ施設の利用には、別途
料金が必要です。

　高齢者の生きがいづくり活動や各種会合などに無料
で利用できます。また、各種講座を開催しているほか、
福祉に関する相談も受け付けています。

　三世代交流ホールや高齢者カルチャールーム、調理
実習室、健康学習室などを備えた市民交流施設です。

ീڮೆҰஸ໨8��
問 ळా市ࣾձ෱ٞڠࢱձ� �☎8�������

老人福祉センター（ふれあいセンター）

� ���ஸ໨1ޒॴ໺Լఅޚ �問 ☎8���0��1

御所野交流センター（御所野ふれあいセンター）

老人いこいの家・雄和ふれあいプラザ

河辺高齢者健康づくりセンター
（ユフォーレ内）
� Տลࡾ಺ؙࣈ෣1�1� �問 ☎88���111

�Տล๺໺ాߴ԰্ࣈલాද���1� �問 ☎881�1�01

河辺総合福祉交流センター

　陶芸室、茶室、和室、軽い運動ができるトレーニング
室などを備えています。無料で利用できます。

　民生委員・児童委員、主任児童委員は、社会奉仕の精
神で地域福祉の増進に努めています。各委員はそれぞ
れの担当地域で、高齢者や障がいのあるかた、生活に
困っているかた、援護が必要な子育て家庭などの相談
に応じています。相談内容や個人の秘密は必ず守られ
ますので、困っていることがあったらお気軽にご相談
ください。
　市内には民生委員・児童委員（区域担当）が639人、主
任児童委員が78人います（令和7年6月1日の定数）。各
地区の担当委員については、福祉総務課地域福祉推進
室へお問い合わせください。

秋田市社会福祉協議会のおもな事業
・地域福祉の推進（見守りネットワーク、安心キッ
ト、地区社協との連携など）
・ボランティア活動の推進（ボランティアセンター、
介護支援ボランティア制度の運営など）
・ふれあいさん派遣事業、福祉機器の貸し出しなど
・生活福祉資金の相談・受け付け
・市民小口資金の貸し付けなど
・居宅介護支援事業、通所介護事業、地域包括支援セ
ンターの運営
・権利擁護センター、手話通訳者設置事業など

　社会福祉法人秋田市社会福祉協議会は「誰もが安心
して暮らせるまちづくり」を合い言葉に、地域福祉の向
上に貢献しています。

　高齢者や知的障がい、精神障がいのあるご本人とそ
のご家族、支援関係者などから、成年後見制度利用など
の権利擁護を目的とした相談を受け、住み慣れた地域
で安心して暮らせるよう支援します。※相談無料

� ক܉໺ೆҰஸ໨10�81� �問 ☎8����0��

将軍野高齢者学習センター「松林館」

市民福祉を支える協力体制
問 ෱ࢱ૯຿՝஍Ҭ෱ࢱਪਐࣨ� �☎888����1

民生委員・児童委員、主任児童委員

問 ☎8�������

社会福祉協議会

問 ☎8���010�

秋田市権利擁護センター
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αʔϏε໊ ಺༰ ৚݅ͳͲ

੒೥੍ݟޙ
౓ར༻ଅਐ
ۀࣄ
ʢத֩ؔػʣ

市民向けセミナーや出前講
座の開催、成年後見制度など
の利用相談、後見人などから
の相談対応、成年後見制度利
用促進のためのネットワー
クづくりをします。

೔ৗੜࣗ׆
ۀࣄԉࢧཱ

判断能力に不安のある高齢
者や知的障がい、精神障がい
のあるかたに、福祉サービス
の利用援助、日常的な金銭管
理、書類などの預かりなどを
行います。

利用料1時間1,500
円
以降30分ごとに
750円（生活保護世
帯は無料）

๏ਓࣄݟޙ
ۀ

家庭裁判所から選任され、社
会福祉協議会が法人として
成年後見人などになります。

ご本人の財産状況
などに応じ、家庭裁
判所の裁量により
報酬額が決まりま
す。

問い合わせ
秋田市権利擁護センター
八橋南一丁目8-2　秋田市老人福祉センター1階
☎862-0102　ＦＡＸ862-8900
ホームページ　https://www.akita-city-shakyo.jp/kenri-

yougo/

΋͠΋ͷͱ͖ʹ໾ཱͭ҆৺Ωοτ�
͋ͳͨはઃஔ͍ͯ͠·す͔ʁ

˒҆৺Ωοτͱはʁ
　あらかじめご自身の医療情報や緊急連絡先などを記
入した安心カードを、専用の容器またはファイルに入
れ冷蔵庫に保管しておくことで、自宅で具合が悪くな
り救急車を呼ぶなど「もしも」のときに、救急隊がその
情報を確認し、迅速な対応をする際に活かすものです。
　また、外出先でも迅速に情報を伝えることができる
「安心キット携帯版」も配布しています。名刺サイズに
なるので、財布やかばんなどに入れて持ち歩くことが
できます。

保管容器 保管ファイル 安心キット携帯版

　安心キットは希望されるみなさんに無料で配布しま
す（保管容器か保管ファイル、どちらか1つを選択）。お
住まいの地域の地区社会福祉協議会または地区担当民
生委員、町内会長へご相談ください。
໰͍߹Θͤઌ
秋田市社会福祉協議会　八橋南一丁目8-2
☎8�������
��https://www.akita-city-shakyo.jp/publics/index/67/

　ボランティアセンターでは、ボランティア活動につ
いての相談、紹介、情報提供などを行っています。個人・
団体、活動経験・年齢を問わず、幅広く登録を受け付け
ていますので、お気軽にご相談ください。
ϘϥϯςΟΞηϯλʔ ☎8�������

ボランティアに興味があるかたへ

　働きたくても働けない、住む所がないなど、生活全般
にわたる困りごとの相談窓口です。ご家族など周りの
かたからの相談も受け付けます。

生活に困っているかたへ
問 ෱ࢱ૯຿՝� �☎888�����

　生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは
相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、ど
のような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的
な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた
支援を行います。

自立相談支援事業

離職や世帯収入の減少などにより住宅を失ったかた、
または失うおそれの高いかたには、就職や家計の改善に
向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相
当額を支給するほか、転居費用相当額を支給します（上
限あり）。生活の土台となる住居を整えた上で、就職や家
計の改善に向けた支援を行います。

住居確保給付金支給事業

　生活に困っている世帯の家計に関する問題に対し
て、必要な情報の提供や助言を行うなど、継続的な支援
を行います。

家計改善支援事業

　就労に向け準備が必要なかたを対象として、生活習
慣の改善やコミュニケーション能力の形成など、一般
就労に必要な基礎能力の習得に向けた支援を行いま
す。

就労準備支援事業
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　病気やけがなどで働けなくなったり、働き手を失っ
たりして世帯の収入が減り、家族の力だけでは生活で
きなくなった場合に、生活費や医療費などの足りない
部分を補い、一日も早く自分の力で生活できるように
手助けするための制度です。
　生活保護申請は国民の権利です。生活保護を必要と
する可能性はどなたにもあるものですので、ためらわ
ずにご相談ください。詳しくはお問い合わせください。

　低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対し、失
業などによる生活資金、修学に必要な教育資金、転宅費
用など貸し付けの受け付けをしています。所得制限や
連帯保証人が必要な場合もありますので、詳しくはお
問い合わせください。

　市内在住6カ月以上の生計を営む成年者で、一時的な
出費などによって生活が困難になった低所得者に対し
て6万円まで貸し付けしています。ただし、連帯保証人
が必要です。詳しくはお問い合わせください。

　健康管理課では、精神障がいに関する相談に応じて
います。精神障害者保健福祉手帳の申請は健康管理課
へどうぞ。

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����ɾ⁳888�����

障がいのあるかたへのサービス

障がいのあるかたのために

生活保護制度 問 อޢୈҰ՝� �☎888�����
อޢୈೋ՝� �☎888����0

資金の貸し付けを受け付けています
問 ळా市ࣾձ෱ٞڠࢱձ� �☎8�8�����

生活福祉資金

市民小口資金

　障がい福祉課では、体が不自由なかたや知的障がい
のあるかたの相談に応じています。身体に障がいのあ
るかたは身体障害者手帳、知的障がいのあるかたは療
育手帳の申請ができます。また、補装具の交付・修理・借
り受けなどの手続きも障がい福祉課でできます。

身体障害者手帳・療育手帳のご相談は障がい福祉課へ
問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����ɾ⁳888�����

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��1180ɾ⁳88��11�8

精神障害者保健福祉手帳のご相談は健康管理課へ

　詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

　20歳以上で在宅の重度障がい者（身体障害者手帳1
〜2級程度の障がいが重複しているなど）で、常時特別
の介護を必要とするかたに特別障害者手当を支給しま
す。所得制限があります。
・月額　29,590円（令和7年4月分から）
・年4回支給（2月・5月・8月・11月）

8�ϖʔδをご覧ください

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����ɾ⁳888�����

福祉医療制度

　20歳未満で心身に重度の障がいのある日常生活にお
いて常時介護を必要とするお子さんに障害児福祉手当
を支給します。在宅のかたが対象です（所得制限あり）。
・月額　16,100円（令和7年4月分から）
・年4回支給（2月・5月・8月・11月）

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����ɾ⁳888�����

障害児福祉手当

　20歳未満で心身に中程度以上の障がいのある在宅の
お子さんを扶養している父母（または養育者）に特別児
童扶養手当を支給します。所得制限があります。
・月額　�1級（重度）56,800円（令和7年4月分から）

2級（中度）37,830円（令和7年4月分から）
・年3回支給（4月・8月・11月）

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����ɾ⁳888�����

特別児童扶養手当

問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����ɾ⁳888�����

特別障害者手当

　視覚障がい者で、希望するかたに、広報あきたを音訳
し、CDに録音した「声の広報」を毎月2回、点字による点
字広報を3カ月に1回お送りしています。
・声の広報…広報広聴課　☎888����1ɹ⁳888�����
・点字広報…障がい福祉課　☎888�����ɹ⁳888�����

声の広報・点字広報
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　地域で生活する障がい者または障がい児や、そのご
家族が抱えている日常生活における困りごとの相談を
お受けします。
　また、各種サービスの情報提供や関係機関との調整、
サービス利用時の代行業務も行っています。必要に応
じ訪問もいたします。
・身体障がい関係…障がい者生活支援センターほくと�
　下新城中野字街道端西11-1
　☎8����80�ɹ⁳��8�������
・知的障がい…竹生寮�
　柳田字竹生168　☎8�������ɹ⁳��8�����1�
・療育支援関係…子ども発達支援センター　オリブ園�
　新屋表町8-5　☎8�8����0ɹ⁳��8�8�818�
・精神障がい関係…指定相談支援事業所クローバー�
　飯島道東二丁目13-20　☎8������8ɹ⁳��8������8

　障がいのあるかたやそのご家族が、住み慣れた地域
で安心して生活できるよう、さまざまな困りごと、心配
ごとなどの相談に応じて支援を行います。
・�秋田市基幹相談支援センター　☎888���8�ɹ⁳��888�����

　聴覚障がいのあるかたが、医療機関での受診や市民
サービスセンターなどでの行政手続きをする際に、タ
ブレットやスマートフォンを活用して遠隔で手話通訳
を行うサービスを無料で利用できます。利用には予約
が必要です。
　なお、ご自身のスマホまたはタブレット端末を使用
するかたは、障がい福祉課窓口で事前登録が必要です。
お持ちでないかたは、貸出し用のタブレット端末をご
利用ください。
ར༻࣌ؒ �平日8：30（駅東サービスセンターは9：00）

〜17：15（年末年始を除く）
໰͍߹Θͤ

　�障がい福祉課　☎888�����ɹ⁳��888�����

遠隔手話通訳サービス

障がいのあるかたやそのご家族の相談
機関には、次のようなところがあります

͖͋ͨ૯߹ࢧԉΤϦΞʮ͔͕΍͖ͷٰʯ
　子どもの医療・福祉・教育を支援する施設が集まった
総合エリアです。
・�秋田県立医療療育センター�
南ケ丘一丁目1-2　☎8�����01
・�秋田県発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」�
南ケ丘一丁目1-2　☎8���80�0
・�特別支援学校（秋田県立視覚支援学校、秋田県立聴覚
支援学校、秋田県立秋田きらり支援学校）

ळాࢠݝͲ΋ɾঁ ɾੑোऀ֐૬ஊηϯλʔ
　手形住吉町3-6　☎8�1���01

ळాোऀ֐৬ۀηϯλʔ
　川尻若葉町4-48　☎8�����08

�΢ΣϧϏϡʔ͍ͣΈোऀ֐बۀɾੜࢧ׆ԉ
ηϯλʔ

　泉菅野二丁目17-27　☎8����088

市内の障がい福祉関係機関
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೥ ɾྸཁ݅ උߟ
ᶃॏ౓৺਎ো͕͍ࣇʢऀʣ
　�身体障害者手帳1〜3級を持っている
かた
　療育手帳Aを持っているかた
　�精神障害者保健福祉手帳1級を所持
し、自立支援医療（精神通院）の支給を
認定されているかた

原則所得制限なし。
ただし、対象者が社
会保険の本人（※）の
場合のみ所得制限あ
り

ᶄྸߴ਎ମো͕͍ऀ
　�65歳以上の身体障害者手帳4〜6級を
持っているかた

所得制限あり
対象者が社会保険の
本人（※）の場合は該
当しません

োがいࣇ（ऀ）の福祉医療੍౓のର৅になΔかた
担当課：障がい福祉課

※�ここで言う「社会保険の本人」とは、国民健康保険（国保組合を
含む）および後期高齢者医療以外の健康保険に加入している被
保険者をさします。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

福祉医療を受͚られないかた
❶秋田市に住所のないかた
❷健康保険に加入していないかた
❸�社会保険の本人（高齢身体障がい者のみ）
❹生活保護を受けているかた
❺�公費負担医療の適用を受け、医療費の自己負担分の
ないかた

　小児慢性特定疾病に該当する18歳未満（継続の場合
は20歳の誕生日の前日まで）のかたに医療受給者証を
交付し、医療費を助成します。詳しくは市ホームページ
をご覧ください。

【広報ID番号：1005935】

ඞཁॻྨ
　申請書、医療意見書、医療保険の資格情報が確認でき
る書類、所得・課税証明書、個人番号確認書類など
※�世帯の状況により必要書類が変わります。対象とな
る疾病や必要書類など手続きについては、子ども健
康課へお問い合わせください。

��ϖʔδをご覧ください

೥ ɾྸཁ݅ උߟ
ᶃೕ༮ࣇɺখɾதֶੜ͓Αͼߍߴੜ೥୅
　�0歳から18歳に達する日以後最初の3
月31日まで

全員が該当
（所得確認あり）

ᶄ�ͻͱΓ਌Ոఉ౳ͷࣇಐʢ18ࡀʹୡす
Δ೔Ҏޙͷ࠷ॳͷ�݄�1೔·でʣ

　�母子家庭・父子家庭の児童
　父母のいない児童
　�父または母が重度の障がいにある家庭
の児童（詳しくはお問い合わせくださ
い）

所得制限あり

　福祉医療制度に該当するかたには、申請により「福祉
医療費受給者証」を交付します。診療を受けるときに、
医療機関の窓口へマイナ保険証などと一緒にこの受給
者証を提示すると、保険診療の自己負担分が助成され
ます。
　乳幼児、小・中学生および高校生などについては、0歳
児と市（区町村）民税の所得割非課税のかたのお子さん
を除き、自己負担分の半額の支払いが生じますが、医療
機関（入院、外来それぞれ）ごと、薬局は処方せんを出し
た医療機関ごとにそれぞれ原則月額1,000円が上限と
なります。

子どもの福祉医療੍౓のର৅になΔかた
担当課：子ども福祉課

医療費の助成

ҩྍ੍౓ࢱͲ΋ͷ෱ࢠ
問 �՝ࢱͲ΋෱ࢠ �☎888����1

ো͕͍ࣇʢऀʣͷ෱ࢱҩྍ੍౓
問 ো͕͍෱ࢱ՝� �☎888�����

子どもの福祉医療制度
障がい児（者）の福祉医療制度

国民健康保険の高額療養費支給

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

小児慢性特定疾病で通院・入院しているかたに
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◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

医療機関の窓口では、かかった医療費の1割、2割または
3割を支払います（表1）。自己負担割合は、マイナ保険証を
お持ちのかたは、オンライン資格確認で確認できます。マ
イナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書に併記し
ています。マイナ保険証か資格確認書を医療機関の窓口
にご提示ください（令和7年度は、マイナ保険証の保有状
況にかかわらず、全員一律に資格確認書を送付します）。
　自己負担額が、定められた限度額を超える場合は、超
えた分の額を支払う必要はありません。ただし、複数の
医療機関を受診し、限度額を超えた場合は、いったん窓
口で支払い、後日、「高額療養費」として支給されます。
また、同じ世帯の全員が住民税非課税の、区分Ⅰ、区分

Ⅱのかたは、入院したときの食事代が減額になります。

۠෼と自己負担割合（ද1）

①75歳以上のかた
②�65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を
受けたかた

۠෼ ߹ෛ୲ׂݾࣗ

໾ฒΈݱ
ॴಘऀ

໾ᶙݱ
ʢ՝੫ॴಘ��0ສԁҎ্ʣ

3割ݱ໾ᶘ
ʢ՝੫ॴಘ�80ສԁҎ্ʣ

໾ᶗݱ
ʢ՝੫ॴಘ1��ສԁҎ্ʣ
Ұൠᶘ 2割
Ұൠᶗ

1割۠෼ᶘ
۠෼ᶗ

※�マイナ保険証をお持ちのかたの限度区分はオンライン資格確
認で確認できます。
※資格確認書には、申請により限度区分を記載することができます。

　指定難病に該当し、認定基準を満たしているかたに、
特定医療費（指定難病）受給者証が交付され、指定難病
にかかる医療費が助成されます。
※�対象となる疾病や必要書類など手続きについては、
健康管理課へお問い合わせください。

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎8������0

指定難病で通院・入院しているかたに

自立ࢧԉ医療（ਫ਼ਆ通院）
　精神疾患で治療を受けているかたの通院医療費につ
いて、自己負担が原則1割となる制度です。なお、世帯の
所得に応じて、自己負担の上限額が設定される場合が
あります。
※�申請書、診断書は市保健所に備え付けてあります。世
帯の状況により必要書類が変わりますので、健康管
理課へお問い合わせください。

問 �؅ཧ՝߁݈ �☎88��1180

精神疾患で通院治療を受けているかたに

ಛఆෆ೛࣏ྍඅͷॿ੒
　特定不妊治療（体外受精、顕微授精、先進医療など）を
受けた場合の治療費を助成します。治療期間初日の妻
の年齢が43歳未満のかたが対象です。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

【広報ID番号：1005908】

Ұൠෆ೛࣏ྍඅͷॿ੒
　一般不妊治療（人工授精など）を受けた場合の治療費
を助成します。
ॿ੒্ݶ額・期ؒ
　1年度あたり5万円まで、通算2年間（24カ月）

　詳しくは子ども健康課へお問い合わせください。
　申請は子ども健康課で受け付けます。申請に必要な
書類は子ども健康課で差し上げるほか、市ホームペー
ジからダウンロードすることもできます。

【広報ID番号：1005911】

問 �՝߁Ͳ΋݈ࢠ �☎88��11��

不妊治療を受けているかたに 後期高齢者医療制度
問 �ҩྍ՝ྸߴظޙ �☎888����8

対象者

医療機関にかかるとき
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ཆඅྍֹߴ
同じ月の医療費が自己負担限度額を超えたときは、超え

た金額をお届けの預金口座に、後日、高額療養費として振
り込みます。後期高齢医療課に直接申請する必要はありま
せん。医療費は、病院・診療所・歯科の区別なく、調剤薬局で
の自己負担分も合算します。ただし、入院時の食事代やパ
ジャマ代など、保険の適用にならないものは含みません。

ίϧηοτͳͲิ૷۩Λશֹෛ୲ͨ͠ͱ͖
医師の指示で治療用のコルセットなど補装具を購入したとき

は、申請により、購入費の9割、8割または7割の払い戻しを受ける
ことができます。申請には診断書と領収書を添付してください。

10ׂෛ୲でҩྍؔػʹ͔͔ͬͨͱ͖
急病などでマイナ保険証や資格確認書を使わずに受診

し、医療費を全額負担したときは、申請して認められれば、
9割、8割または7割の払い戻しを受けることができます。
申請には診療報酬明細書と領収書を添付してください。

ඃอࢮ͕ऀݥ๢ͨ͠ͱ͖
葬儀を行ったかたに、申請により葬祭費5万円を支給します。

ཆඅྍࢉ߹ޢհֹߴ
1年間（前年8月1日から7月31日まで）の「医療費の自己負担額」

と「介護サービス利用料」の世帯の合計金額が、高額介護合算療養
費限度額を超えたときは、申請により超えた部分を「高額介護合算
療養費」として支給します。対象者には、申請書を郵送します。

ळాதԝަ௨όε
৽԰੢ઢ

ޱපӃ੢ཱࢢ

ޱපӃ౦ཱࢢ

ळాۜߦ
ళࢧԦࢁ

ிݝ

ΞΩタ
ύーΫ
ϗςϧ

໾ॴࢢ

ཱମ
றं場

ฏ໘றं場

御
休
通
り

ळాதԝަ௨όε
઒৲ׂࢁઢ

第2
றं場

第3
றं場

පӃཱࢢ

　市立秋田総合病院は、充実したスタッフと医療機器
を備え、万全の体制を整えて市民病院としての機能を
果たしています。

ॴࡏ஍　川元松丘町4-30

ड෇࣌ؒ　8：00〜11：30

਍೔ٳ
　土・日、祝日、年末年始

֎དྷ਍療׬શ༧໿੍
　待ち時間の短縮と混雑を解消する
ため、新患・再来すべての診療を予約制とします（救急
患者は除きます）。電話で予約ができます。なお、紹介状
を持たずに外来受診する場合は、診察料のほかに別途
料金がかかる場合があります。
電話予約センター
平日8：30〜15：30（土・日、祝日など、休診日を除く）
・�診察時に次回の予約をしたかたは、電話予約は不要
です。
・�予約の変更・取り消しもできます。なお、検査を伴う
場合は予約センターではなく、15：30〜16：30に各科
外来へお問い合わせください。

றं場・όεఀのごҊ内
・�駐車料金は、入場後30分まで無料、以後1時間につき
100円となります。ただし、外来患者のかたは、診察終
了後30分まで無料、以後1時間につき100円となりま
す。納入通知書または処方箋

せん

受け取り時に、必ずカウ
ンターでチェックを受けてください。詳しくは、市立
病院ホームページ｢駐車場・アクセス｣をご確認くだ
さい。
・�敷地内にもバス停が設置されています（市立病院西
口、市立病院東口）。

申請により受けられる給付

อݥྉ
保険料は、所得に応じて負担していただく「所得割額」と、加

入者全員から等しく負担していただく「均等割額」の合計額です
（100円未満は切り捨て）。所得が低いかたは、所得に応じて均等割
額が7割・5割・2割軽減される制度が設けられています。また、被用
者保険（国保、国組を除く）の被扶養者だったかたは、所得割額の負
担はなく、均等割額は、制度加入後2年間に限り5割軽減されます。
・所得割額（年額）…（総所得金額－43万円）×9.02%
・均等割額（年額）…加入者1人当たり45,260円
※上記は、令和7年度の保険料率などです。保険料率な
どは、令和8年度に見直されます。

ೲΊํ
年金額が年額18万円以上のかたは、原則、年金からの引

き落としとなり、それ以外のかたは納付書や口座振替で納
めていただきます。また、年度途中で加入（年齢到達・転入
など）したかたは、一時的に納付書や口座振替で納めてい
ただきます。なお、申し出により、納付方法を「年金からの
引き落とし」から「口座振替」に変更することができます。
※介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年
金支給額の2分の1を超える場合は「年金からの引き
落とし」の対象になりません。

後期高齢者医療保険料と納め方

市立秋田総合病院
問 ☎0��0�01��1�1

市立病院HP

駐車場・アクセス
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　引っ越しの際は、水道の使用開始や中止の届出が必要です。1週間ほど前までに上下水道局へご連絡ください。届
出の際は、「水道使用量・料金等のお知らせ」に記載のお客さま番号をお知らせください。なお、市内で引っ越しする場
合、口座振替のかたは引っ越し前の口座を引き継げますので、お申し出ください。

࣍ͷϖʔδʹଓ͘

水道・下水道

問 ্Լਫಓ局�͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1

引っ越しの際の届出

　水道料金と下水道使用料（農業集落排水施設使用料・個別排水処理施設使用料も同じ）は、水道の使用量をもとに算
定します。計算は、2カ月分の使用水量を分けて1カ月ごとに計算したものを合計します。月の途中で使用開始・中止
した場合、基本料金は使用日数に応じて日割計算されます。

水道料金・下水道使用料のしくみ

水道料金は
（ਫྔにԠじていただく料金༺࢖）料金ྔै+（ਫྔに関Θらͣいただく料金༺࢖）ຊ料金ج
からなっており、それぞれਫಓϝーλーの口ܘにより料金がҟなります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。【広報ID番号：1041233】

下水道使用料は
（にԠじていただく料金ྔ༺࢖）料༺࢖ྔै+（に関Θらͣいただく料金ྔ༺࢖）ຊ料金ج
からなっています。
下水道使用料は、水道の使用量に基づいて算定され、10㎥までは基本使用料に含まれています。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。【広報ID番号：1043897】
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ຖ݄ࢧ෷͍΋બ΂Δ࠲ޱৼସΛ͝ར༻͍ͩ͘͞
　口座振替は、�Χ݄෼͝ͱͷࢧ෷͍Λຖ݄ࢧ෷͍にす
ることもできるなど、大変便利です。口座振替の手続き
は、「水道使用量・料金等のお知らせ」、通帳、通帳印をお
持ちの上、市内各金融機関または上下水道局お客様セ
ンターの窓口でお申し込みください。

なお、納入通知書でのお支払い場所は、納入通知書裏面
に記載の取扱金融機関・コンビニエンスストア、スマート
フォンアプリ、上下水道局お客様センター、河辺市民サー
ビスセンター、雄和市民サービスセンターです。

○定期的に宅地内の漏水チェックを！

　宅地内で漏水が発生すると、漏水した水量分の
水道料金・下水道使用料は原則としてお客さまの
負担になりますので、定期的に漏水の点検をしま
しょう。
࿙ਫの֬ೝํ๏
①屋内・屋外のじゃ口をすべて閉める
②�水道メーターのパイロット部分が回転してい
るかどうか確認する

➡
　じゃ口を閉めてもパイロット部分が回転して
いる場合は漏水の可能性
があります。不安を感じ
たら上下水道局お客様セ
ンターへお問い合わせく
ださい。
☎8���8��1 ここが回転しているか確認

※メーターは一例です。

問 ্Լਫಓ局�͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1

水道料金・上下水道料金のお支払い

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。

　水道・下水道の工事や修理は、ळా市ࢦఆऀۀࣄ޻でͳ͚Ε͹で͖·ͤΜɻ工事を依頼するときは指定工事業者で
あることをご確認ください。工事後のトラブルを避けるため事前に業者から十分な説明を受け、複数の業者から見積
もりを取ることをお勧めします。
　最新の指定工事業者については、給排水課へお問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください。

【広報ID番号：1008310】

問 ্Լਫಓ局څ�ഉਫ՝� �☎8���8���

水道・下水道の工事や修理は秋田市の指定工事業者へ
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�Թਫث΍౬෸͔͠ثɺϘΠϥʔͷਫൈ͖΋๨Ε
ΐ͠·͍ߦʹͣ ʢ͏ৄ͘͠は֤ઃඋͷऔѻઆ໌
ॻΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ʣ

�

ਫൈ͖ખʢౚΓࢭΊʣΛ͔ͬ͠ΓดΊ·͠ΐ͏
　水を出した状態で水ൈきખのハンドルを完全に閉
めてください。ハンドルの中途半端な操作は漏水の
原因になり、水道料金も高くなってしまいます。ハン
ドルの開け閉めは最後まできちんと行いましょう。
ਫൈ͖ખʹ΋छྨ͕͋Γ·すɻνΣοΫͯ͠Έ·
͠ΐ͏ʂ
※�このほか、レバー式や床上
で操作する水ൈきખもあ
ります。

�
　上下水道局では、公共下水道などへ早期に接続して
いただけるよう、一般住宅・貸家などに対し、融資あっ
せん・助成金制度を設けています。
　公共下水道などが使えるようになったら、制度を利
用して速やかに水洗化工事を行い、衛生的でշ適な生
活を送りましょう。
༥ͤͬ͋ࢿΜ੍౓

※利子は上下水道局が負担します。

気温がマイナス4度以下のときや、一日中ණ点下の真
冬日が続いたときは水道管が凍結したり破྾しやすく
なったりします。また、風当たりがڧい場所はマイナス1
度〜2度でも凍結することがあります。凍結すると水が
出なくなるのはもちろん、完全に凍ってしまったら簡単
に解凍できないため、思わ͵出費になりかねません。
　本格的な冬が来る前に、じゃ口や水ൈきખを点検す
るなど、פい冬に備えましょう。

ϝʔλʔϘοΫεʹอԹࡐΛೖΕ·͠ΐ͏
　家庭にある発泡スチロールな
どを細かくࡅいてೞれないよう
ビニール袋に入れ、メーターを෴
うように٧めます。

�

袋に入れて

࿐ग़͍ͯ͠Δਫಓ؅ʹอԹࡐΛ͖ר·͠ΐ͏
　布きれや発泡スチロー
ルなどで෴い、ೞれないよ
うにその上からビニール
テープを巻きましょう。

1
ൃ๐ενϩʔϧ

Ϗχʔϧςʔϓなど

ͦれでも、ਫが出ないʂ
ʰ秋田市指定څਫ૷ஔ工事事業ऀ へɦお໰い合Θͤく
ださい。
解凍作業は有料です。工事費は水道工事店へお問い合

わせください。なお、アパートなどにお住まいのかたは
管理会社や大家さんに連絡の上、依頼してください。

෦԰શମΛஆ͔ͯ͘͠ϔΞυϥΠϠʔͷ೤෩Λ
౰ͯ·す

※�ドライヤーのスイッチを入れたままにして、その
場を離れないでください。火災の恐れがあります。

�

�ਫಓ؅ʹλΦϧͳͲΛ͖ר
෇͚ͯ೤Ίͷ͓౬ʢ໿�0ʙ80
౓ʣΛΏͬ͘Γ͔͚·す

※�直接熱湯をかけないでくださ
い。水道管が破྾する恐れがあ
ります。

1

࣍ͷϖʔδʹଓ͘

水道のౚ݁に஫ҙしましΐ͏
問 ্Լਫಓ局͓٬༷ηϯλʔ� �☎8���8��1

水道のౙ͡たく�つのポイント

ౚってしまったらʂ

ড়Խ૧・し尿

問 ্Լਫಓ局څഉਫ՝� �☎8���8���

トイレの水ચ化工事資金の
༥資あっせんなど

͘ΈऔΓศॴΛਫચτΠϨʹվ଄すΔͱ͖
・�融資限度額　一般住宅・貸家など　1戸　70万円
　※�ただし、貸家などで、くみ取り便所の数により5槽まで、1槽
あたり60万円で、最高300万円まで

・�償還方法　70回以内
ড়Խ૧͔ΒԼਫಓʹ੾Γସ͑Δͱ͖

・�融資限度額　一般住宅・貸家など　1戸　30万円
　※�ただし、貸家などで、浄化槽の数により5槽まで、1槽あたり
25万円で、最高125万円まで

・償還方法　30回以内
ഉਫͷΈΛ઀ଓすΔͱ͖ࡶ

・�融資限度額　一般住宅・貸家など　1戸　30万円
・償還方法　30回以内
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ॿ੒ֹۚ
։࢝ͷ೔͔Β�೥Ҏ಺ͷ͔ͨ༺ڙ 40,000円

˞ա͔ͨͨ͠ܦ։࢝ͷ೔͔Β�೥Λ༺ڙ 20,000円

ॿ੒੍ۚ౓
　トイレの水洗化や浄化槽から下水道へ切り替える工
事を自費で行うかたに助成金を交付します。
　ただし、融資あっせん制度を利用したかた、新築建
物、個人・法人の事業用、営業用の建物は除きます。

◦くみ取り業者とおもな担当地域
໊ऀۀ ి࿩ ͓΋ͳ୲౰஍Ҭ

ۀ࢈େޒ ☎862-4309 中央

ळా๺෦ਗ਼૟ۀڵ ☎845-4405 北部、雄和

ळాڥ؀γεςϜ ☎826-1525 南部

ळాӴੜࣾ ☎833-3125 西部

ઍळۀ࢈ ☎833-4207 東部

Տลਗ਼૟ࣾ ☎883-2227 河辺

　詳しくは環境都市推進課へ。

औѻ
۠෼ ୯Ґ

ֹۚ
ྩ࿨�೥�݄�0೔·で ྩ࿨�೥10݄1೔͔Β

ळా஍Ҭ Տล஍Ҭ
༤࿨஍Ҭ ळా஍Ҭ Տล஍Ҭ

༤࿨஍Ҭ
ఆ੍ֹ ① 608円 746円

ैྔ੍
② 2,387円 2,928円
③ � �238円 � �292円

※単位
　定額制：①1人につき月額（1歳未満を除く）
　従量制：�②180リットルまで、③180リットルを超える18リッ

トルごとに
※�定額制における1歳未満は無料ですが、1歳になったら担当業
者に届出してください。

　一般家庭のし尿くみ取りは、秋田地域（旧秋田市）で
は原則として毎月1回、定期的に行っています。料金は、
秋田地域が家族の人数に応じた定額制、河辺・雄和地域
が従量制となります。ただし秋田地域の場合、簡易水洗
トイレや泡式トイレ、あるいは家族の人数に比べてく
み取り量が著しく多い場合などは従量制になります。
※�定額制料金を支払っている家庭で、家族の人数が変
わった場合や長期不在のときは、速やかに担当業者
へ届出してください。

・し尿くみ取り料金

し尿くみ取り
問 �౎市ਪਐ՝ڥ؀ �☎888���0�

　秋田市内の都市ガスは13Aです。ガス器具は「都市ガ
ス13A用」をご用意ください。
（ご購入、取り付けなどのご相談は東部ガスへ）

都市ガス� 問 ౦෦Ψε� �☎8�������

ガス器具

※�令和8年度末をもって廃止となります（令和9年3月31日までに
交付決定を受けたものは対象となります）。

　便利な口座振替、クレジットカード払いをご利用く
ださい（お申し込み・お問い合わせは東部ガスヘ）。

　「ガスが出ない」「火がつかない」「お湯が出ない」など
でお困りのときは、休日、夜間を問わずご連絡くださ
い。

ガス料金のお支払い

ガス漏れやガス器具の不具合のときは

　引っ越しなどに伴うLPガス（プロパンガス）の使用に
ついては、各販売店へお問い合わせください。LPガスの
使用で困ったときは、秋田県LPガス協会お客様相談所
へ。☎01�0��������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ
ड෇࣌ؒ
月〜金曜（祝日、年末年始を除く）9：00〜17：00
※販売店の紹介は行っていません。

LPガス

　新築・増改築などに伴うガス工事につ
いては、東部ガスにお申し込み、お問い合
わせください。
　ホームページでもお申し込みいただけ
ます。

ガス工事のお申し込み

　使用開始、使用中止の2〜3日前までに
ご連絡ください。
　ホームページでもお申し込みいただけ
ます。

引っ越しのご連絡
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ड෇࣌ؒ �平日・休日を問わず、24時間受け付けます。
　ホームページ（https://nw.tohoku-epco.co.jp/）に
も「停電情報」を掲載しておりますので、ご覧ください。
東北6県と新潟県の停電情報が一目で分かる「停電通知
アプリ」もありますのでご活用ください。切れて垂れ下
がっている電線を見つけた場合、感電の恐れがありま
すので、近づいたり、触れたりせず、お電話をお願いい
たします。
　停電のほか、カラスが巣をつくっている場合や電線
の近くで作業する場合もこちらにお電話ください。

ड෇࣌ؒ �月〜金曜（祝日、年末年始を除く）�
9：00〜17：00

下記のコードからホームページをご覧いただけます。

東北電力株式会社

各種お問い合わせ（電気料金・ご契約内容の確認など）
問 ☎0��0���0���0ʢφϏμΠϠϧʣ

停電などのお問い合わせ
౦๺ిྗωοτϫʔΫ

問 ☎01�0�1������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ

停電・緊急時のお問い合わせ

ड෇࣌ؒ ��月〜金曜（祝日を除く）�
9：00〜17：00

　電柱・電線などの電気設備や電柱敷地料にかかわる
お問い合わせは、こちらにお電話ください。
　停電や停電の可能性がある緊急な場合は、停電・緊急
時のお問い合わせ先へお電話ください。
下記のコードからホームページをご覧いただけます。

東北電力ネットワーク

問 ☎01�0�1������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ

電気設備に関するお問い合わせ

　お引っ越しの日にちが決まりましたら、お早めにお
申し込みください。ご契約の廃止にともない建物を解
体（引込線・メーターの取り外し）する場合は、お電話に
て承ります。

　ご契約に関するお申し込みは、24時間待ち時間なし
でお手続き可能なWEB申込が便利です。

問 ☎01�0�0������ʢϑϦʔμΠϠϧʣ

ご契約のお申し込み（引っ越し・アンペア
変更・ご契約名義・お支払い方法の変更など）

電気の手続き（東北電力の場合）

ड෇࣌ؒ �月〜金曜（祝日、年末年始を除く）�
9：00〜17：00
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　国や県で調査した、市内の土地1㎡あたりの価格の一
覧表を、都市計画課などでお見せしています。詳しくは
都市計画課へお問い合わせください。なお、次のホーム
ページでもご覧いただけます。
秋田県地価要覧.net
https://akita-chika.net

　昭和56年5月以前に建築された木造戸建住宅の耐震
診断について耐震診断士を派遣します。また、耐震改修
設計および耐震改修工事を行う場合は費用の一部を
助成します。詳しくはお問い合わせになるか、市ホーム
ページをご覧ください。

【広報ID番号：1007903】

　浄化槽を設置するときは、「浄化槽設置届」を提出し
なければなりません。設置後は定期的な保守点検と清
掃でいつも正常な状態を保ってください。また、年に1
回の法定検査受検も義務づけられています。
　下水道や農業集落排水がないところでは、浄化槽を
設置しましょう。単独処理浄化槽は設置できませんの
で、ご注意ください。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　建築物の解体などにあたっては、分別解体および再
資源化などが義務づけられています。工事の種類に応
じて、工事着手の7日前までに「届出書」を提出してくだ
さい。

【広報ID番号：1007879】

　家を新しく建てたり増改築したりするときは、いろ
いろな取り決めや制限があります。建築士と話し合い
ながら、計画を進めてください。各種情報は、市ホーム
ページからもご覧になれます。

【広報ID番号：1002581】

ࠪݕྃ׬ࣄ޻
　工事完了後4日以内に「完了検査申請書」を提出して
ください。法令に適合しているか検査します。適合して
いる場合は「検査済証」を交付します。なお、この「検査
済証」は、将来の増築・建て替え・売買などの際に有用な
証明になりますので、「確認済証」「中間検査合格証」と
一緒に大切に保管してください。
※�建築確認審査や工事完了検査などは、民間の指定確
認検査機関でも行っていますのでご利用ください。

　現在、市内20か所の団地に2,344戸の市営住宅があ
ります。

市Ӧॅ୐ͷਃ֨ࢿࠐ
（1）秋田市内に居住または継続的に勤務しているかた。
（2）現に同居し、または同居しようとする親族がいること。
（3）現に住宅に困ځしていることが明らかであること。
（4）申込者および同居親族が๫力団員でないこと。

շదなॅまいづくり

問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

家をݐてたり૿改ஙしたりするときは

問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

設リサイクル法による届出ݐ

問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����
�อશ՝ڥ؀ �☎888���11

下水道などがない地区でড়化૧を設
置するときは？

問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

໦造住宅への଱਒診அ士の೿ݣおよ
び଱਒改修設計・工事への補助

　指定された小学校の通学路に面した危険なブロック
ญなどについて、除却工事の費用の一部を助成します。
詳しくはお問い合わせになるか、市ホームページをご
覧ください。

【広報ID番号：1019572】

問 �ಋ՝ࢦஙݐ �☎888�����

険なブロックญなどの除٫工事への補助ة

問 ౎市ܭը՝� �☎888�����

地Ձ一ཡදをӾཡできます

ೖୀڈɺॅ ୐ɾறं৔ʹؔすΔ૬ஊɺ֤ छಧग़ɺ
ྉͷೲ෇ɺೲ෇૬ஊは༺࢖
問ʢҰࡒʣळాݐݝஙॅ୐ηϯλʔ� �☎8����8�0
໔ɺंݮ は໌ূݿ

問 ॅ୐੓ࡦ՝� �☎888����0

市営住宅
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　河辺・雄和地域には、中ݎ所得者の単身者やファミ
リーを入居対象とする秋田市特定公共賃貸住宅があり
ます。

໰͍߹Θͤ
　秋田市特定公共賃貸住宅
・住宅政策課　☎888����0
・（一財）秋田県建築住宅センター　☎8����8�0

　私道を舗装整備するには、市道に認定して整備する
方法と私道等整備補助金により整備する方法の2つが
あります。

市Ӧॅ୐ͷਃํࠐ๏
　空家の入居者ื集は12月を除き毎月、ื 集していま
す。（一財）秋田県建築住宅センターへお問い合わせく
ださい。

ਃ͠ࠐΈʹඞཁͳॻྨͳͲ
①市営住宅申込書
②入居する世帯全員の住民票
③世帯全員の所得を証明するもの
　このほか、必要に応じて提出していただく書類もあ
ります。なお、単身のかたでも申し込みできる団地があ
ります。詳しくは（一財）秋田県建築住宅センターへお
問い合わせください。
　申込書と入居案内書は、住宅政策課、（一財）秋田県建
築住宅センター（アトリオン5階）にあります。

ೖऀډਓ਺ ೥ؒॴಘͷݶߴ࠷౓ֹ
�ਓ 2,276千円以下

�ਓ 2,656千円以下

�ਓ 3,036千円以下

�ਓ 3,416千円以下

�ਓ 3,796千円以下

�ਓ 4,176千円以下

（5）�年間総所得が、おおむね下表の限度額内であるこ
と。ただし、下表は所得を得るかたが1人の場合の目
安です。共働き、自営業、年金受給者、寡婦夫などは、
限度額が異なりますのでお問い合わせください。

　道路に異状（穴など）を見つけたときは、下記へご連
絡ください。
・国　　道　秋田国道維持出張所☎8�������
・県　　道　秋田地域振興局建設部☎8�0�����
・市道など　�各市民サービスセンターへ

中央☎888���18　東部☎8���10��
西部☎8����00�　南部☎8�8�1�1�
北部☎8�������　河辺☎88���1�1
雄和☎88������
または道路維持課☎888����1

֤市民αーϏεηϯλーの所؅۠Ҭ
໊শ ॴ؅۠Ҭ

தԝ
千秋、中通、南通、保戸野、高陽、大町、旭北、楢山、旭南、川
元、川尻、茨島、山王、泉（ほかのセンターの所管区域に属
するものを除く）、八橋

౦෦
手形、手形山、泉地区の一部、旭川、東通、横森、桜、桜ガ丘、
桜台、大平台、新藤田、濁川、添川、広面、柳田、山内、仁別、
太平、下北手

੢෦ 新屋、浜田、豊岩、下浜

ೆ෦ 牛島、卸町、大住、仁井田、御野場、御所野、山手台、南ケ丘、
上北手、四ツ小屋

๺෦ 土崎港、将軍野、寺内、外旭川、飯島、港北、下新城、上新城、
金足

Տล 河辺

༤࿨ 雄和

ಓΛ市ಓʹೝఆࢲ
　道路敷地の寄付を前提に一定の条件があります。認
定の対象は、公道に接続する幅員6m以上の道路（※）で
す。
※�通りൈけ道路で、家屋が建ちฒび交通量が多い道路
や公共施設に通じる道路は、幅員4m以上でも対象と
なります。また、行き止まり道路の場合、延長が35m
以上で車の方向転換が可能な広場があれば、幅員4m
以上でも対象となります。なお、道路との交差場所に
は۱切り（通行しやすいように設けられる用地）の設
置が必要ですが、ブロックญなど支障物件の移設や
復元にかかる費用は、市が算定した額の範囲内で補
償します。

ಓ౳੔උิॿ੍ۚ౓ではࢲ
　私道のまま整備する場合は、整備費用の一部を市が
助成します。対象となる私道の条件などは道路建設課
へお問い合わせください。

࣍ͷϖʔδʹଓ͘

そのほかの公的住宅

生活にܽかせない道࿏

問 市ಓೝఆݐઃ૯຿՝� �☎888�����
�ઃ՝ݐಓิॿಓ࿏ࢲ �☎888�����

道をฮ૷するにはࢲ

道路のҟ状（݀など）をݟつけたら
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໊শ ৔ॴ ి࿩

༗
ྉ

ळాӺ੢
஍Լࣗసंறं৔ 買物広場地下 ☎831-4574

ळాӺ౦
ࣗసं౳றं৔

秋田拠点センター
アルヴェ隣 ☎834-7414

ळా市றं৔ެࣾ
ࣗస ɾंόΠΫறं৔ 公営駐車場地下 ☎832-1182

ແ
ྉ
ΞτϦΦϯ޿৔
஍Լࣗసंறं৔

アトリオン
広場地下

☎888-5766
（交通政策課）

バス路線や交通量の多い幹線道路などの「主要道路」
「生活道路」「歩道」における初期除雪の徹底を図り、冬期
の安全で円滑な道路交通の確保に努めます。

আഉઇにඞཁなػցなどのିし出し
　町内会や地域が自ら行う共同
除排雪作業に対し、運転手付き
の積み込み機械またはダンプト
ラックのいずれかを無料でお貸
しします。また、除排雪の対象に
なっている路線のうち、「狭あい
な道路」「歩道」の除排雪作業を
200m以上町内会などで行う場合は、シーズンを通し
て、ハンドガイド式小型除雪機（台数限定）などを無料
でお貸しします。

個人所༗のখܕআઇػの೩料をڅࢧ
　町内会やボランティア団体などが、地域の生活道路
などを除排雪する際に使用する個人所有の小型除雪機
などに給油する燃料を支給します。

地Ҭ住民༻খن໛ଯઇ場の׆༻
　住宅地内の空き地を地域の堆雪場として町内会など
に無償で貸し付けしていただいた場合、その土地の固
定資産税の一部を減免します。

　秋田駅周辺の自転車等の放置禁止・規制区域に自転
車や原動機付自転車（50cc以下）を放置すると、自転車
等保管所に移動します。返還には、自転車1台1,570円、
原動機付自転車1台2,300円の手数料がかかります。
　歩行者などの通行に迷惑となりますので、自転車な
どはきちんと自転車等駐車場に置きましょう。
・�自転車等保管所　秋田駅東自転車等駐車場内�

☎8�������

秋田Ӻप辺の自సं౳றं場

問 ަ௨੓ࡦ՝� �☎888�����

秋田駅周辺の自転車等の放置禁止・
規制区域および自転車等駐車場 問 ಓ࿏আഉઇରࡦຊ෦� �☎888����1

道路の除排雪
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◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。

໰͍߹Θͤɹ交通政策課　☎888�����
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

秋田市マイタウン・バス【広報ID番号：1007474】、秋田市中心市街地循環バス「ぐるる」【広報ID番号：1007651】

*$ఆ݊ظ

指定された区間内を有効期間中であれば何回でも乗り降りできます。
記名式AkiCAに定期券情報が記録されます。
券面には区間や有効期間は印字されません。
通勤、通学、小児定期（半月の往復、1カ月、3カ月、6カ月の往復・片道）があります。
通勤定期券は持参人方式でどなたでも使用できます。

ฦೲূڐӡస໔ऀྸߴ
ઐ༻ఆظ৐ं݊
ʢΒ͘Β͘ύεʣ

・運転免許証自主返納者で65歳以上のかたが購入可能。※購入時に返納証明書が必要です。
・中央交通全線で使用できます（高速バス、リムジンバス、定期観光バスを除く）。
・1カ月10,000円、3カ月21,000円、6カ月36,000円

*$1೔৐Γ์୊৐ं݊

秋田中央交通の一般路線バス（空港リムジンバス、国際教養大学線、中心市街地循環バスぐるるを除く）
全線を1日に限り何回でもご乗車いただけます。
お持ちのAkiCA（Suica、PASMO含む）に乗り放題乗車券の情報を記録しますので、バス停車中に乗務員
にお申し出ください。
大人1,000円、小児500円

ळా市ऀྸߴ
ίΠϯόεۀࣄ

満65歳以上のかたが対象です。秋田中央交通が交付するシニアアキカを使うと100円で乗車できます。
秋田市内の路線バス（高速・リムジンバスを除く）で利用できます。詳しくは ��ϖʔδをご覧ください。

"Li$"・定期券ൢച所

ൢചॴ ໰͍߹Θͤ Ӧؒ࣌ۀ "LJ$"ൃച ఆ݊ظ
ແ໊ࣜه ໊ࣜه

ळాӺ౦ޱόεҊ಺ॴ ☎833-0176 6：50〜19：00 ● ● ●

ळాӺ੢ޱόεҊ಺ॴ ☎874-9570
平日7：30〜18：00
土・日、祝日8：30〜17：00（11：30〜12：30
は昼休み）

●

ळాதԝަ௨ɹळాӦۀॴ ☎823-7731 平日8：30〜17：00 ● ● ●
ळాதԝަ௨ɹྟւӦۀॴ ☎867-7572 平日8：30〜17：00 ● ● ●

ळాதԝަ௨ɹ৽԰Ҋ಺ॴ ☎888-9050 平日8：30〜17：00（12：00〜13：10は昼休み） ● ● ●

ळాதԝަ௨ɹ௕࡚԰όεҊ಺ॴ ☎823-4796 7：00〜18：00 ● ● ●

໰͍߹Θͤɹ秋田中央交通（株）営業部　☎8�����1�　管理部　☎8�����11

๨Ε΋ͷͷ໰͍߹Θͤɹ秋田中央交通（株）秋田営業所　☎8������1　臨海営業所　☎8�������
　地域連携ICカードAkiCA（アキカ）をはじめ、Suica、PASMOなどの全国相互利用可能な交通系ICカードで秋田市
内のバスが利用できます。AkiCAのチャージ残額で秋田中央交通の一般路線バス（秋田市マイタウン・バスを含む）
をご利用いただくと、ご乗車になった区間の運賃に応じて、「交通ポイント」が貯まります。
　ICカードのサービス開始に伴い、回数券の販売は終了していますが、購入済みの回数券はこれまでどおりご利用
できます。

ศརでおಘな乗ं券など

市郊外部などにおいて、市が事業主体となって運行し
ているコミュニティバスです。運行路線および地域は、
北部線（上新城、下新城、金足、外旭川地区）、南部線（河
辺、雄和地区）、東部線（上北手、太平木曽石地区）、西部線
（浜田、豊岩、下浜地区）、下北手線（下北手地区）です。

　中心市街地の主要スポットを約35分で巡回していま
す。青い車体とバス停が目印です。

ӡؒ࣌ߦ 9：00〜17：15
ྉɹۚ �乗車1回100円（小学生以下無料）

1日乗り放題乗車券300円
ӡܦߦ࿏ �買物広場－秋田駅西口－ミルハス前－広小

路－ねぶり流し館前－土手長町通り－南大
通り－市民市場前

公共交通機関のバス

秋田中央交通バス

秋田市マイタウン・バス 秋田市中心市街地循環バス「ぐるる」

　上記は、令和7年6月1日現在の情報です。
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ප༧๷஫ࣹݘڰͷొ࿥ͱݘ
・�生後91日以上の飼い犬は登録と狂犬病予防注射が必
要です。登録は一度行うと生涯有効です。
・�狂犬病予防注射は毎年1回必ず受けてください。�
登録手数料　3,000円�
狂犬病予防注射料金　3,500円（集合注射の場合）�
〈注射済票交付手数料550円含む〉　
・飼い犬の首輪には、鑑札と注射済票をつけてください。
鑑札は迷子札にもなります。首輪に連絡先も書いて
おくと迷子になったときに役立ちます。
・犬が死んだとき、飼い主の住所や犬の所有者が変
わったときは、届出が必要です。また、鑑札を紛失し
たときは、再交付の申請が必要です。不明な点はお問
い合わせください。

犬の登録と
変更届の
受付場所
（平日のみ）

・衛生検査課（市保健所）
・西部市民サービスセンター
・�南部市民サービスセンター（別館除く）
・北部市民サービスセンター
・河辺市民サービスセンター
・雄和市民サービスセンター
・駅東サービスセンター

※狂犬病予防注射済票の交付も行っています。

߹ෆ໌ʹͳͬͨ৔ํߦ͕ೣ͍ࣂɾݘ͍ࣂ
　飼い犬・飼い猫が行方不明になったときや、飼い主不
明の犬・猫を保護したときは、すぐに衛生検査課と管轄
の警察署に連絡してください。

ɺೣݘ ͷৡΓड͚
　市保健所に収容された犬、猫の譲り受けを希望する
場合は、ご相談ください。

·͔ͪ͋Γɾ;Ε͍͋ਪਐۀࣄ
・�町内自治活動助成金…自治活動の活性化を図ってい
る町内会などに助成します。
・�防犯灯電気料助成金…防犯灯の電気料金を負担して
いる町内会などに対し、予算の範囲内で電気料金の
一部を助成します。

問 Ӵੜࠪݕ՝ʢ市อ݈ॴʣ� �☎88��118�

犬・猫
ಈ෺ͷ͍͕ࢮΛ͚ͨͭݟͱ͖

　死がいがある場所によって対応が違います。敷地や
私道にある場合は、その土地の管理者が処理してくだ
さい。私道以外の道路で発見したときは、下記にご連絡
ください。
市ಓʗڥ؀౎市ਪਐ՝ɹɹɹɹ☎888���0�
�������ಓҡ࣋ग़ுॴɹɹ☎8ࠃಓʗळాࠃ
�����ઃ෦ɹ☎8�0ݐ局ڵಓʗळా஍Ҭৼݝ

౉ΓௗͳͲͷ໺ௗͷ͍͕ࢮΛ͚ͨͭݟͱ͖
鳥インフルエンザの疑いがありますので、同じ場所で

たくさんの野鳥が死亡していた場合はご連絡ください。
૯຿՝ڥ؀ ☎888���0�

Μͩͱ͖ࢮΔϖοτ͕͍ͯͬࣂ
　埋葬や廃棄物処理といった方法があります。秋田市
には公営のペット専用の火葬場がありませんので、火
葬を希望するかたは、ペット霊園などの業者にご相談
ください。

死んだ動物について

問 ੜ׆૯຿՝� �☎888�����

町内会活動の支援
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　斎場を使用したいときは、事前に予約をし、死亡届を
窓口に提出する際に、「埋葬火葬許可申請」「斎場使用許
可申請」の手続きをしてください。死亡届は、 ��
ϖʔδをご覧ください。

ి࿩で༧໿すΔ৔߹ͷड͚෇͚
�市ຽ՝ɹ☎888������
ฏ೔8ɿ�0ʙ1�ɿ1�
�市໾ॴܯඋһࣨɹ☎888������
市ຽ՝ͷड෇࣌ؒҎ外ͱ౔ɾ೔ɺॕ ೔

秋田市斎場　外旭川字山崎537　☎8�8�1��1
火葬の開始時間　10：00・11：00・13：00・14：00・15：00

　飲用の井戸水についてのご相談は、衛生検査課へ。
　☎88��1181

　市内のお墓に納めてある遺体や遺骨を別のお墓に移
すとき（改葬）は、市長の許可が必要です。
　改葬許可申請書は生活総務課、西部市民サービスセ
ンター、南部市民サービスセンター（別館除く）、北部市
民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和
市民サービスセンターにあります（現在埋葬している
寺院などと改葬先の寺院などからの証明が必要です）。

泉字五庵山137-5平和公園

飯島字堀川84-180北部墓地

�河辺和田字岡村164-2河辺墓地

豊岩石田坂字上野214-1南西墓地

　緑を食い荒らすアメリカシロヒトリは、幼虫（一化
期）が6月上旬から7月下旬に、二化期は8月上旬から9
月下旬に発生します。市では、町内ぐるみで一斉駆除を
行う場合に動力噴霧機をお貸しするほか、薬剤も無料
で差し上げます。また、空閑地の除草を行う際に草刈機
をお貸しします。
※�防除室への問い合わせは、5月上旬から10月中旬の平
日、8：30〜17：00

　公園の遊具やフェンスなどの破損を見つけたとき
は、最寄りの各市民サービスセンター（南部別館を除
く）または公園課へご連絡ください。公園の清掃で出た
ごみ・草刈り後の草の回収は公園課へご連絡ください。

ެԂѪྗڠޢձ
　町内会などで組織された団体が、地域にある公園で
自主的に草刈りや清掃などを行う「公園愛護協力会制
度」があります。市では、活動内容に応じて報償金をお
支払いしています。会の結成にあたっては、結成届けの
提出が必要です。詳しくは、最寄りの各市民サービスセ
ンター（南部別館を除く）へお問い合わせください。

　市民、団体、事業所などが緑化活動を行う場合に、費
用の一部を助成します。詳しくは、（公財）秋田市総合振
興公社☎8���0��1または公園課☎888�����へ。

緑のまちづくり活動支援基金

問 ެԂ՝� �☎888�����

公園の管理

問 ΞϝϦΧγϩώτϦ๷আࣨ� �☎8����0�1
ʢീڮຊொ࿡ஸ໨1��1ʣ

アメシロ防除

井戸水のこと

斎場使用の予約

問 ੜ׆૯຿՝� �☎888�����

遺骨を移すときは改葬許可が必要です

問 ੜ׆૯຿՝� �☎888�����

市営墓地の所在地
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ใ͖͋ͨ޿
　毎月2回、第1・3金曜に発行する広報紙（A4判）。市政
の動きや行事、催しものなどを市民のみなさんにお知
らせします。広報あきたは、市内の全世帯に配布しま
す。広報紙がご家庭に届かないときは、広報広聴課へご
連絡ください。

市੓ςϨϏɾϥδΦ番૊
　市政に関するお知らせや市の催しなど、ホットな情
報をテレビとラジオでお伝えしています。

市΁ͷҙݟ΍ཁ๬ɾ市௕΁ͷखࢴ
　市民のみなさんの意見や要望などを、随時受け付け
ています。市ホームページにアクセスし、「市民の声」シ
ステムからお寄せいただくか、下記のEメールアドレ
ス、住所へ送ってください。直接、広報広聴課にお持ち
いただいても結構です。回答をご希望の場合は、その旨
を明記し、連絡先を記載してください。
　なお、町内会など地域団体からの要望書は各市民
サービスセンター（南部別館を除く）で受け付けます。
【広報ID番号：1003557】
Eメール　ro-plpb@city.akita.lg.jp
〒010-8560�秋田市役所広報広聴課

市ຽ100ਓձ
　市が設定するテーマについて、市民の立場で意見を
述べていただく制度です。無作為に選んだ100人程度の
市民のみなさんで構成されています。

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

問 �ௌ՝޿ใ޿ �☎888����1

広報・広聴

৘ใެ։੍౓
　市が保有している公文書を市民のみなさんの請求に
より開示（閲覧・写しの交付）し、公正で開かれた市政を
めざそうとするものです。

開ࣔ੥ٻできΔかた
　市内に住んでいるかた、市内に通勤・通学しているか
た、市内に事務所を持つ個人や法人、市が行う事務事業
に利害関係があるかた。

ର৅となΔ公文書
　市の職員（市が設立した地方独立行政法人の役・職員
を含む）が仕事で作成したり、取得したりした文書や図
画、写真などで、市（地方独立行政法人を含む）が管理し
ているもの。

開ࣔできない公文書
　開示を原則としていますが、個人に関する情報など
については開示しないことがあります。

資料Ӿཡίーφー（市໾所෼館1֊）
　市政に関する行政資料などを市民のみなさんが自由
に閲覧できるほか、貸し出しもしています。

問 จॻ๏੍՝�৘ใެ։୲౰� �☎888�����

情報公開・個人情報保護・特定歴史公文書等
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◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

౓੍ޢਓ৘ใอݸ
　個人情報の保護に関する法律に基づき市が保有する
個人情報を管理し、開示、గ正などを請求する権利を保
障するなど、個人の権利利益の保護をめざすものです。

開ࣔ੥ٻできΔかた
　誰でも自分の個人情報の開示を請求できます。

ର৅となΔ個人৘ใ
　市の職員が仕事で作成したり、取得したりした個人
情報であって、公文書に記録されたもの。

開ࣔできない個人৘ใ
　開示を原則としていますが、請求者以外の個人に関
する情報などについては開示しないことがあります。

ۤ৘の受͚付͚
　個人情報の取り扱いに関する苦情は、文書法制課情
報公開担当（市役所4階）または担当課で受け付けます。

ެจॻɾݸਓ৘ใͷ։ࣔΛ੥ٻすΔ৔߹
請求書に必要な事項を書いて文書法制課情報公開担

当に提出してください。なお、個人情報の開示請求の場合
は、本人確認のため、運転免許証などの提示が必要です。

問 จॻ๏੍՝จॻɾྺ �ྉ୲౰ࢿ࢙ �☎888����8

ಛఆྺ࢙ެจॻ౳ͷར༻
　明治時代から秋田市が作成し保存してきた議会関係
文書などの歴史的に重要な文書を、閲覧や写しの交付
などにより利用することができます。

ར༻すΔには
　文書法制課文書・歴史資料担当（市役所分館1階）に、
利用の請求をしていただきます。ઓ前の文書など、準備
に相当の日数を要するものがありますので、ご了承く
ださい。

ྉӾཡࢿ࢙ྺ ʢࣨ市໾ॴ෼ؗ1֊ʣ
秋田市史（全17巻）をはじめ、土崎空襲やฺୢઓ૪な

どに関する歴史૓
そうしょ

書（令和6年度末現在18巻まで。今後
もץ行予定）、秋田市の近世史などに関する市史૓書
（全14巻）、秋田市ඦ周年記念誌、市史編さん時に収集し
た古文書の写し、くずし字の解読や家系図などの歴史
に関する各種書籍、他の自治体の市史などが自由に閲
覧できます。
　また、市史や歴史૓書などのץ行物の販売も行って
います。

ຊձٞ
　市議会は、市民の声が市政に反өされるよう、市の条
例や予算などを決めています。議会を構成するのは、市
民のみなさんによって選ばれた市議会議員です。
　議会は、「定例会」と「臨時会」があります。定例会は、
年4回、おもに2・6・9・11月に開かれ、臨時会は、市長が
必要とするときや、議長または一定数の議員から市長
に請求があったときに開かれます。

ҕһձ
　議会で扱う案件を効率よく専門的に審議するため、
予算決算、総務、厚生、教育産業、建設の5つの常任委員
会が設置されています。また、常任委員会とは別に、議
会を円滑に運営するための議会運営委員会が設置され
ています。なお、特定の問題や事件について調査研究す
る場合は、特別委員会が設置されます。

ຊձٞͱҕһձͷ๣ௌ
　本会議と各委員会は、どなたでも๣聴できます。

ຊձٞͷςϨϏதܧͱΠϯλʔωοτ഑৴
　本会議の様子を秋田ケーブルテレビとインターネッ
トで生中継しています。また、インターネットでは、録
画配信も行っていますので、市ホームページでご覧く
ださい。

市ٞձ͔Βͷ͓஌Βͤ
　市議会でどのようなことが審議され、決定されてい
るかをお知らせするために、定例会終了ごとに「市議会
だより」を発行し、市内の全世帯に配布しています。ま
た、定例会の日程などは、市ホームページなどでお知ら
せしています。

【広報ID番号：1000007】

問 ٞձࣄ຿局ٞࣄ՝� �☎888���8�

市議会
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ӡస・ઃඋ資金にごར༻ください
　中小企業者のみなさんの資金ध要へ対応するため、各種の融資あっせんを行っています。市のあっせんを受けるに
は、市税を完納していること、事業に必要な許認可があることなどが、基本条件になります。そのほか、金融機関と秋
田県信用保証協会の審査があります。
໰͍߹Θ ɾͤਃ͠ࠐΈ �商工貿易振興課　☎888����8

…秋田商工会議所　☎8����1�1　河辺雄和商工会　☎88������

中小企業のための༥資あっせん制度

　秋田駅西口から大町、通町にかけての中心市街地を活性化するため、区域内の店舗活用などに対する融資をあっせ
んします。信用保証料は市が原則全額補助します。保証人は原則、法人は代表者のみ、個人は不要です。担保が必要に
なる場合もあります。

【広報ID番号：1007000】

◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。

問 ঎޻๵қৼڵ՝� �☎888����8

中心市街地への出ళଅਐのための༥資あっせん制度

問 ೶ۀ೶ଜৼڵ՝� �☎888�����

農業を営むかたへの༥資制度

（Ұ社）秋田市シルόー人ࡐηϯλー 八橋南一丁目8-2（秋田市老人福祉センター内）
☎8�����00 ⁳8�������　Eメール akita-sc@Gancy.ocn.ne.jp　ホームページhttps://akita-sjc.com
　シルバー人材センターでは高齢者の豊かな経験や知識、技能などを活かして、市民のみなさまや企業・公共
団体などから仕事をお引き受けし、会員が多࠼な技能を活かして地域のお役に立っています。お気軽にご相談
ください。
ձһΛืू͍ͯ͠·すʂʢ͓͓ΉͶ�0ࡀҎ্ͷ͔ͨʣ

　シルバー人材センターで働くには、入会説明会に参加いただきセンターの理念や就業形態を理解され、「会
員」登録していただく必要があります。
ೖձઆ໌ձは࣍ͷೋ௨Γ͋Γ·すʢઆ໌ͷ಺༰はಉ͡ですʣɻ

①場所と時間を問わずパソコンやスマホから動画（約15分）を視聴するオンライン入会説明会
　詳しい内容はホームページ（https://akita-sjc.com）をご確認ください。
②センター窓口で行う随時入会説明会（約20分）
　平日9:00〜17:00の間にセンターにお越しいただき、「入会説明会の受講希望」とお伝えください。

シルバー人ࡐセンターをご利用ください
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༤࿨ମֶݧशؗ　　 ɹઃࢪ 研修室　 ৔ɹॴ 雄和椿川字奥椿岱　 ར༻࣌ؒ 9：00〜21：00

༤࿨௴୆ަྲྀձؗ ɹઃࢪ 研修室　 ৔ɹॴ 雄和椿川字前椿岱　 ར༻࣌ؒ 9：00〜21：00
問 ༤࿨市ຽαʔϏεηϯλʔۀ࢈ɾݐઃɾ஍Ҭࢧԉ୲౰� �☎88������

Ұൠٻ৬ऀ΍ύʔτٻ৬ऀͷ৬ۀ঺հ
・ハローワーク秋田　☎8����111
・ハローワークプラザアトリオン（アトリオン3階）　☎8����8�0
・あきた就職活動支援センター（秋田テルサ3階）　☎8���1���
　求人情報の提供や職業紹介を行うほか、職業相談にも応じています。

※�求人情報は、市役所1階市民の座、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、北部市民サービスセン
ター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、駅東サービスセンター、きららとしょかん土崎図書
館でもご覧いただけます（職業紹介は行っていません）。

茨島体育館ϋϩʔϫʔΫ
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を୳しているかたࣄ࢓

求人情報

ळాࢢ࿝人
෱ࢱηϯター

ˢ
ྟւेࣈ࿏

ळాӺ
ˣ
ळాӺ
ˣ

生֔学शݝ
ηϯター

ਤॻཱؗݝ ମҭཱؗݝ

໘Өڮˠ

ࢁ
Ԧ
େ
通
り

ळాࢢ保݈ॴ
αϯϥΠフळా

ळాࢢ保݈
ηϯター

αϯϥΠϑळా　八橋南一丁目8-7　☎8���1��1
　体育館、温水プール、トレーニングルーム、スポーツサウナなどの体育施設の
ほか、研修や講習会、囲ޟ、将عなども楽しめる教養施設を備えた施設です。

ར༻࣌ؒ 9：00〜21：00（午前・午後・夜間の3区分）
ར༻ྉ �体育館・プール・トレーニング室・ジョギングコース…個人310円

スポーツサウナ（体育館・プール・トレーニング室・ジョギングコース
も利用可）…個人650円

೔ؗٳ 12月31日、1月1日（保守点検などで臨時休館の場合があります）
ར༻ऀ 一般市民（18歳以下のかたは利用できません）

ळాςϧα　御所野地蔵田三丁目1-1（上の項目右の地図参照）　☎8���1800
　教養・文化、研修、スポーツなどの活動の場を提供する施設です。各種研修室のほか、冷暖房完備の体育館、トレーニ
ングルーム、サウナなど充実した設備が備わっています。各種カルチャースクールも随時開催。

ར༻࣌ؒ 9：00〜21：00
ར༻ྉ 体育館・トレーニングルーム・エクササイズルーム・サウナ・浴室…個人770円
೔ؗٳ 12月31日、1月1日（保守点検などで臨時休館の場合があります）

ઃࢪ࿑者福祉ۈ

修施設をご利用くださいݚ

101

༥
ࢿ
ɾ
ٻ
৬

市外局番は です0 1 8

２５０９秋田市8(SG28)行政最終.indd   101 2025/07/29   10:48:41



　さまざまな地域活動の場として利用できます。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜21：00
೔ؗٳ 年末年始（12月29日から1月3日）
　利用は無料ですが、付属設備は有料です。ただし、営
利目的の場合は、各室にも使用料がかかります。申込方
法など、詳しくはお問い合わせください。

ར༻ਃࠐ
தԝ市ຽαʔϏεηϯλʔʢηϯλʔεʣ
��（山王一丁目1-1 秋田市役所3階受付窓口）�
☎888�����
౦෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢ͍ʔͺΔʣ
��（広面字釣瓶町13-3）�
☎8���1�8�
੢෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢ΢Σελʔʣ
��（新屋扇町13-34）�
☎8�8���1�
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢͳΜͽ͋ʣ
��（御野場一丁目5-1）�
☎8�8�1�11
ೆ෦市ຽαʔϏεηϯλʔผ ʢؗͳΜͽ͋ผؗʣ
��（牛島東六丁目4-5）�
☎8�������
๺෦市ຽαʔϏεηϯλʔʢΩλεΧʣ
��（土崎港西五丁目3-1）�
☎8���11��
Տล市ຽαʔϏεηϯλʔʢΧϫϕϦΞʣ
��（河辺和田字北条ケ崎38-2）�
☎88����0�
༤࿨市ຽαʔϏεηϯλʔʢϢʔϏεʣ
��（雄和妙法字上大部48-1）�
☎881�����

　気軽に立ち寄れるフリースペースと多
様な文化活動が行えるスタジオを備えた
施設です。
　スタジオなどの利用は、館内の総合案
内または公式ホームページで申し込みで
きます（公式ホームページから利用申込を行う場合は
事前登録が必要です）。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜21：00
೔ؗٳ 火曜（休日の場合は翌日）、年末年始（12月29

日から1月3日）

　2,007席の大ホール、800席の中ホール
をはじめ、2つの小ホール、練習室、研修
室、創作室などを備えた施設です。
　ホールなどの利用申込は、利用許可申
請書を館内の事務室にお持ちになるか、
郵送、FAX、Eメールで提出してください。練習室、研修
室、創作室は予約システムからの申し込みも可能です
（施設の利用には、事前に利用者登録が必要です）。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜23：00
೔ؗٳ 年末年始（12月29日から1月3日）�
　　　　� ��※ホールは火曜も休館（休日の場合は翌日）。

　土崎地区の歴史と文化を
伝承し、地域資源を生かし
た住民主体の人づくり、ま
ちづくりおよびにぎわいづ
くりを推進するための拠点
施設です。
　ユネスコ無形文化遺産
に登録された「土崎神明社祭の曳山行事」の曳山（高さ
11.5ｍ）や、土崎空襲に関する歴史資料、北前船の模型
（1/10サイズ）などを展示しています。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜17：00
೔ؗٳ 火曜（休日の場合は翌日）、�

年末年始（12月29日から1月3日）
ೖؗྉ 無料

　県内屈指の大規模な町
まち

家
や

として秋田県
指定有形文化財に指定されています。有
料の貸室提供もあります。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜16：30�
（貸室利用は21：00まで）

೔ؗٳ 火曜（休日の場合は翌日）、年末年始（12月29
日から1月3日）

ཡྉ؍ 無料

市民サービスセンター

ઍळ໌ಙொ��1�� �問 ☎8�������

文化創造館

ઍळ໌ಙொ����� �問 ☎8�8��8��

あきた芸術劇場ミルハス

Ѵೆೋஸ໨����� �問 ☎811��00�

旧松倉家住宅

� ౔࡚ߓ੢ࡾஸ໨10���� �問 ☎8�8�����

土崎みなと歴史伝承館
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12 Լ඿஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1�0�ɹԼ඿Ӌ઒ࣈԼ໺1��� ☎879-2005

北部市民サービスセンター所管コミセン

13 ൧ౡ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0���ɹ൧ౡদࠜ౦ொ���� ☎845-1731

14 ����಺ਆ԰ෑ1ࣉ಺஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0�0�ɹࣉ ☎845-0537

15 外Ѵ઒஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�080�ɹ外Ѵ઒࢛ࣈඦמ�� ☎868-5075

16 ক܉໺஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0���ɹক܉໺ೆ࢛ஸ໨8�8 ☎845-1408

17 ���ஸ໨ࡾ๺ߓ๺஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0��1ɹ౔࡚ߓ ☎847-2340

18 Լ৽৓஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�01��ɹԼ৽৓ּԬࣈԃ৔1���� ☎873-2112

19 ্৽৓஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�01��ɹ্৽৓ेޒஸࣈখྛ88�� ☎870-2845

20 ൧ౡೆ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟011�0�11ɹ൧ౡࣈೆ৔ֻ�18�� ☎847-0080

21 ۚ଍஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�011�ɹۚ଍খઘ্ࣈલ�� ☎873-2111

河辺市民サービスセンター所管コミセン

22 Տลࡾݟؠ಺஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟01������ɹՏลࡾ಺ࣈ外઒���1ݪ ☎883-2111

南部市民サービスセンター所管コミセン

23 େॅ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1��0ɹେॅೆೋஸ໨���� ☎839-6900

24 ্๺ख஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1�0�ɹ্๺खԐాࣈබ୅୔���1 ☎839-2522

25 ਔҪా஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1��1ɹਔҪాຊொ࢛ஸ໨���0 ☎839-6399

東部市民サービスセンター所管コミセン

26 Ѵ઒஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�08�1ɹख࠽ࣈܗϊ඿�1�� ☎835-1712

27 ౦஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00�1ɹ޿໘َࣈ಄�8 ☎833-9967

28
໌ಙ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ
˟010�08��ɹख٢ॅܗொ����
˞େن໛վमࣄ޻ͷͨΊɺྩ ࿨8೥�݄ࠒ·でؗٳ

☎836-1636

29 ଠฏ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�110�ɹଠฏ໨௕࡚ࣈপా�� ☎838-2111

30 Լ๺ख஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹԼ๺ख༄ؗࣈલా໘1���1 ☎833-1461

31 ��୆Ұஸ໨1ࡩ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹࡩ ☎834-2815

　ガラス作家の作品の展示・販売のほか、制作体験もあ
ります。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜17：00
೔ؗٳ �火曜（休日の場

合は翌日）、年末
年始（12月28日
から1月4日）

৽԰දொ���� �問 ☎8�����01

新屋ガラス工房

中央市民サービスセンター所管コミセン

1 ೂࢁ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹೂࢁೆதொ1�� ☎834-9844

2 ҵౡ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�00��ɹҵౡҰஸ໨���1 ☎823-0374

3 ઘ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0�1�ɹઘ๺Ұஸ໨�0��� ☎824-8035

4 ീڮ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0���ɹീڮຊொޒஸ໨���� ☎866-8341

5 Ѵ๺஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0��1ɹେொ࢛ஸ໨��1� ☎866-7266

6 อށ໺஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�0�0�ɹอށ໺தொ��1� ☎824-4701

7 ઒৲஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˞1˟010�0���ɹ઒৲ΈΑ͠ொ8�1� ☎866-2770

8 Ѵೆ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˞�˟010�0���ɹѴೆҰஸ໨1��� ☎865-3337

西部市民サービスセンター所管コミセン

9 উฏ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˞1˟010�1�1�ɹ৽԰দඒΨٰ౦ொ10�10 ☎862-1618

10 ඿ా஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1���ɹ඿ా88ࢁࡏࣗࣈ�� ☎828-2281

11 ๛ؠ஍۠ίϛϡχςΟηϯλʔ˟010�1���ɹ๛ؠ๛ࣈר಺ೄ৲����1 ☎828-2135

　コミュニティセンターは市内31か所にあります。地
域のみなさんが、話し合いやサークル活動、スポーツ活
動にいつでも気軽に利用できる施設です。多目的ホー
ルや会議室、調理室などを備え、9：00〜21：00に無料で
使えます。申し込み・問い合わせは各コミュニティセン
ターへどうぞ。
ίϛϡχςΟηϯλʔ

　年間を通じて特色ある魅
力的な講座や催しを開いて
いるほか、研修室や多目的
ホールが利用できます。
　また、農業、自然、地域文化
などの体験事業も行ってい
ます。

։ؗ࣌ؒ 10：00〜22：00
೔ؗٳ 年末年始（12月29日から1月3日）
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্৽৓ेޒஸࣈখྛ1�0�1� �問 ☎8�����1�

農山村地域活性化センター（さとぴあ）

コミュニティセンター

※1=児童センター併設　※2=児童館併設

市立図書館

　初めて本を借りるときは、名前、住所を証明できるも
のをお持ちください。市立図書館全館の蔵書は、市ホー
ムページの図書館蔵書検索予約から検索・予約ができ
ます。

【広報ID番号：1008469】

։ؗ࣌ؒ �平日10：00〜19：00
土・日、祝日10：00〜17：00
（明徳館は9：00開館、7月の平日は20：00閉
館。河辺分館は平日18：00閉館。フォンテ文
庫は19：00閉館）

図書館
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　国指定史跡で、弥生時代前期（2,200年前）の集落跡。
　入村無料。休村期間は12月1日から3月31日まで。
　土・日、祝日はボランティアガイドが史跡を案内。

地蔵田遺跡「弥生っこ村」
御所野総合公園内　文化振興課　☎888���0�

　約300年前に建てられた秋田藩の上級武家住宅で、国
指定重要文化財。

։ؗ࣌ؒ 9：30〜16：30
೔ؗٳ 年末年始（12月29日から1月3日）
ೖؗྉ 150円、高校生以下無料

旧黒澤家住宅　一つ森公園内　☎8�1�0�8�

　秋田藩9代藩主佐竹義和によって本格的に整備され、
「東北では無二の名園」と称された庭園。国の名勝に指
定されている。

։Ԃ࣌ؒ 9：00〜16：30（4月から11月まで）�
9：30〜16：00（12月から3月まで）

Ԃ೔ٳ 年末年始（12月29日から1月3日）
ೖԂྉ 310円（年間パスポート770円）、高校生以下

無料
◦休日はボランティアガイドが庭園を案内／4月から
11月まで（9：00〜16：00）

旧秋田藩主佐竹氏別邸（如
じょ

斯
し

亭
てい

）庭園
旭川南町2-73　☎8�����00

։ؗ࣌ؒ 9：00〜16：30（市立小・中学校の夏期休業日
のみ19：00まで）

೔ؗٳ 12月1日から3月31日
ೖؗྉ 150円、高校生以下無料

久保田城御
お

隅
すみ

櫓
やぐら

　千秋公園1-39　☎8���1��8

ཡ࣌ؒ؍ 9：30〜16：30（会議室、練習室の使用時間は
9：00〜21：00）

೔ؗٳ 年末年始
ཡྉ؍ 130円（赤れんが郷土館との共通券370円）、

高校生以下無料

民俗芸能伝承館（愛称：ねぶり流し館）・旧金子家住宅
大町一丁目3-30　☎8����0�1

։ؗ࣌ؒ 9：30〜16：30
೔ؗٳ 年末年始、展示替え期間
ཡྉ؍ 310円（年間パスポート770円、民俗芸能伝

承館との共通券370円）、高校生以下無料

赤れんが郷土館　大町三丁目3-21　☎8����8�1

։ؗ࣌ؒ 9：00〜16：30
೔ؗٳ 年末年始
ཡྉ؍ 310円（年間パスポート460円）、団体（20人

以上）240円、高校生以下無料
　史跡公園を案内するボランティアガイドが史跡公園
管理棟に常駐。

ৗறظ ʢؒ࣌ؒʣ 4月1日から11月30日（9：00〜16：00）

秋田城跡歴史資料館　寺内焼山9-6　☎8���18��

։ؗ࣌ؒ 平日9：00〜19：00�
土・日、祝日9：00〜18：00

೔ؗٳ 水曜、年末年始、特別整理期間

県立図書館・公文書館　山王新町14-31
県立図書館��☎8���8�00� 公文書館��☎8���8�01

։ؗ࣌ؒ 10：00〜16：00
೔ؗٳ 月曜、年末年始、特別整理期間
ೖؗྉ 無料

あきた文学資料館　中通六丁目6-10　☎88�����0

೔ؗٳ 月曜（祝日・振替休日の場合はその翌日）、毎
月末日（土・日、祝日の振替休日の場合は直前
の平日）、年末年始、特別整理期間（11月下
旬）。フォンテ文庫の休館日は12月29日から
1月3日のみ。

令和7年10月25日リニューアルオープン。秋田藩や藩主佐
竹氏に関する歴史資料を保存、常設展示しているほか、学習講
座などを開催しています。講義室などを有料で貸し出します。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜16：30
೔ؗٳ 年末年始（12月29日〜1月3日）�

※展示替え期間などは、展示室のみ閉鎖します。
ೖؗྉ 500円、団体（20人以上）400円、�

高校生以下無料

༗ྉିग़ 講義室、屋上テラス、屋外広場�
※利用希望のかたは、お問い合わせください。

佐竹史料館　千秋公園1-4　☎8���0��0
※令和7年10月1日から☎8����0��

͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙ （ؗ千秋明徳町4-4）
���移動図書館イソップ号（地域や学校を巡回します）�
☎8������0
ϑΥϯςจݿ
（中通二丁目8-1フォンテAKITA6階）　☎8����1��
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ໌ಙؗՏล෼ؗ
（河辺北野田高屋字上前田表66-1）　☎881�1�0�
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ౔࡚ਤॻؗ
（土崎港中央六丁目16-30）　☎8���0���
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ৽԰ਤॻؗ
（新屋大川町12-26）　☎8�8���1�
͖ΒΒͱ͠ΐ͔Μ༤࿨ਤॻؗ
（雄和妙法字上大部48-1）　☎88���8��

◆「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

歴史・資料館
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　明治時代に造られた東北最初の上水道施設で、国指
定重要文化財（近代化遺産）。

౻૔ਫݯ地ਫಓࢪઃ
山内字上台・字大畑　上下水道局総務課　☎8���8���

։ؗ࣌ؒ 9：00〜17：00
೔ؗٳ 12月1日から3月31日
ೖؗྉ 無料

地蔵田遺跡出土品లࣔࢪઃ
御所野総合公園内　☎8���0���

　藤倉水源地のトラス橋を再現した模型、タッチ式の
水道クイズなど。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜16：00
೔ؗٳ 土・日、祝日、12月1日から3月31日
ೖؗྉ �無料（予約が必要です。電話で見学希望日、人

数、氏名、連絡先をお知らせください）

ਫの学श館
仁井田字新中島221-2 仁井田浄水場内
上下水道局浄水課　☎8�����11

໺֎Ի楽ಊ　八橋運動公園内
問い合わせは文化振興課　☎888���0�

　各種視聴覚教材や視聴覚機材を無料でお貸ししてい
ます。

ௌ֮ラΠϒラリーࢹ
河辺北野田高屋字上前田表66-1
河辺総合福祉交流センター内　☎88������

　子どもたちが自由に遊べる遊具を備えたホールやプ
ラネタリウムなどがあります。

秋田県ࣇಐ会館・秋田県立子どもത෺館
山王中島町1-2　☎8���11�1

αϯラΠフ秋田・秋田ςルα 101ϖʔδࢀর

　生涯学習の各種講座を開催。

　科学に関する展示やイベントを開催。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜18：00
೔ؗٳ �月曜（休日の場合は次の平日）、年末年始

自વՊ学学श館
アルヴェ4階、5階 ☎88�����0

　市民活動団体の育成・支援を行っています。

։ؗ࣌ؒ �9：00〜19：00
（前日までの利用予約で22：00まで）

市民交流αロϯ
アルヴェ3階　☎88����1�

　イベントや会議などさまざまな用途に利用できま
す。施設は、24時間インターネットから仮予約できます
（https://www.alve.jp）。

։ؗ࣌ؒ �9：00〜22：00
（音楽交流室は23：00まで）

秋田市民交流プラザ　
アルヴェ1階きらめき広場、音楽交流室A〜D、2階多
目的ホール、4階洋室A〜C、和室1・2、調理室
施設予約受付直通　☎8����000

　考古・歴史・民俗・工芸・生物・地質の6部門と「菅江真
澄資料センター」「秋田の先覚記念室」からなる総合博
物館です。

։ؗ࣌ؒ �9：30〜16：30（4月から10月まで）
�9：30〜16：00（11月から3月まで）

೔ؗٳ �月曜（休日の場合は翌日）、くん蒸消毒期間、
年末年始

秋田県立ത෺館
金足鳰崎の小泉潟自然公園内　☎8����1�1

Լ৽城交流ηϯλー
下新城中野字前谷地263 ☎8����8��

　講座や教室、地域のサークル・グループ活動の拠点に
もなっています。

։ؗ࣌ؒ 9：00〜21：00
೔ؗٳ �年末年始（12月29日から1月3日）

։ؗ࣌ؒ 10：00〜18：00
೔ؗٳ 点検整備・展示替え期間

秋田県立ඒज़館　中通一丁目4-2　☎8���8�8�

ઍ秋ඒज़館
中通二丁目3-8 アトリオン内　☎8����8�0

։ؗ࣌ؒ 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
೔ؗٳ �年末年始、アトリオン全館点検日、展示替え

期間
ཡྉ؍ �常設展一般310円、大学生210円、高校生以

下無料。
企画展は企画ごとに異なります。
年間パスポート一般3,000円、大学生1,500円

美術館

博物館

そのほか
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ઃࢪ ༻్ ॴࡏ஍ ໰͍߹Θͤ
ιϢʔελδΞϜ ཮上・サッカー・ラグビー 八橋運動公園内 ☎823-1472
ळాεϙʔπ1-64ɾ
"41ελδΞϜ サッカー・ラグビー 八橋運動公園内 ☎883-1870

εϖʔεϓϩδΣΫτɾ
υϦʔϜϑΟʔϧυ サッカー・ラグビー 八橋運動公園内 ☎883-1870

ീڮଟ໨తάϥ΢ϯυ ೈ式野球・ソフト
ボール・཮上投てき 八橋運動公園内 ☎823-1472

தԝެԂཱݝ
εϙʔπκʔϯ

཮上・野球・サッ
カー・ラグビー・
テニスほか

雄和椿川字ۨ坂台 ☎886-4141

৔޿৽԰ӡಈཱݝ サッカー・ラグビー 豊岩石田坂字館野 ☎888-8050

εϙύʔΫ͔Θ΂ サッカー・グラ
ウンドゴルフ

河辺岩見字
森上野ל ☎881-2411

͖͕͚͞ീٿڮ৔ 野球 八橋運動公園内 ☎867-1000
৔ٿ໺ཱݝ
ʮ͜·ͪελδΞϜʯ 野球 新屋町字砂奴寄 ☎883-1011

৔޿ٿ඿໺޲ 野球 新屋町字砂奴寄 ☎895-5056
౔࡚市ຽάϥ΢ϯυ 野球 土崎港西四丁目 ☎846-1133

উฏ市ຽάϥ΢ϯυ 野球・サッカー・
ソフトボール 新屋豊町 ☎866-1055

༤෺઒Տ઒྘஍໺ٿ৔ 野球 仁井田字新中島 ☎829-0223
৔ٿॴ໺ۙྡެԂ໺ޚ 野球 御所野湯本三丁目 ☎829-0223
Տลށౡ໺ٿ৔ 野球 河辺戸島字上野 ☎882-3654
Տลࡾݟؠ಺໺ٿ৔ 野球 河辺三内字上野 ☎882-3654
Տล࿨ా໺ٿ৔ 野球 河辺和田字和田 ☎882-3654
༤࿨Ֆͷ৿໺ٿ৔ 野球 雄和石田字蟹沢 ☎886-2844
༤࿨৽೾໺ٿ৔ 野球 雄和新波字寺沢 ☎887-2318
ീڮӡಈެԂ
ςχείʔτ テニス 八橋運動公園内 ☎823-1472

༤෺઒Տ઒྘஍
ςχείʔτ テニス 仁井田字新中島 ☎829-0223

ଠฏࢁϦκʔτެԂ
ςχείʔτ テニス 太平山リゾート公園内 ☎827-2270

Ұͭ৿ެԂςχείʔτ テニス 上北手ඦ崎字石川 ☎831-8300
ॴ໺ۙྡެԂޚ
ςχείʔτ テニス 御所野湯本

三丁目 ☎829-0223

ॴ໺૯߹ެԂޚ
ςχείʔτ テニス 御所野地蔵田三丁目 ☎829-0223

඿ా৿ྛ૯߹ެԂ
ʢകྛԂʣςχείʔτ テニス 浜田字Ҵ見沢 ☎828-5322

খઘׁެԂ
ςχείʔτ テニス 金足鳰崎字

後谷地 ☎873-5272

඿ςχείʔτ޲ テニス 新屋町字砂奴寄 ☎895-5056
ळૢۙྡެԂ
ςχείʔτ テニス 泉中央六丁目 ☎831-8300

ઃࢪ ༻్ ॴࡏ஍ ໰͍߹Θͤ
ޫপۙྡެԂ
ςχείʔτ テニス 土崎港相染町

字沼端 ☎847-4602

༤࿨Ֆͷ৿
ςχείʔτ テニス 雄和石田字蟹沢 ☎886-2844

๺໺ాެԂΞϦʔφɾ
ςχείʔτ テニス 河辺北野田高

屋字小高 ☎881-1950

$/"ΞϦʔφ˒͖͋ͨ 八橋本町六丁目 ☎866-2600
ମҭཱؗݝ 八橋運動公園内 ☎862-3782
๺෦市ຽαʔϏε
ηϯλʔମҭؗ 土崎港西五丁目 ☎846-1133

ҵౡମҭؗ 茨島一丁目 ☎865-1417
੢෦ମҭؗ 新屋鳥木町 ☎828-1180
Տลମҭؗ 河辺和田字上中野 ☎882-3654
༤࿨ମҭؗ 雄和妙法字上大部 ☎886-2844
༤࿨ೆମҭؗ 雄和神ϲ村字陳笠 ☎887-2318
Ұͭ৿ެԂ
ίϛϡχςΟମҭؗ 下北手桜字蛭沢 ☎831-8300

ळాεΧΠυʔϜ 県立中央公園内 ☎886-4141

ळాςϧα （体育館・トレー
ニングルーム）

御所野地蔵田
三丁目 ☎826-1800

αϯϥΠϑळా （体育館・トレー
ニングルーム） 八橋南一丁目 ☎863-1391

૯߹ϓʔϧཱݝ 水ӭ 新屋町字砂奴寄 ☎895-5056
૬๾৔ 相๾ 八橋運動公園内 ☎823-1472
Ұͭ৿ެԂٷಓ৔ 道ٷ 下北手桜字蛭沢 ☎831-8300
෢ಓཱؗݝ 柔道・݋道 新屋町字砂奴寄 ☎862-6651

εϙʔπՊֶηϯλʔ
柔道・݋道・ٷ
道・ウェイトリ
フティングほか

八橋運動公園内 ☎864-7911

উฏ԰಺ήʔτϘʔϧ৔ ゲートボール 新屋豊町 ☎866-1055
԰಺ଟ໨తӡಈ৔
ʮޫপΞϦʔφʯ

ゲートボール・
テニス

土崎港相染町
字沼端 ☎847-4602

ϦϑϨογϡΨʔσϯɾ
ΰϧϑ৔ ゴルフ 御所野地蔵田

三丁目 ☎826-1717

ळాϦόʔαΠυ
άϦʔϯ ゴルフ 仁井田字新中島 ☎829-0223

ଠฏࢁϦκʔτެԂ
άϥ΢ϯυɾΰϧϑ৔

グラウンドゴ
ルフ

太平山リゾー
ト公園内 ☎827-2688

ଠฏࢁεΩʔ৔
ʮΦʔύεʯ

スキー・スノー
ボード

太平山リゾー
ト公園内 ☎827-2221

εέʔτ৔ཱݝ スケート 新屋町字砂奴寄 ☎863-1241
೶ࢁଜ஍Ҭ
Խηϯλʔੑ׆

上新城五十丁
字小林 ☎893-3412

体育施設

◆�「広報ID番号」は、市ホームページ画面上でのページ
検索の際に入力してください。

　パソコン（インターネット）や携帯電話から、空き状
況の確認や仮予約などができます。

【広報ID番号：1002691】

จԽࢪઃ
・�中央・東部・西部・南部（別館含む）・北部・河辺・雄和の
各市民サービスセンター
・旧松倉家住宅
・�農山村地域活性化センター　・下新城交流センター

εϙʔπࢪઃ
・CNAアリーナ˒あきた（市立体育館）
・茨島体育館　・北部市民サービスセンター（体育館）
・西部体育館　・河辺体育館
・雄和体育館　・雄和南体育館
・光沼近隣公園（光沼アリーナ・テニスコート）

・土崎市民グラウンド　・秋操近隣公園テニスコート
・八橋テニスコート　・八橋多目的グラウンド
・太平山リゾート公園（テニスコート）
・一つ森公園（体育館・テニスコート）
・雄物川河川緑地施設（野球場・テニスコート）
・御所野近隣公園（野球場・テニスコート）
・御所野総合公園テニスコート
・浜田森林総合公園（テニスコート・林間広場）
・北野田公園（アリーナ・テニスコート）
・雄和花の森テニスコート
・スペースプロジェクト・ドリームフィールド（八橋第2球技場）

॓ധࢪઃ
・太平山リゾート公園（森林学習館・トレーラーハウス）

問 ϔޱઃͷ૭ࢪ֤

公ڞ施設Ҋ内・予約システム
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園園内の施設　期間営業期間および開園期間　 営業時間および開園時間　 料金　問問い合わせ

ଠฏࢁϦκʔτެԂɹ⁞ʙ⁥

� খઘׁެԂཱݝ
ピクニックに最適な広々とした公園。葦が
生い茂る男潟・女潟、本格的な日本庭園「水
心苑」、初夏の花菖蒲もきれいです。県立博
物館、旧奈良家住宅などの見所も近くにあ
ります。
問小泉潟公園パークセンター

☎8�������

1 ΦʔτΩϟϯϓ৔

オートキャンプ33区画、シャワー、共同炊事
場、トイレ、電源など完備。使用期間は4月中
旬から11月30日まで。予約が必要です。
1区画につき

問太平山リゾート公園総合案内所
☎8������0

۠෼ ྉ༺࢖
೔ؼΓʢ10ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ 1,615円
॓ɹധʢ1�ɿ00ʙཌ10ɿ00ʣ 3,235円

� τϨʔϥʔϋ΢ε

冷暖房、バス、トイレ、キッチンを完備した
家型タイプを5台設置。定員は1台6人。通年
営業。予約が必要です。
1台につき

問太平山リゾート公園総合案内所
☎8������0

۠෼ ྉ༺࢖
೔ؼΓʢ10ɿ00ʙ1�ɿ00ʣ 6,285円
॓ɹധʢ1�ɿ00ʙཌ10ɿ00ʣ 17,285円

� ςχεͷ৿ʢςχείʔτʣ
コートは7面（うち4面はナイター照明付
き）。予約が必要です。使用期間は、4月中旬
から11月30日まで（11月は、土・日、祝日の
み。使用期間は積雪状況により変わる場合
があります）。
1面1時間につき

※夜間照明の利用は、1面あたり1時間につき580
円かかります。
問太平山リゾート公園総合案内所

☎8������0

ྉ༺࢖
Ұൠ 310円
ੜҎԼߍߴ 無料

� άϥ΢ϯυɾΰϧϑ৔ʮάϦʔϯύϧʯ
4コース、32ホールの本格的コース。用具
（クラブ、ボール）は無料でお貸しします。
使用期間は、4月中旬から11月30日までの
9：00〜17：00（日没の時刻や積雪状況によ
り変わります）。

問☎8�����88

ྉ༺࢖
Ұൠ 470円
ੜҎԼߍߴ 無料

� ৿ྛֶश ʮؗ໦͜Γͷ॓ʯ
温泉につかって、家族や仲間とのんびり宿
泊してください。休憩、入浴だけでも利用
できます。入浴のみの利用時間は10：00（月
曜は12：00）〜20：00。

※宿泊料金には、入湯税150円が含まれています。
　夕食代、朝食代は含まれていません。
食事についてはご予約の際にお問い合わせください。
問☎8����111

॓ധྉ ೖཋྉ
தֶੜҎ্ 4,705円 310円
খֶੜ 3,615円 155円

൒೔࢖༻ 1೔࢖༻
1֊େݚमࣨ 2,410円 5,970円
�֊࿨ࣨ 1,780円 3,560円

8 ळా市২෺Ԃ
秋田市に生息する樹木を主体に約250種の
植物を観察できます。雪が解けるとミズバ
ショウ、フクジュソウが顔を出し、新緑の5
月にはシャクナゲやハナミズキが、夏にな
るとヤマボウシやアジサイが咲きます。秋
から冬には渡り鳥が飛来します。
問太平山リゾート公園総合案内所

☎8������0

� ΫΞυʔϜɹβɾϒʔϯ
温泉を利用したプール、ウオータースライ
ダー、展望風呂、露天風呂、大浴場、休憩室
などがあり、子どもから大人まで1日たっ
ぷり楽しめます。団体予約も受け付けてい
ます。営業時間は10：00〜20：00。プール利
用は19：00まで。休館日はお問い合わせく
ださい。

※オートキャンプ場、トレーラーハウス、森林学
習館に宿泊するかたや、スキー場リフト券購入
（1回券を除く。回数券は購入日）のかたは、入場
料270円でお楽しみいただけます。
問☎8�����01

ਓݸ ஂମ 1೥ؒ ճ਺݊
11ຕͭͮΓ

Ұൠ 785円 705円 18,860円 7,850円
தֶੜɾ
ੜߍߴ 625円 550円 15,070円 6,250円

ʙࡀ�
খֶੜ 470円 390円 11,300円 4,700円

10 ಓͷӺ͖͋ͨߓ

秋田港のシンボルであるポートタワー・セ
リオンを中心に、複数の施設からなりま
す。高さ100メートルの展望室からの眺望
が魅力です。
9：00〜21：00
無料

問ポートタワー・セリオン☎8�����81

� ଠฏࢁεΩʔ৔ʮΦʔύεʯ

高速4人乗りリフト、ナイター照明、ベルト
コンベヤー式のサンキッドなど。初心者か
らベテランまで家族で楽しむことができ
ます。
9：00〜21：00

※毎月第1・3日曜は小学生以下のリフト料金が半額!
問☎8������1

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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1� ՏลݟؠԹઘަྲྀηϯλʔ

७Ԙ泉の温泉は、リューマチ、神経௧、婦人病
によく効く、湯冷めのしないしっとりとした
温泉です。予約なしでもご利用いただけます。
問☎88���0�0

園園内の施設　期間営業期間および開園期間　 営業時間および開園時間　 料金　問問い合わせ

1� εϙύʔΫ͔Θ΂

෬に෋んだ4コース、32ホールのグラウى
ンドゴルフ場や多目的広場を備えたリフ
レッシュゾーン。本格的なサッカー場も整
備されています。問☎881���11

1� ๺໺ాެԂ

国体も開催された、本格的なテニス施設が
あります。テニスコート（屋外8面、屋内2
面）のほかに、芝生広場や大型複合遊具な
どもあり、家族連れで楽しめます。
問☎881�1��0

1� ;Δ͞ͱԹઘʮϢΞγεʯ

源泉掛け流しの温泉。貸し切りの家族風呂
もあり、宿泊もできます。大規模改修工事
のため令和7年6月末から休館しています。
令和8年秋リニューアルオープンします。
問☎88������

18 தԝެԂཱݝ

཮上ڝ技場、あきたスカイドーム、野球場、
庭球場、球技場、アーチェリー場、トレーニ
ングセンターなどが整備されているほか、
家族連れが楽しめるファミリーピクニッ
クゾーンもあります。
問中央公園事務所☎88���1�1

1� ՚ͷཬΏ͏Θ
●味工房
秋田を代表するお米
「あきたこまち」をૉ材
とした「こまちアイス」
など、約50種類のアイ
ス・シャーベットを製
造しています。お求め
は、Villaフローラへ。
問☎881��011

●里の家
l馬屋片中門造りzのכ෪き屋根の国有形
登録文化財。民具なども展示しており、営
業時間内は無料で見学できます。
問☎881��011

1� ॴ໺૯߹ެԂޚ

「御所野ニュータウン」内の総合公園です。
子どもが楽しめる複合遊具、୦穴住居を復
元した「弥生っこ村」もあります。
園野外ステージ・球技広場・全天ީ型のテ
ニスコート3面　など

問御所野総合公園管理事務所
☎8���0��0
公園課☎888�����1� ϢϑΥʔϨ

温水プール、岩盤浴などの温泉浴が楽し
め、レストラン、トレーニングルームもあ
ります。森林浴やグラウンドゴルフ、バー
ベキューも。宿泊施設も完備。
問☎88���111

11 େ৿ࢁಈ෺Ԃʙ͖͋͗ΜΦϞϦϯͷ৿ʙ

●通常開園
期間 3月第3土曜から11月末日まで（期間中は毎日営業）
9：00〜16：30（入園は16：00まで）

●冬期開園
期間 1月、2月の土・日、祝日（1月1日から3日を除く）
10：00〜15：00（入園は14：30まで）

※大人20人以上の団体は当日券530円です。

問大森山動物園☎8�8���08

楽しい乗りものいっぱい
大森山Ώうえんちアニパに遊びに来てね！
問☎8�8�1��1

౰೔݊ ೥ؒύεϙʔτ
େਓ 730円 1,250円
ੜҎԼߍߴ 無料 ー

1� ՚ͷཬΏ͏Θ
●Villaフローラ（観光交流館）
雄物川やダリア園を眺めながら食事がで
きるレストランがあります。各種イベント
会場にも利用できます。
問☎881��011

●秋田国際ダリア園
世ք14か国、約700品種のダリアが集まりま
す。小高い丘一面にズラリとฒぶ景色は見事。
問☎88������
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૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

ͷछ
͠Ύ

ྨ
Δ͍

$POUFOU PG JORVJSZ /咨询种类 /상담 종류
૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

૭
·Ͳ

ޱ
͙ͪ

3FMBUFE EFQBSUNFOU /咨询窗口 /상담창구

ి
でΜ

࿩
Θ

番
͹Μ

߸
͝͏

5FM /电话号码 /전화번호
&�NBJM

ࣄ
͡

݅
͚Μ

ɾࣄ
͡

ނ
͜

ʹ͋ͬͨͱ͖
*ODJEFOU PS BDDJEFOU PDDVSSFE
遭遇突发事件或事故时
사건·사고 발생 시

秋
あき

田
た

県
けん

警
けい

察
さつ

本
ほん

部
ぶ

Akita PreGectural Police HeadRuarters
秋田县警察总部
아키타현 경찰본부

110

ٹ
͖Ύ͏

ٸ
͖Ύ͏

ं
͠Ό

΍ফ
͠ΐ͏

๷
΅͏

ं
͠Ό

Λݺ
Α

ͼ͍ͨͱ͖
8IFO ZPV OFFE BO BNCVMBODF PS
pSF FOHJOF
需要救护车或消防车时
구급차나 소방차를 불러야 할 때

秋
あき

田
た

市
し

消
しょう

防
ぼう

本
ほん

部
ぶ

Akita City Fire Department HeadRuarters
秋田市消防总部
아키타시 소방본부

119
:ou can d ia l 119 in 17
languages.
Available 24 hours, 365 days.

ٸ
͖Ύ͏

ප
ͼΐ͏

ʹͳͬͨͱ͖
4VEEFO JMMOFTT
急病咨询
급병에 걸렸을 때

24時
じ

間
かん

体
たい

制
せい

の救
きゅう

急
きゅう

病
びょう

院
いん

（24 Hour Emergency Hospital / 24小时急诊医院 / 24시간 구급병원）

市
し

立
りつ

秋
あき

田
た

総
そう

合
ごう

病
びょう

院
いん

………………………0570-01-4171
Akita City Hospital /市立秋田综合医院 /시립 아키타 종합병원

秋
あき

田
た

厚
こう

生
せい

医
い

療
りょう

センター…………………018-880-3000
Akita Kosei Medical Center /秋田厚生医疗中心 /아키타 후생의료센터

秋
あき

田
た

赤
せき

十
じゅう

字
じ

病
びょう

院
いん

…………………………018-829-5000
Akita Red Cross Hospital /秋田红十字医院 /아키타 적십자병원

中
なか

通
どおり

総
そう

合
ごう

病
びょう

院
いん

……………………………018-833-1122
NAKADORI General Hospital /中通综合医院 /나카도리 종합병원

秋
あき

田
た

県
けんりつ

立循
じゅん

環
かん

器
き

・೴
のうせきずい

੸਷センター ……018-833-0115
Akita Cerebrospinal and Cardiovascular Center / 秋田县立脑脊髓血管疾病诊
治中心 /아키타현립 순환기·뇌척수센터

秋
あき

田
た

大
だい

学
がく

医
い

学
がく

部
ぶ

附
ふ

属
ぞく

病
びょう

院
いん

………………018-834-1111
Akita 6niversity Hospital /秋田大学医学部附属医院 /아키타대학 의학부 부속병원

外
͕͍

ࠃ
͘͜

ޠ
͝

で૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

͍ͨ͠ͱ͖
.VMUJMJOHVBM $POTVMUBUJPO
多种语言咨询
다국어로 상담

秋
あき

田
た

県
けん

外
がい

国
こく

人
じん

相
そう

談
だん

センター
Akita Support Center Gor Foreign Residents
秋田县外国人咨询中心
아키타현 외국인 상담센터

※木
もく

曜
よう

（Thursday / 㑌周四 / 목
요일）13：00〜17：00

018-884-7050
soudan21@aiahome.or.jp

Ҿ
ͻ

ͬӽ
͜

すͱ ɾ͖ࢠ
͜

Ͳ΋͕ੜ
͏

·Εͨͱ ɾ͖Ո
͔

଒
ͧ͘

͕
๢
ͳ

͘ͳͬͨͱ ɾ͖
݁
͚ͬ

ࠗ
͜Μ

ͨ͠ͱ ɾ͖཭
Γ

ࠗ
͜Μ

ͨ͠ͱ͖
.PWJOH
 DIJMECJSUI
 GBNJMZ EFBUI

NBSSJBHF
 EJWPSDF
搬家、孩子出生、亲属去世、结婚、离婚等咨询
이사·출생·가족의 사망·결혼·이혼에 관한 상담

市
し

民
みん

課
か

または近
ちか

くの市
し

民
みん

サービスセンター

（駅
えき

東
ひがし

サービスセンターは9：00〜17：15）
Citi[en Registration Section or
nearest Citi[en Service Center
（Ekihigashi Service Center：9：00〜17：15）
市民课或附近的市民服务中心
（站东服务中心：9：00～17：15）
시민과 또는 가까운 시민서비스센터
（에키히가시 서비스센터는 9：00～17：15）

018-888-5626
ro-ctct@city.akita.lg.jp

੫
͍ͥ

ۚ
͖Μ

ʢ市
͠

ɾݝ
͚Μ

ຽ
ΈΜ

੫
͍ͥ

΍ܰ
͚͍

ࣗ
͡

ಈ
Ͳ͏

ं
͠Ό

੫
͍ͥ

౳
ͳͲ

ʣͷೲ
ͷ͏

෇
;

΍૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

5BY QBZNFOU�JORVJSZ
ʢNVOJDJQBM�QSFGFDUVSBM
 MJHIU WFIJDMF

FUD�ʣ
纳税及其咨询（市民税、县民税及超小排量汽车
税等）
세금（시민·현민세 및 경자동차세 등）의 납부 및 상담

納
のう

税
ぜい

課
か

Tax Collection Section
纳税课
납세과

018-888-5481
ro-Gntc@city.akita.lg.jp

֎
がいこくじん

国人޲
む

͚৘
じょ͏΄͏

ใ
*OGPSNaUiPO GPS *OUFSOaUiPOal 3FTiEFOUT aOE ViTiUPST
面向外国居民和访客的信息
외국인 거주자 및 방문객을 위한 정보
XXX�DiUZ�aLiUa�lH�KQ�TIiTFi�10���99�10���0��iOEFY�IUNl

࣍ͷϖʔδʹଓ͘
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૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ
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ྨ
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$POUFOU PG JORVJSZ /咨询种类 /상담 종류
૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

૭
·Ͳ

ޱ
͙ͪ

3FMBUFE EFQBSUNFOU /咨询窗口 /상담창구

ి
でΜ

࿩
Θ

番
͹Μ

߸
͝͏

5FM /电话号码 /전화번호
&�NBJM

ࠃ
͘͜

ຽ
ΈΜ

݈
͚Μ

߁
͜͏

อ
΄

ݥ
͚Μ

΍೥
ͶΜ

ۚ
͖Μ

ʹೖ
は͍

Δͱ ɾ͖΍ΊΔͱ͖
4UBSUJOH�TUPQQJOH /BUJPOBM )FBMUI
*OTVSBODF PS QFOTJPO
加入或终止国民健康保险、年金咨询
국민건강보험 및 연금의 가입·탈퇴에 관한 상
담

国
こく

保
ほ

年
ねん

金
きん

課
か

National Health Insurance and Pension
Section
国保年金课
국민건강보험연금과

018-888-5633
ro-ctnh@city.akita.lg.jp

݈
͚Μ

߁
͜͏

਍
͠Μ

அ
ͩΜ

Λड
͏

͚͍ͨͱ͖
݈
͚Μ

߁
͜͏

ʹ͍ͭͯ૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

͍ͨ͠ͱ͖
.FEJDBM FYBNJOBUJPOT
 IFBMUI JORVJSJFT
体检及健康咨询
건강진단을 받고 싶을 때
건강에 관한 상담

保
ほ

健
けん

予
よ

防
ぼう

課
か

Health and Disease Prevention Section
保健预防课
보건예방과

018-883-1176
018-883-1178
ro-hlpr@city.akita.lg.jp

հ
͔͍

ޢ
͝

อ
΄

ݥ
͚Μ

ɾαʔϏεʹ͍ͭͯ૬
ͦ͏

ஊ
ͩΜ

͍ͨ͠ͱ͖
*ORVJSJFT BCPVU MPOH�UFSN DBSF JOTVSBODF
护理保险及服务咨询
개호보험·서비스에 관한 상담

介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

課
か

Long-Term Care Insurance Section
护理保险课
개호보험과

018-888-5672
ro-wGkg@city.akita.lg.jp

೛
ʹΜ

৷
͠Μ

͕Θ͔ͬͨͱ͖
1SFHOBODZ
妊娠咨询
임신한 사실을 알게 되었을 때

子
こ

ども健
けん

康
こう

課
か

Child Health Section
儿童健康课
자녀건강과

018-883-1174
ro-chhl@city.akita.lg.jpೕ

ʹΎ͏

༮
Α͏

ࣇ
͡

ͷ݈
͚Μ

߁
͜͏

਍
͠Μ

ࠪ
͞

Λ͍ͨ͠ͱ͖
*OGBOU IFBMUI DIFDLT
婴幼儿体检咨询
영유아의 건강검진에 관한 상담

ࢠ
͜

Ͳ΋Λอ
΄

ҭ
͍͘

ॴ
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ஓ
ͪ

Ԃ
͑Μ

ʹೖ
͍

Ε͍ͨͱ͖
3FHJTUFSJOH B DIJME GPS
EBZDBSF�LJOEFSHBSUFO
儿童入托、入园咨询
자녀의 어린이집·유치원 입학에 관한 상담

子
こ

ども育
いく

成
せい

課
か

Child-Rearing Support Section
儿童培育课
자녀육성과

018-888-5692
ro-wGch@city.akita.lg.jp
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͜

Ͳ΋͕খ
͠ΐ͏

ֶ
͕ͬ

ߍ
͜͏

΍த
ͪΎ͏

ֶ
͕ͬ

ߍ
͜͏

ʹೖ
ʹΎ͏

ֶ
͕͘

すΔͱ͖
4FOEJOH B DIJME UP FMFNFOUBSZ�KVOJPS
IJHI TDIPPM
儿童小学、初中入学咨询
자녀의 초등학교 및 중학교 입학에 관한 상담

教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

学
がく

事
じ

課
か

Board oG Education, Educational AGGairs
Section
教育委员会教务课
교육위원회 학사과

018-888-5806
ro-edsw@city.akita.lg.jp
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$POTVMUBUJPOT BCPVU SFDZDMJOH�HBSCBHF
EJTQPTBM
垃圾分类及丢弃方法咨询
쓰레기 분리수거에 관한 상담

環
かん

境
きょう

都
と

市
し

推
すい

進
しん

課
か

Eco-City Promotion Section
环境都市推进课
환경도시추진과

018-888-5708
ro-evcp@city.
akita.lg.jp
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ਫ
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*ORVJSJFT BCPVU XBUFS BOE TFXBHF CJMMJOH
水费及污水处理费咨询
수도요금 및 하수도 사용료에 관한 상담

上
じょう

下
げ

水
すい

道
どう

局
きょく

お客
きゃく

様
さま

センター
Water and Sewerage Bureau, Customer
Service Center
上下水道局客户服务中心
상하수도국 고객센터

018-823-8431
ro-wtcc@city.akita.lg.jp

࢓
͠

ࣄ
͝ͱ

Λ୳
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͍ͨ͠ͱ͖
&NQMPZNFOU TFBSDI
求职咨询
구직 상담

ハローワーク秋
あき

田
た

HelloWork Akita
秋田公共职业介绍所
헬로워크 아키타

018-864-4111
https://www.
hellowork.mhlw.
go.jp/
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外
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+BQBOFTF MBOHVBHF DMBTT

NVMUJMJOHVBM JOGPSNBUJPO
日语学习及多种语言信息咨询
일본어를 공부하고 싶을 때
다국어 정보가 필요할 때

企
き

画
かく

調
ちょう

整
せい

課
か

（秋
あき

田
た

市
し

日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

）
Planning and Coordination Section
（Akita City +apanese Language Class）
企划调整课（秋田市日语教室）
기획조정과（아키타시 일본어교실）

018-888-5464
ro-plmn@city.akita.lg.jp
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